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午前 ９時００分 開議  

（出席議員 １３名） 

────────────────── 

◎開 会 宣 告 ・ 開 議 宣 告             

○議長（村上和子君） おはようございます。 

 御出席、誠に御苦労に存じます。 

 ただいまの出席議員は１３名でございます。 

 これより、令和４年第３回上富良野町議会定例会

を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

────────────────── 

◎諸 般 の 報 告             

○議長（村上和子君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（星野耕司君） 御報告申し上げます。 

 令和４年７月３１日、金子議員の辞職に伴い、厚

生文教常任委員長及び議会運営委員が欠員となるこ

とから、８月５日開催の厚生文教常任委員会におい

て委員長選挙を行い、佐藤大輔厚生文教常任副委員

長が厚生文教常任委員長に選出され、このことに伴

い、副委員長が欠員となったことから、副委員長選

挙を行い、米沢義英議員が厚生文教常任副委員長に

選出されました。 

 また、議会運営委員に佐藤大輔議員が選出され、

閉会中でありましたので、議長が指名して、選任い

たしました。 

 本定例会は、９月９日に告示され、同日、議案等

の配付を行い、その内容につきましては、お手元に

配付の議事日程のとおりであります。 

 監査委員から例月現金出納検査結果報告、教育長

から令和３年度上富良野町教育委員会点検・評価の

報告、議会運営委員長及び厚生文教常任委員長から

議員派遣結果報告がありました。 

 町長から、本定例会までの主要な事項について、

行政報告の発言の申し出があり、その資料として、

行政報告とともに、令和４年度建設工事発注状況を

配付しましたので、参考に願います。 

 また、議案第１５号財産の取得について、議案第

１６号教育長の任命について及び議案第１７号教育

委員会委員の任命については、明日、１５日に配付

の予定であります。 

 本定例会までの議会の主要な行事は、お手元に配

付の議会の動向のとおりであります。 

 最後に、本定例会の説明員につきましては、町長

以下関係者の出席を求め、別紙配付のとおり出席し

ております。 

 以上であります。 

○議長（村上和子君） 以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（村上和子君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名についてを行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定に

より、議長において、 

    １１番 小 林 啓 太 君 

    １２番 小田島 久 尚 君 

を指名いたします。 

────────────────── 

◎日程第２ 議会運営委員長報告 

○議長（村上和子君） 日程第２ 議会運営委員長

報告を行います。 

 本定例会の会期日程等の議事運営に関し、審議・

決定した内容について、議会運営委員長の報告を求

めます。 

 議会運営委員長、中澤良隆君。 

○議会運営委員長（中澤良隆君） 令和４年第３回

定例会の議事運営等について、審議・決定した内容

を御報告いたします。 

 本定例会に提出の案件は、町長から提出の議案１

７件、報告案件３件、議長からの報告案件３件、議

員からの発議案件２件、選挙１件であります。 

 去る８月２３日及び９月７日に議会運営委員会を

開き、付議事件、会期及び議事日程等の審議並びに

本定例会までに受理した１件の陳情、要望の取り扱

いについて審議いたしました。 

 １件の陳情、要望については、所管の常任委員会

で審議の結果、採択とし、意見書を発議することと

いたしました。 

 また、町の一般行政についての質問について審議

しました。 

 ８月３１日正午までの通告期限までに、元井晴奈

議員外４名の議員から通告がありましたので、本定

例会の一般質問は、本日１４日に５人が質問を行う

ことといたしました。 

 質問の順序は、先例により、通告書を受理した順

となっており、質問の要旨は、本日配付のとおりで

あります。 

 なお、質問の方法等は、上富良野町議会会議規則

及び上富良野町議会運営に関する先例に基づいて行

うことになりますので、活発な議論をお願いいたし

ます。 

 これらの状況を考慮し、９月定例会の本会議の会

期については、提出案件の状況などを検討した結

果、本日から９月１５日までの２日間と決定いたし
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ました。 

 以上、議会運営委員会での結果を御報告申し上げ

ましたが、本定例会の議事運営が円滑に行われます

よう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（村上和子君） 以上をもって、議会運営委

員長報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第３ 会期の決定について 

○議長（村上和子君） 日程第３ 会期の決定につ

いてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から９月１５日までの２

日間といたしたいと思います。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 御異議なしと認めます。 

 よって、会期は、本日から９月１５日までの２日

間と決定いたしました。 

────────────────── 

◎日程第４ 行政報告 

○議長（村上和子君） 日程第４ 行政報告を行い

ます。 

 本定例会までの主な行政執行の経過について、町

長から報告の申し出がありますので、発言を許しま

す。 

 町長、斉藤繁君。 

○町長（斉藤 繁君） 議員各位におかれまして

は、公私ともに何かと御多用のところ、第３回定例

町議会に御出席いただき、誠にありがとうございま

す。 

 それでは、６月定例町議会以降における町政執行

の概要について報告させていただきます。 

 初めに、自衛隊関係についてでありますが、富良

野地方自衛隊協力会上富良野支部により、６月２８

日から２９日に、上富良野駐屯地現状規模堅持・さ

らなる拡充を求める要望を、富良野地方自衛隊協力

会により、７月６日から７日に、陸上自衛隊と富良

野地域の共存共栄のための駐屯地部隊体制の堅持及

び部隊運用、教育訓練にかかる施策の推進に関する

要望を、防衛省及び関係国会議員に行ってきたとこ

ろであります。 

 基地対策関係については、北海道基地対策協議会

により、防衛施設周辺整備対策に関する要望、基地

交付金等に関する要望及び基地関係予算確保に関す

る要望書を、７月５日に、北海道防衛局並びに北海

道に、７月２０日に、総務省、財務省、防衛省及び

北海道選出国会議員に行ってきたところでありま

す。 

 上富良野町基地対策協議会におきましては、７月

１１日から１２日に、防衛施設周辺整備対策等に関

する要望を、防衛省及び関係国会議員に行ってきた

ところであります。 

 記念行事関係では、６月２６日に第１特科団総体

及び北千歳駐屯地記念行事、７月３日に北海道補給

所島松駐屯地記念行事、７月３１日に千歳のまちの

航空祭に参加したところであります。 

 次に、北海道ジオパークワークショップ２０２２

についてでありますが、８月２７日から２８日の２

日間、ジオパークガイドの研修及び交流を目的とし

た研修会を開催いたしました。 

 十勝岳ジオパークエリアにおいて、全道から集

まった８３名のガイドは、四つのジオツアーを体験

するとともに、北海道大学、岡田弘名誉教授の講演

会を行うことで、ジオガイドの研修、地域相互の情

報・意見交換や交流を行ったところであります。 

 今後においても、十勝岳ジオパークの基本理念で

ある地球環境と地質遺産の保全と活用を手段とし

て、持続可能な地域の発展を目指すジオパークの活

動の推進に努めてまいります。 

 次に、イベント関係についてでありますが、７月

９日から１８日までの１０日間、「ラベンダーフェ

スタかみふらの２０２２」を開催しました。ラベン

ダーのライトアップと花火大会を組み合わせて実施

したところ、１０日間で町内外から１万８３５人の

御来場をいただきました。 

 ライトアップについては、好評を得ておりますこ

とから、改めて本町が誇るラベンダー資源の潜在的

価値と、地域経済への波及の可能性を認識したとこ

ろであり、来年度以降もライトアップを中心とした

アフターコロナのイベントの実施について、運営委

員会で協議、実施していただけることに期待してい

るところであります。 

 また、札幌市の札幌ドームにおきまして、大ほっ

かいどう祭が開催され、８月６日から７日の２日

間、本町より出店し、本町の特産品であるまるごと

かみふらのプレミアムビールと、かみふらのポーク

の販売を行ってまいりました。 

 今後も本町の特産品を広く発信し、まちおこしや

観光客誘致につながるよう、取組を進めてまいりま

す。 

 次に、友好都市、津市との交流事業についてであ

りますが、三重県津市との友好都市提携の盟約を交

わしてから、本年で２５周年を迎え、これまでにさ

まざまな交流が図られてきたところであります。 

 ７月１７日のラベンダーフェスタにあわせて、前

葉市長が来町され、イベントで御挨拶いただいたほ

か、両市長間において、さらなる友好の絆を深めて

いくことを確認させていただいたところでありま
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す。 

 また、商工会をはじめとする経済団体では、東京

都日本橋の、三重県のテナントショップ、三重テラ

スでの津市との合同物産展、ボートレース津で開催

されたＧ３オールレディース、上富良野町交流２５

周年記念レースの優勝者へ副賞の贈呈を行ったとこ

ろであります。 

 次に、特定健診等の実施状況についてであります

が、新型コロナウイルス感染症対策に努めながら、

７月４日から１５日までの日程で実施し、特定健診

につきましては、９０５人の方が健診されたところ

であります。 

 また、この期間において、高齢者、若年者、かみ

ふっ子健診、国保外の被扶養者特定健診のほか、各

種がん検診、肝炎ウイルス検診なども併せて実施

し、延べ２,１０１人の方が受診され、結果説明会

や家庭訪問等において、保健指導を行ったところで

あります。 

 また、健診会場では、管理栄養士によるインボ

ディ測定を通して、サルコペニア重症化予防に向け

た相談を実施したところであります。 

 今後も、町民の皆様が自らの健康について考え、

健康的な生活を送るための健康づくり事業の推進に

努めてまいります。 

 次に、新型コロナウイルスワクチン接種について

でありますが、６５歳以上の４回目ワクチン接種を

７月２１日から８月１２日まで実施し、２,７９９

人が接種を終え、接種率は８０.０％となったとこ

ろであり、これまでワクチンの個別接種に御協力を

いただいた医療機関に対しましては、心より感謝を

申し上げます。 

 なお、６０歳から６４歳及び５９歳以下で基礎疾

患等を有している４回目のワクチン接種を希望され

た方に対しましては、９月２１日から３０日までの

日程で、町内の医療機関に御協力いただきながら、

接種に向けた準備を進めているところであります。 

 次に、農作物の生育状況についてでありますが、

６月上旬は気温が低く、日照時間も少なかったもの

の、下旬に回復し、７月、８月は雨天が多く、平年

並み以上の降水量となり、日照不足が心配されまし

たが、農作物の生育は全体を通して順調に推移して

いるところであります。 

 既に収穫が終了している麦類につきましては、平

年並みの収量となっており、水稲につきましても、

平年並みの収量が見込まれているところでありま

す。 

 いずれにいたしましても、本格的な収穫期を迎

え、農作業の安全確保に努めていただき、よりよい

出来秋となるよう期待をしているところでありま

す。 

 次に、児童・生徒のスポーツ活動等における活躍

状況についてでありますが、小学生については、上

富良野西ファイターズ野球少年団が第４２回全日本

学童軟式野球大会北北海道大会に出場され、上富良

野ミニバスケットボールの男子少年団及び女子少年

団が、第１回北海道ミニバスケットボールサマー

フェスティバル大会に出場されました。 

 中学生については、第７７回国民体育大会卓球競

技北海道予選に卓球部員５名が出場され、中体連全

道大会には、陸上競技で女子の８００メートル、

１,５００メートル、４掛ける１００メートルリ

レーに６名が出場されました。 

 高校生については、第７５回北海道高等学校選手

権大会のソフトテニスに上坂鉄平さん、陸上競技の

男子砲丸投げに木幡悠月さんが出場されました。 

 同じく陸上競技の４掛ける１００メートルリレー

に柳瀬拓真さんが出場し、入賞を果たされ、全国大

会に出場されました。 

 また、第６１回春期北海道高等学校野球大会に吉

村海斗さんが出場され、第１０４回全国高等学校野

球選手権大会北北海道大会に増田慈恩さん、吉村海

斗さん及び池田翔哉さんが出場され、池田翔哉さん

が在籍する旭川大学高等学校が優勝を果たされ、夏

の甲子園全国大会に出場されました。 

 コロナ禍の限られた練習環境の中で、健闘されま

した児童・生徒の皆さんに改めて拍手を送りたいと

思います。 

 また、今後におきましても、本町の子どもたちが

各方面で活躍していただけることを期待するもので

あります。 

 次に、三重県津市との姉妹校交流事業についてで

ありますが、７月２１日から２３日まで、津市、安

東小学校の１校、１１名が当地を訪れ、上富良野西

小学校児童と、学校紹介や各教室での授業交流など

を通じて親交を深めたところであります。 

 次に、上富良野町パークゴルフ場の利用料金につ

いてでありますが、指定管理者等との協議、調整に

より、この７月１日より、富良野圏域内の高校生以

下の料金を無料にしたところであり、家族連れな

ど、より多くの方々の利用促進が図られることを期

待するところであります。 

 次に、コロナ禍における生活支援、地域経済支援

対策に関する主な支援策の状況でありますが、ま

ず、国民健康保険税の減免については、８月末現

在、１５件、２０１万２,０００円の減免を実施し

てきたところであります。 

 また、介護保険料につきましては、８月末現在、

１件、１万８,７００円の減免を実施したところで
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あります。 

 次に、本人及び同居家族の健康観察期間並びに臨

時休園及び臨時休業した期間に登園自粛されました

児童の保育料につきまして、日割計算による減免措

置を実施したところであります。６月から８月分の

減免額は、３件、６名に対しまして、３万９,７２

０円を決定し、各園、保護者様に通知させていただ

きました。なお、保育料の精算等の事務手続につき

ましては、各園にお願い申し上げたところでありま

す。 

 次に、１人６万円を支給する子育て世帯生活支援

等特別給付金、独り親世帯以外の低所得の子育て世

帯分については、８月末日現在、４３世帯、７９人

に、４７４万円を支給、予算執行率７９.０％と

なっております。 

 次に、小中学校等における状況についてでありま

すが、７月以降も、各学校において陽性者の確認が

されており、感染症対策の取組を継続しながら、宿

泊研修等の諸行事を予定どおり開催しつつ、夏期休

業を終え、２学期を迎えたところであります。 

 その中、第７波と言われる感染者の増加により、

教育現場にも複数の陽性者が確認されたため、放課

後児童クラブにおいては、７月３０日、８月１日の

２日間、１クラブの利用休止を行い、上富良野小学

校においても、８月２３日から２４日までの１学級

の閉鎖措置を行ったところであります。 

 最後に、建設工事の発注状況についてであります

が、６月定例町議会で報告以降に入札執行した建設

工事は、９月１２日現在、件数で１９件、事業費総

額２億３,２８７万円で、本年度累計で２８件、事

業費総額３億４,１６４万９,０００円となっており

ます。 

 なお、お手元に令和４年度建設工事発注状況を配

付しておりますので、後ほど御高覧いただきたく存

じます。 

○議長（村上和子君） 以上をもって、行政報告を

終わります。 

────────────────── 

◎日程第５ 報告第１号 

○議長（村上和子君） 日程第５ 報告第１号例月

現金出納検査結果報告について、監査委員より報告

を求めます。 

 代表監査委員、中田繁利君。 

○代表監査委員（中田繁利君） 例月現金出納検査

の結果について御報告いたします。概要のみ申し上

げますので、御了承賜りたいと思います。 

 地方自治法第２３５条の２第１項の規定により執

行いたしましたので、同条第３項の規定により、そ

の結果を御報告いたします。 

 令和３年度会計の５月分及び令和４年度会計の５

月分から７月分について、検査の概要及び結果を一

括して御報告いたします。 

 例月現金出納検査を別紙報告書のとおり執行し、

各会計の出納の収支状況は別紙資料に示すとおりで

あり、現金は適正に保管されていることを認めまし

た。 

 なお、資料につきましては、御高覧いただいたも

のと存じ、説明を省略させていただきます。 

 また、税の収納状況につきましては、１５ページ

に添付していますので、参考にしていただきたいと

思います。 

 以上で、例月現金出納検査の結果報告といたしま

す。 

○議長（村上和子君） ただいまの報告に対し、御

質疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 御質疑がなければ、これを

もって、報告第１号例月現金出納検査結果報告につ

いてを終わります。 

────────────────── 

◎日程第６ 報告第２号 

○議長（村上和子君） 日程第６ 報告第２号議員

派遣結果報告について、報告を求めます。 

 議会運営委員長、中澤良隆君。 

○議会運営委員長（中澤良隆君） 令和３年第４回

定例会で議決された議員派遣について、令和４年７

月６日から７日に実施いたしましたので、報告書の

朗読をもって報告いたします。 

 それでは、議員派遣結果報告書を御覧ください。 

 議員派遣結果報告書。 

 令和３年第４回上富良野町議会定例会において議

決された議員派遣について、次のとおり実施したの

で、その結果を報告します。 

 令和４年８月２３日。 

 上富良野町議会議長、村上和子様。 

 議会運営委員会委員長、中澤良隆。 

 記。 

 件名、北海道町村議会議長会主催の議員研修会及

び先進地調査。 

 １、調査及び研修の経過。 

 令和４年７月６日、北海道町村議会議長会主催の

北海道町村議会議員研修会に議員１１名が参加し、

講演を聴講した。 

 また、７月７日には、白老町にあるウポポイ民族

共生象徴空間の視察研修を行った。 

 ２、調査の結果。 

 （１）北海道町村議会議員研修会（札幌市：札幌

コンベンションセンター）。 
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 本研修会は、新型コロナ感染症の影響を受け、３

年ぶりの開催となった。 

 例年、全道の町村議員を対象に、一堂に会しての

開催であるが、今回は全道を二分割にし、万全のコ

ロナ感染症対策を講じての研修会となった。 

 政治ジャーナリスト、泉宏氏による「参院選最終

情勢分析と選挙後の政局展望」と題した講演を聴講

した。 

 選挙後の政局展望や、今後の対外的な政治日程等

について、独自に鋭く観察、分析した内容であり、

今後の活動の参考となった。 

 （２）先進地調査。 

 白老町にあるウポポイ民族共生象徴空間の視察を

行った。 

 ウポポイは、私たちの国の貴重な文化でありなが

ら、存立の危機にあるアイヌ文化の復興・発展のた

めの拠点となるナショナルセンターと位置づけられ

ている。国立アイヌ民族博物館、国立民族共生公園

及び慰霊施設等で構成されている。 

 伝統芸能、ものづくり、アイヌの歴史や世界観に

触れ、共生を考える足掛かりとして、歴史や文化な

どに関する知識と理解を深めることができる研修と

なった。 

 以上、議員派遣結果報告といたします。 

○議長（村上和子君） ただいまの報告に対し、御

質疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって、

報告第２号議員派遣結果報告についてを終わりま

す。 

────────────────── 

◎日程第７ 報告第３号 

○議長（村上和子君） 日程第７ 報告第３号議員

派遣結果報告について、報告を求めます。 

 厚生文教常任委員長、佐藤大輔君。 

○文教厚生常任委員長（佐藤大輔君） ただいま上

程いただきました、報告第３号議員派遣結果報告に

ついて御説明申し上げます。 

 本件は、令和４年第２回定例会で御議決いただい

た議員派遣についてでありますが、当初、閉会中の

継続調査項目である児童発達支援事業の先進地視察

として、本年５月に実施予定でありました。 

 しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響

により、日程変更を余儀なくされ、７月末での実施

となり、児童発達支援事業については、既に令和４

年第２回定例会にて報告済みのため、所管であるご

み埋立て地最終処分場の先進地視察と併せて、議員

派遣としての視察研修報告となったところでありま

す。 

 それでは、以下、議案を朗読し、御説明申し上げ

ます。 

 １ページを御覧ください。 

 なお、本文については、要点のみとさせていただ

きますので、詳細については、後ほど御高覧くださ

い。 

 議員派遣結果報告書。 

 令和４年第２回会定例会において議決された議員

派遣について、次のとおり実施したので、その結果

を報告いたします。 

 令和４年９月５日。 

 上富良野町議会議長、村上和子様。 

 厚生文教常任委員会委員長、佐藤大輔。 

 記。 

 件名、１、ごみ埋立て地最終処分場について。 

 ２、児童発達支援事業について。 

 １、調査及び研修の経過。 

 令和４年７月１９日から２２日までの４日間、厚

生文教常任委員会が所管する、ごみ埋立て地最終処

分場及び児童発達支援事業について、見識を深める

ことを目的に、道内の先進地である池田町、遠軽

町、美幌町、士別市において視察研修を実施した。 

 ２、調査の結果。 

 （１）ごみ埋立て地最終処分場について。 

 ①調査項目。 

 ごみ埋立て地最終処分場の概要について。 

 以下、５点でございます。 

 ２ページを御覧ください。 

 ④うめ～るセンター美加登の調査概要。 

 一般廃棄物最終処分場「うめ～るセンター美加

登」は、クローズド被覆型処分場である。準好気性

埋立構造を採用し、建設費は３５億７,０００万円

で、平成２３年４月から供用を開始し、埋立計画期

間は１５年間としている。 

 自然風雨に影響されず、地下浸透や河川等への放

流がない、環境に配慮した最終処分場となってい

る。 

 飛散防止や安定化のため、スプレーガンで人工的

に散水し、浸透した水は、逆浸透膜処理によって循

環利用されている。 

 底面には二重遮水シート構造を施し、遮水工破損

感知システムによって、漏水発生時にはピンポイン

トで発生箇所を把握できるようになっている。 

 建設地選定の際、対策協議会を設置し、環境にも

配慮しながら、都度、住民説明会を開催すること

で、地元住民の理解を得られたとのことである。 

 現在、全１５ブロックのうち、９ブロック目を埋

め立て中で、このペースだと、当初計画で予定して

いた終了年度以降も利用可能な状況にある。 
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 ⑤まとめ。 

 逆浸透膜処理によって、ろ過され、結晶化した固

化物は、毎日、多くの量が産出されており、その処

理については、課題が残るように思えた。 

 また、過去に２度、遮水シートの破損を検知した

ようだが、うち１回は、検知箇所を掘り起こしても

破損箇所が確認できなかったとのことで、漏水対応

には様々な負担が重くのしかかることを実感した。 

 終了年度の延長については、再度、住民の理解を

得るために、行政も議会も慎重に事を運ぶ必要があ

るとの認識で一致していた。 

 うめ～るセンターのような一括屋根方式は、環境

保全やランニングコストの抑制にもつながるが、

オープン型埋め立て施設の建設と比較し、建設コス

トや除排雪経費など、費用増大の課題が大きく立ち

はだかる。 

 しかし、我が町の最終処分場使用期限である令和

１２年は、そう遠い先の話ではなく、今後、施設設

置による環境への影響など、候補地住民に対しての

丁寧な説明が必要不可欠であり、富良野圏域におけ

るごみ全般の課題と併せて、いま一度、広域連合内

で協議を重ね、現時点での最適解を導き出してもら

いたい。 

 ３ページを御覧ください。 

 （２）児童発達支援事業について。 

 ①調査項目。 

 各自治体の発達支援事業の概要について。 

 以下、４点でございます。 

 ②遠軽町について。 

 黒ポチ二つ目、発達支援事業に関する調査概要。 

 段落二つ目を御覧ください。 

 地域における障害児の発達支援体制を整備するた

め、関係機関の密接な連携確保を目的に、児童相談

所所長、遠軽厚生病院小児科診療部長、紋別保健所

所長などで構成された遠軽地域発達支援推進協議会

を設置している。 

 ③美幌町について。 

 黒ポチ二つ目、発達支援事業に関する調査概要を

御覧ください。 

 美幌療育病院から、作業療法士、言語聴覚士の派

遣による通所児への療育、職員への療育指導、親講

座などを実施している。 

 また、旭川子ども総合療育センターからは、作業

療法士、言語聴覚士を、釧路鶴野支援学校からは、

難聴児支援の教諭を、帯広盲学校からは、支援コー

ディネーターをそれぞれ招聘し、直接支援、保護者

支援、職員研修会などを実施している。 

 ４ページを御覧ください。 

 また、職員の専門性向上のために、長崎大学のｅ

ラーニングを導入することで、学びを補償し、同一

研修の受講による意思統一の形成を図っている。 

 ④士別市について。 

 黒ポチ二つ目、発達支援事業に関する調査概要を

御覧ください。 

 視察した施設、ほくと子どもセンターつなぐは、

児童館に加え、放課後等デイサービス、児童相談支

援センターを複合した施設として、平成３１年４月

に開設した。 

 また、士別市こども通園センターのぞみ園との連

携により、健常児と障害児の共生を目指した様々な

取組を行っている。 

 ⑤まとめ。 

 各視察先では、発達支援のニーズの高まりと、支

援の多様化に対しての取組、その効果を余すことな

く我々に披瀝してくれた。 

 その中で、特に共通して感じたのは、誰一人取り

残さないという熱意である。どの現場も活気があ

り、来訪者である我々の前でも忖度なく、活発な会

話が交わされ、チームワークのよさが見受けられ

た。 

 また、たとえ勤続年数が短くても、専門性の高い

職員の発言に対して、全てのスタッフが敬意を持っ

て耳を傾け、その職員の要望する資質向上への取組

や、遊具、施設等の整備を何とか具現化しようとす

る意気込みが伝わる場面もあった。 

 その点、我が町の子どもセンターも、訪問するた

びに雰囲気のよさを感じる。発達支援事業に対する

近隣自治体の評価が高く、利用者の満足度が高いの

も、ひとえに町職員や療育指導員、発達支援専門員

など、関係者の努力のたまものであることを改めて

実感したところである。 

 もちろん、熱意だけで様々な課題を乗り越えられ

るほど現実は甘くはない。担当者がかわっても、提

供するサービスが堅持されるよう、組織的、体系的

な整備も必要不可欠である。 

 生活環境や育児環境の急速な変化に伴い、今後、

子どもの発達にさらなる変化が生じる可能性は高

く、引き続き利用者に十分な安心と満足を与えるた

めには、現場のスタッフのみにその責務を負わせる

ことのないよう、まずは我々議会が、そして全ての

町民が、町の宝である子どもたちの発達の差異に理

解を深めることが肝要である。 

 今や我々の周囲には、個性豊かな発達特性を持っ

た子どもたちが多く存在している。しかし、今な

お、本人や家族は少数派として、多数派である定型

発達者には分からない苦労や困難を感じている。一

方、定型発達者には思いもつかないようなアイデ

ア、独自のやり方で社会に貢献し、世の中を彩って
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いる存在でもある。 

 このたびの視察を通じて、新しい子どもセンター

が、発達の多様性を尊重し、お互いに支え合い、学

び合う、地域社会を創造する拠点として、その機能

を十分に発揮できるよう、我々もともに学び、しっ

かりと寄り添う決意を新たにしたことを申し添え

る。 

 以上、報告第３号議員派遣結果報告といたしま

す。 

○議長（村上和子君） ただいまの報告に対し、御

質疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって、

報告第３号議員派遣結果報告についてを終わりま

す。 

────────────────── 

◎日程第８ 報告第４号 

○議長（村上和子君） 日程第８ 報告第４号専決

処分の報告について（和解及び損害賠償の額を定め

ることについて）、報告を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（菊地 敏君） ただいま上程いた

だきました、報告第４号専決処分の報告について

（和解及び損害賠償の額を定めることについて）、

御説明申し上げます。 

 本件の発生状況につきましては、令和４年６月３

０日、午後５時頃、上富良野町錦町３丁目２番３６

号におきまして、アパートの駐車場に車を駐車する

際に、右フロントタイヤが、破損した汚水マスから

突出した鉄筋にタイヤの側面が刺さり、パンクした

ものであります。なお、運転手にけがはありません

でした。 

 当方の過失割合を１０割、賠償金額１万２,７６

０円を支払うことで、７月１３日に示談が成立した

ことから、専決処分を行ったところであります。 

 破損した汚水マスにつきましては、早急に補修し

たところであり、今後は、下水道施設の確認を心が

け、再発防止に努めてまいります。 

 このたびの破損事故が発生したことにつきまし

て、深くお詫び申し上げます。 

 それでは、以下、議案を朗読し、御説明申し上げ

ます。 

 報告第４号専決処分の報告について。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、議会

において指定されている事項について、次のとおり

専決処分したので、同条第２項の規定により報告す

る。 

 記。 

 処分事項、和解及び損害賠償の額を定めることに

ついて。 

 次ページをおめくりください。 

 専決処分書。 

 和解及び損害賠償の額を定めることについて、地

方自治法第１８０条第１項の規定により、次のとお

り専決処分する。 

 令和４年７月１３日。 

 上富良野町長、斉藤繁。 

 以下、１、和解の相手方及び２、和解の内容につ

いては、記載のとおりでございます。 

 以上で、報告第４号専決処分の報告についての説

明といたします。 

 御了承いただきますようお願い申し上げます。 

○議長（村上和子君） これより、報告第４号につ

いて、御質疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって報

告第４号専決処分の報告について（和解及び損害賠

償の額を定めることについて）の報告を終わりま

す。 

────────────────── 

◎日程第９ 報告第５号 

○議長（村上和子君） 日程第９ 報告第５号令和

３年度上富良野町教育委員会点検・評価の報告につ

いて、報告を求めます。 

 教育振興課長。 

○教育振興課長（谷口裕二君） ただいま上程いた

だきました報告第５号令和３年度上富良野町教育委

員会点検・評価の報告についての説明を申し上げま

す。 

 まず先に、提出しました報告書の一部に修正があ

り、本日、差し替えとなりましたことにお詫び申し

上げます。今後、このようなことがないよう、事務

執行に慎重を期してまいりますので、御理解をお願

い申し上げます。 

 本報告書は、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第２６条の規定により、教育委員会は毎年、

その権限に属する事務の点検及び評価を行い、報告

書を作成の上、議会に提出し、町民に公表するもの

であります。 

 この点検・評価の作成に当たりましては、教育に

関し、学識経験を有する教育行政評価委員３名の御

意見をお聞きし、報告書にまとめております。 

 点検・評価報告書の１ページを御覧ください。 

 点検・評価の目的及び内容、議会、町民への公

表、評価の手法を記載してあります。 

 ２ページをお開き願います。 

 ２ページには、評価結果について記載しており、

令和３年度の評価対象事業は４２事業となっていま
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したが、そのうち２件については、新型コロナウイ

ルス感染予防対策上から、事業を実施することがで

きませんでした。したがいまして、４０件の評価を

行ったところです。 

 第３表の総合評価ですが、４０件の事業中、Ａラ

ンク評価が２４件、Ｂランク評価が１６件となり、

Ｃ及びＤの評価はありませんでした。 

 ３ページを御覧ください。 

 教育委員会の活動の点検・評価としまして、教育

委員会会議に関すること。 

 ８ページに、学校訪問、研修会、各種行事等に関

すること。 

 １０ページに、総合教育会議に関することを記載

しています。 

 次に、１１ページを御覧ください。 

 学校教育班関係を一覧で記載しています。 

 １０項目、１７細項目にわたります。 

 １２ページから２８ページまでは、各事業をそれ

ぞれ評価した内容を記載していますので、御高覧願

います。 

 次に、２９ページを御覧願います。 

 社会教育班関係を一覧で記載しています。 

 ９項目、２５細項目にわたりますが、このうち、

細項目の青少年海外派遣人材育成事業、青少年国内

交流事業の２事業につきましては、事業を実施する

ことができませんでしたので、これらを除いた２３

の細項目事業を評価しています。 

 ３０ページから５４ページまでは、各事業をそれ

ぞれ評価した内容を記載していますので、御高覧願

います。 

 次に、５５ページを御覧ください。 

 教育行政評価委員会の開催と、その意見を掲載し

ています。 

 ５８ページ以降は、参考資料を掲載しているとこ

ろであります。 

 以上で、報告第５号令和３年度上富良野町教育委

員会点検・評価報告についての説明といたします。 

○議長（村上和子君） ただいまの報告に対し、御

質疑があれば賜ります。 

 ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） １点、確認したいことがあ

ります。 

 今、正誤表の中で、家庭教育向上力対策の中で、

必要性のところについてちょっとお伺いしたい、理

解できないところがあるのですが、親に対しても、

学習の機会及び情報の提供を行い、家庭教育の自主

性を尊重し、自らの役割と責任を果たす親の自覚を

促すことが必要であるというふうに書かれておりま

すが、これでいきますと、親の自己責任で、子ども

の教育というのは、成長、伸びたりするというふう

に、一方で見られかねないような表記になっている

かというふうに思いますが、この点については、誤

解を与えるような表記になっているのではないかと

いうふうに考えますが、この点、どのようにお考え

か、お伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（谷口裕二君） ７番米沢議員の御

質問にお答え申し上げます。 

 議員、御質問のありました、点検・評価報告書の

中の、ページ数については３０ページの、家庭教育

力の向上対策という部分の中の必要性についての御

質問でございますが、こちらにつきましては、それ

ぞれ家庭教育の自主性を尊重しつつ、それぞれの役

割と責任を果たす親の自覚を促すということで表記

はしてございますが、決して親の自己責任というよ

うな部分を求めているものではございません。それ

ぞれ家庭教育の自主性ということでございますの

で、それぞれの親御さんたちの活動をそれぞれ支援

していくような部分で、こちらの事業としては考え

てございますので、議員がおっしゃるような部分

の、そういった家庭の親御さんのほうに何かを押し

つけるような意味合いを持つものではございません

ので、御理解を賜りたいと思います。 

○議長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほか、ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって、

報告第４号令和３年度上富良野町教育委員会点検・

評価の報告についてを終わります。 

────────────────── 

◎日程第１０ 報告第６号 

○議長（村上和子君） 日程第１０ 報告第６号令

和４年度(令和３年度決算)健全化判断比率及び資金

不足比率の報告について、報告を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（北川徳幸君） ただいま上程いただき

ました報告第６号令和４年度（令和３年度決算）健

全化判断比率及び資金不足比率の報告について、地

方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１

項及び第２２条第１項の規定に基づき、監査委員の

意見をつけて御報告申し上げます。 

 令和３年度決算における実質赤字比率及び連結実

質赤字比率については生じておりません。実質公債

費比率は７.２％、将来負担比率は１８.５％となっ

ております。 

 次に、公営事業ごとの資金不足比率は、簡易水道

事業、公共下水道事業、水道事業及び病院事業のい

ずれも資金不足は生じておりません。 
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 各比率につきましては、いずれも早期健全化基準

を下回っておりますので、健全段階に位置づけられ

ているところであります。 

 以上で、報告第６号令和４年度（令和３年度決

算）健全化判断比率及び資金不足比率の報告といた

します。 

○議長（村上和子君） ただいまの報告に対し、御

質疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 御質疑がなければ、これを

もって、報告第６号令和４年度（令和３年度決算）

健全化判断比率及び資金不足比率の報告についてを

終わります。 

 ここで、暫時休憩とさせていただきます。 

 再開は、１０時１５分でございます。よろしくお

願いいたします。 

─────────────── 

午前 ９時５５分 休憩 

午前１０時１５分 再開 

─────────────── 

○議長（村上和子君） 休憩前に引き続き、会議を

再開いたします。 

────────────────── 

◎日程第１１ 町の一般行政について質問 

○議長（村上和子君） 日程第１１ 町の一般行政

について質問を行います。 

 質問の通告がありますので、順次、発言を許しま

す。 

 初めに、１番元井晴奈君。 

○１番（元井晴奈君） さわやかな秋風を感じる頃

となり、今年は実り多い秋を迎えられることと思い

ます。 

 コロナ感染症はいまだ収束が見えない中にありま

すが、感染症対策をして、若さで元気に一般質問

トップバッターを務めさせていただきます。 

 さきに通告してあります、『泥流地帯』映画化及

び関連事業の進捗状況と今後について、町長にお考

えをお伺いさせていただきます。 

 三浦綾子さんの名作、小説『泥流地帯』の映画化

に向け、『泥流地帯』映画化を進める会と連携し、

進めていることと思いますが、コロナ禍で映画化が

なかなか進んでいない状況にあるように思います。 

 『泥流地帯』映画化事業及びＪＲ上富良野駅舎ロ

ケ活用整備事業などの関連事業も含めた進捗状況、

また、今後の映画化への町長の考えをお伺いしま

す。 

 １、『泥流地帯』映画化については、コロナの影

響でスケジュールがずるずる延びていましたが、今

年こそは夏に制作発表予定となっており、楽しみに

していた町民も多くいました。 

 夏は終わってしまいましたが、『泥流地帯』映画

化の進捗状況は、現在、どのようになっているので

しょうか。 

 また、その遅延の主な要因は何なのか、お伺いい

たします。 

 ２、『泥流地帯』の映画化は、町民有志の組織、

『泥流地帯』映画化を進める会と、ロケサポートか

みふらの、町が連携し、映画化を進めていくと、町

長は今年度の執行方針でも述べておられました。 

 町と、映画化を進める会と、協定を結んでいる民

間映画制作会社Ｚｉｐａｎｇなど、複数の団体が映

画制作に関わっていると思いますが、スケジュール

の管理など、決定に関わるイニシアティブ、主導権

はどこが持っているのか、お伺いいたします。 

 ３、映画制作のために、映画会社Ｚｉｐａｎｇの

社員を、地域活性化起業人として採用しています。

映画化を進めるに当たっては、この起業人がキー

パーソンになると思いますが、起業人を通じた情報

収集、町への報告などは適切になされているのか、

お伺いいたします。 

 ４、『泥流地帯』の映画化に関連して、『泥流地

帯』映画化を進める会の負担金のみならず、ロケサ

ポートかみふらの、起業人の雇用など、関連事業に

も多額の費用がかかっています。 

 今年度は、関連事業として、ＪＲ上富良野駅舎ロ

ケ活用整備事業に２,０００万円の予算がついてい

ます。この予算に関しては、３月の定例会、予算特

別委員会でも非常にもめたところで、異例ではあり

ますが、議会として、『泥流地帯』映画化事業の執

行に当たって、附帯決議をしたものであります。 

 コロナ禍において、スケジュールの遅延が明確で

あるならば、事業全体の抜本的な見直しが必要では

ないかと思います。町長のお考えをお伺いいたしま

す。 

 ５、今後の見通しも不透明な中、町では、子ども

センター建設と町立病院建設、立て続けに大きな事

業も予定されています。 

 その中で、この先も毎年毎年、先延ばしされる可

能性のある映画制作に、このまま人的資源、費用な

どを投資したとしても、明確で町民が理解しやすい

計画案を示すことができなければ、盛り上がるどこ

ろか、いずれ埋没し、ロケ地観光など、費用対効果

は望めないと考えます。コロナが遅延の主な理由で

あるならば、情勢が落ちつきを見せるまで事業を凍

結する選択肢はないのか、町長の考えをお伺いいた

します。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番元井議員の、『泥流地
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帯』映画化及び関連事業の進捗状況と今後に関する

５点の御質問にお答えさせていただきます。 

 まず１点目の、現在の進捗状況についてでありま

すが、６月の定例会におきまして、今夏には、株式

会社Ｚｉｐａｎｇが映画制作に着手し、報道発表が

できる見込みがあると答弁させていただきました

が、いまだに映画制作は進んでいない状況にありま

す。 

 また、映画制作の遅れた理由としましては、株式

会社Ｚｉｐａｎｇより、先行制作作品が、コロナウ

イルス感染対策による行動制限により、四つの県を

またがってのロケ撮影が進まなかったことに加え、

資金調達が芳しくなかったことにより、映画制作、

制作体制の座組の確立に至らなかった旨、報告を受

けております。 

 次に、２点目の、映画制作に関わるイニシアティ

ブの御質問ですが、映画の制作に関わるスケジュー

ルや決定権は制作会社にあり、町と制作会社は、映

画制作に向けて相互で努力していくこととしており

ます。 

 映画を進める会につきましては、町と協力して、

町内での機運醸成や、映画撮影時におけるロケ地選

定、上富良野町の歴史検証を含めたロケ支援を行う

ことで、『泥流地帯』映画化の実現に向けて支援を

いただいているところです。 

 次に、３点目の、地域活性化起業人についての御

質問ですが、町と株式会社Ｚｉｐａｎｇ、同社社員

の三者協定を締結し、『泥流地帯』の映画化と、映

像を用いた地域活性化を図っているところでありま

すが、派遣を受けていた地域活性化起業人が、病気

加療のため、同社役員を退任したことから、後任の

地域活性化起業人を選定し、派遣を受ける予定であ

りましたが、さきにお答えしました、映画制作に進

捗がありませんことから、現状においては、後任を

選定せず、Ｚｉｐａｎｇ社代表取締役をはじめ、役

員と直接連絡をとりあっているところであり、町と

しましては、適切に報告を受け、情報共有ができて

いるものと考えております。 

 次に、４点目の、映画制作事業の見直しについて

の御質問ですが、株式会社Ｚｉｐａｎｇとの協定の

見直しや、体制整備へ大きく舵を切り替えるなども

視野に入れ、『泥流地帯』映画化の実現に向けて取

り組んでまいります。 

 次に、５点目の、映画制作事業の凍結の考えはな

いかという御質問ですが、遅延の理由は、１点目で

お答えしたとおりであり、現在は、制作会社におい

て、制作委員会の立ち上げを含め、制作の座組を確

立するよう進めているところでありますが、今後

は、映画制作会社との協定の見直しなどを行いなが

ら、『泥流地帯』映画化に向けた体制整備を進めて

いく所存であることから、事業の凍結は現在のとこ

ろ考えておりませんので、御理解賜りたいと存じま

す。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 １番元井晴奈君。 

○１番（元井晴奈君） まず、私だけかもしれませ

んが、全体的にアバウトな御答弁で、ちょっと全然

理解できなかったので、再質問させていただきま

す。 

 １点目の進捗状況についてですが、いまだ映画制

作は進んでいないということは分かりましたが、ま

ず、私がお聞きしたいのは、今の御答弁にもありま

したが、６月の定例会で、この夏に制作発表、報道

発表を行うと言ってから、７月、８月、この２か月

でなぜ進まなかったのか、制作発表できなかったの

か、その理由をもう一度お伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長。 

○町長（斉藤 繁君） １番元井議員の御質問にお

答えいたします。 

 進まなかった理由は、コロナの影響を受けた先行

作品のロケが進まなかったことに加え、資金調達が

芳しくなかったことであります。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 １番元井晴奈君。 

○１番（元井晴奈君） そのＺｉｐａｎｇの先行制

作作品が、今あった、コロナの行動制限により、四

つの県をまたいで云々、ロケ撮影が進まなかった

と、今、お答えありましたけれども、その先行作品

というのは、今年の４月には完成して、公開されて

いましたよね。それは６月の定例会の総務産建の資

料５にも記載されています。そのことと、映画の

『泥流地帯』の今回の制作発表が遅れたことと、ど

ういう関係があるのか、ちょっとさっぱり理解でき

ないので、もう一度説明願います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番元井議員の御質問にお

答えいたします。 

 先行作品の遅れ、スケジュールの遅れによるもの

と、もう１点が、資金の調達が芳しくなかったこと

です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 １番元井晴奈君。 

○１番（元井晴奈君） だから、その先行作品はも

う完成している後に、スケジュールの遅れというの

がどういうことなのか、ちょっと説明願います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番元井議員の御質問にお
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答えいたします。 

 答弁させていただきましたが、先行作品のスケ

ジュールが遅れたということです。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 １番元井晴奈君。 

○１番（元井晴奈君） さっぱり分からないです。

先行作品はもう完成して、４月の段階にはもうでき

て、公開もされているのです。その後に遅れるとい

うことが全然理解できないのですけれども、御答弁

願います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番元井議員の御質問にお

答えいたします。 

 この４月にはできていますが、当初の予定より大

幅に先行作品が遅れたということです。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 １番元井晴奈君。 

○１番（元井晴奈君） もうこのあたりは全然

ちょっと理解できないのですけれども、ちょっと次

に進みます。 

 今年の４月、５月、６月というのは、コロナは落

ちついていたと思いますし、海外渡航は別として、

全国的にコロナの行動制限はなかったように記憶し

ていますが、その遅れた理由、遅延の理由は、やっ

ぱりコロナの影響も考えられるのですか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番元井議員の御質問にお

答えいたします。 

 ４月、５月は、今、元井議員が言ったとおり、落

ちついていたのかどうかは別として、先ほどの答え

とちょっとかぶりますが、先行作品が遅れていたこ

とで、当然、今年の４月に先行作品はできたのです

けれども、それが当初の予定よりかなり遅れたもの

ですから、当然、その前から『泥流地帯』に関して

は、座組等含めて、綿密にやっていくのですが、先

行作品が遅れたことによって、『泥流地帯』の制作

に関する座組なども全て遅れてきたので、結局、４

月、５月の２か月が、たとえコロナが落ちついてい

ても、何をやるか、ロケとか、その前段の座組等も

全然遅れて、決まっていなかったので、４月、５月

の落ちついた時点ではどうもならなかったというこ

と、遅延の原因は根本的には解消していないという

ことです。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 １番元井晴奈君。 

○１番（元井晴奈君） ということは、６月の定例

会のときに、夏に報道発表、制作発表を行うと言っ

ている、その時点で、もう遅れることは分かってい

たのですか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番元井議員の御質問にお

答えいたします。 

 夏に向けては、報道発表ですから、制作発表です

ので、それまでに座組を整えて、座組とか、スケ

ジュールは別として、制作の、映画をつくる座組な

どを含めて、大まかなスケジュールなどはそのとき

に発表する予定と聞いておりました。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 １番元井晴奈君。 

○１番（元井晴奈君） もうさっぱり分かりませ

ん。この２か月で、なぜ遅れたのかという理由を聞

いているのに、前々からコロナの影響で、前の先行

作品がずっと遅れていましたからみたいな答えだ

と、全然理解できないのですけれども、そのあた

り、どうなのですか。もう６月の段階では、もう遅

れるのは分かっていたのですか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番元井議員の御質問にお

答えいたします。 

 ６月の時点では、当然、予定より遅れていました

し、ただ、８月に制作発表できるというのは、プレ

リリースといいますか、制作発表しますよというこ

とで、発表するということで、詳しく詳細は発表す

るわけではない、何といいますか、プレリリース、

映画化というのを発表するということを聞いており

ましたので、それまでに、６月から８月までの２か

月間で、資金調達を含め、座組を整えて、報道発表

できるというふうにＺｉｐａｎｇのほうから伺って

おりました。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 １番元井晴奈君。 

○１番（元井晴奈君） ちょっと私、映画制作とい

うのを、ずぶの素人で、ちょっと分からないのです

けれども、先ほどから座組、座組とありましたけれ

ども、映画制作の体制の座組というものは、そもそ

もこの段階でやるものなのか、もっと早い段階で座

組とかはやるものではないのかなと思うのですけれ

ども、その座組すらできていない状況で、ロケなど

は全く入れない状態ではないかと思うのですけれど

も、ちょっと今、進捗状況として、Ｚｉｐａｎｇの

映画制作は、今、ストップしていると理解してよろ

しいのですか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番元井議員の御質問にお
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答えいたします。 

 ロケだけが映画制作ではありません。それまでの

間の前段の準備段階も含めて映画制作ですので、映

画を撮影するまでの準備は、今、進めているといい

ますか、実際は進んでいませんが、話をいろいろ調

整はしている段階です。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 １番元井晴奈君。 

○１番（元井晴奈君） 実際は進んでいませんが、

進んでいるというのがちょっと分からないのですけ

れども、制作、進んでいるのですか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番元井議員の御質問にお

答えいたします。 

 実際に具体的な成果は出ていないのですが、先ほ

どから言っている座組等含めて、誰がどういうふう

に、脚本は誰なのだとか、そういうのを含めて、当

たっているといいますか、調整、座組ができるよう

に努力しているという段階です。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） １番元井晴奈君。 

○１番（元井晴奈君） 次、遅れた理由でもう１

点、資金調達が芳しくなかったと御答弁ありました

けれども、先日の北海道新聞にも出ていましたが、

企業版ふるさと納税などで約４,５００万円、寄附

が集まっているとありました。この資金調達の目標

額は幾らだったのでしょうか。共同制作の町は御存

じだったのか、青天井だったのか、御答弁願いま

す。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番元井議員の御質問にお

答えいたします。 

 資金調達が芳しくなかったと、ここでいう資金調

達は、制作側の資金調達です。うちのほうは、当初

といいますか、上富良野でロケする場合の、地元で

使うお弁当代とか宿泊代は、企業版ふるさと納税で

寄附を募って、それであてがいますよというふう

に、それ以外のキャスティングとかは、全部制作会

社が資金調達するような仕組みになっておりました

ので、そちらのほうの資金調達が芳しくなかったと

いうことです。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 １番元井晴奈君。 

○１番（元井晴奈君） その制作側の資金、幾ら集

まれば映画ができるという話だったのですか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番元井議員の御質問にお

答えいたします。 

 具体的な金額は決まっていませんが、映画のクオ

リティ、劇場公開が基本ですので、２億円を下らな

い範囲でということで話は出ていました。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 １番元井晴奈君。 

○１番（元井晴奈君） 幾ら集まればできるとかと

いうのも全く分からないで寄附を集めているという

ことですよね。それはやるやる詐欺ではないです

か。待てども待てども一向に映画は進まなくて、役

場の職員方が着ている『泥流地帯』の服も、もう何

年着ているのですか。もうぼろぼろになるのではな

いですか。すみません。 

 映画制作会社のＺｉｐａｎｇから、映画制作が進

んでいない状況にあるという報告、受けていますと

おっしゃいましたけれども、町長は、進んでいませ

ん、制作発表できませんという、そういう報告を受

けて、終わりですか。町として、何かアクションを

起こしたりもしていないのでしょうか。町の対応を

お伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番元井議員の御質問にお

答えいたします。 

 町としての対応は、８月までといいますか、夏、

７月、８月までに制作発表をするということでＺｉ

ｐａｎｇから聞いておりました。それが結果的にで

きなかったものですから、町としては、根本的に最

初の条件といいますか、協定、それを見直さないと

だめだなということで、協定の見直し、もちろん今

はＺｉｐａｎｇと協定を結んでいますが、それら

を、Ｚｉｐａｎｇ以外のところと、次、相手を探す

といいますか、できるところと、Ｚｉｐａｎｇがま

たできるというかもしれません、Ｚｉｐａｎｇを排

除するわけではありませんが、次は映画をできると

ころと協定を結ぶ、協定の見直しを進めて、できる

ところと協定を結ぶというふうに、大きく方針を転

換していきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 １番元井晴奈君。 

○１番（元井晴奈君） ２点目のイニシアティブの

ところにも関わるのですけれども、イニシアティ

ブ、決定権が制作会社にあるということは分かりま

した。その制作会社がずるずる、資金でもスケ

ジュールでも先延ばしにされても、町には主導権、

決定権がない、言いなりなのですかね。そういう協

定を結んでいる状態なのでしょうか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 
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○町長（斉藤 繁君） １番元井議員の御質問にお

答えいたします。 

 町は映画化に向けて協力するということで、あく

までも映画制作のノウハウは当然ありませんです

し、映画制作は、制作会社が全てとは言いません

が、映画をつくるイニシアティブは制作会社が持つ

と。スケジュールなどにしてもそうです。町として

は、地元でロケ、どこがいいかとか、宿泊先とか、

あとは、書いてあります地代交渉なども含めて応援

するよという協定になっておりますので、いつ映画

になるかというのは、本当になかなか難しい話で

す。本当にコロナだけでなく、映画は興行として上

映して、向こうも、映画制作会社も、当然、赤字覚

悟でやるわけにはいきませんので、やはりそれなり

の見通しを持って映画制作していきますので、その

辺の折り合いがなるべく早くつくように、我々も協

力していきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 １番元井晴奈君。 

○１番（元井晴奈君） 企業版ふるさと納税にして

も何にしても、上富良野町という名前を使って映画

制作の寄附を集めているのですね。これ、もっと町

が主導権を持って進めていかないと、進まないと思

います。町が制作しろと言っているわけではないで

す。ただ、スケジュールなり、何か出たときに、こ

のスケジュールではちょっと遅すぎるとかという、

そういった主導権というか、ところを言っているわ

けで、先ほどからの御答弁で、もう進んでいない、

映画制作会社もですけれども、制作発表できない、

はい、そうですか、みたいな、町の対応にも私は遺

憾に思います。このあたり、今後、改善していく考

えはあるのか、御答弁願います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番元井議員の御質問にお

答えいたします。 

 イニシアティブというのは、狭い意味では、映画

制作に関わることについては、先ほど申したとお

り、映画制作会社が持っていると述べさせてもらい

ましたが、会社を選ぶ、どこでやってもらうかとい

うイニシアティブは、やはりそこは町がある程度

持っていると思いますので、今後におきましては、

協定を結ぶ相手先として、やはり一番いい条件、確

実にいい映画ができるような会社と協定を結んで、

映画制作に進んでいきたいというふうに思っており

ます。 

 あと、資金調達について、芳しくないということ

でしたので、この辺の、今までは町が負担する分と

いいますのは、ロケしたときの町の宿泊とか、撮影

のお弁当代ということに限って、町は支援するよと

いうことになっておりまして、それ以外の制作費に

ついては一切、制作会社ということになっておりま

したが、その辺の見直しも含めて、できる限り早く

映画ができるように努めていきたいと。元井議員

おっしゃるとおり、多くの町民の皆様に、この数年

間、コロナ禍とはいえ、待ってもらいました。議員

の皆様にも、この３月の定例会で大議論させていた

だきました。ただ、やはり重要な、『泥流地帯』と

いうのは、上富良野をテーマとした三浦綾子先生の

代表作、上富良野を舞台とした代表作ですので、ぜ

ひこれは町としても映画化にこぎつけたいという思

いは私も持っておりますので、今後、そこら辺の条

件を大胆に変えて、よりよい会社と協定を結んで、

早く映画化が実現できるように努めてまいりたい

と、このように思っております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 １番元井晴奈君。 

○１番（元井晴奈君） もう１点、町民有志の映画

を進める会と、町と協力して、機運醸成されている

ということなのですけれども、会の負担金として、

町が活動費といいますか、予算づけています。その

活動のあり方について、何をもって機運醸成なの

か、ちょっと疑問だらけなのですけれども、今年の

３月から５月には見つけて、『泥流地帯』という豚

サガリ等の特産品が当選で当たる、ＳＮＳを使った

機運醸成キャンペーンをやっていましたけれども、

そのＳＮＳというのは、有名であったら何万リツ

イートとか、そういった件数のものですが、この

キャンペーンの投稿件数、何件ですかね。数十件

あったのですかね。 

 それと、先日、９月７日に、『泥流地帯』の読書

会がロケサポートのほうで行われたとお聞きしまし

た。町民参加者、ゼロだったと聞きました。この機

運醸成の方法も、映画を進める会との進め方も見直

して考えないと、負担金を出しているのであれば、

このあたりも町がしっかりイニシアティブをとっ

て、機運醸成のやり方、その効果を検証して、改善

していかなければならないと思いますが、そのあた

りのお考え、お伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番元井議員の御質問にお

答えいたします。 

 機運醸成ですが、元井議員おっしゃるとおり、町

民を巻き込んで、機運が盛り上がっていくというの

は、特に皆さん、目にすると思います、『泥流地

帯』の映画化の旗などもそうなのですが、映画の制

作決定が決まれば、もっと盛り上がるのかなとは
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思っていましたが、なかなか制作決定がされない段

階で、なかなかやっていくのも難しいものがあった

のかもしれませんが、今後におきましては、議員

おっしゃるとおり、いろいろ工夫しながら、町民の

映画化に向けた機運醸成は十分に図ってまいりたい

なというふうに、工夫を凝らしてやっていきたい

と、このように思っております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 １番元井晴奈君。 

○１番（元井晴奈君） 次に、３点目の、新聞報道

にもありました起業人について、後任が決まってい

ない、今、いないというのは分かりましたが、起業

人不在の今の状況というか、次の人が決まる見込み

とかあるのか、年度内はもうないのか、お伺いいた

します。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番元井議員の御質問にお

答えいたします。 

 後任については、後任を選定せずに、Ｚｉｐａｎ

ｇの代表取締役をはじめ、役員と直接連絡を取り

合ってやっていきます、年内は。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 １番元井晴奈君。 

○１番（元井晴奈君） 年度内は、起業人、いない

ということでよろしいですか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番元井議員の御質問にお

答えいたします。 

 そのとおり、年度内については、起業人はおりま

せん。いない予定です。 

○議長（村上和子君） １番元井晴奈君。 

○１番（元井晴奈君） この地域活性化起業人とい

うのは、国の総務省が支援する制度で、その経費、

５６０万円が特別交付税措置になるものなのですけ

れども、途中で退社とか、そういった不在とかに

なったときの費用のあたりは、国の交付とかはどの

ようになるのか、大丈夫なのか、そのあたり、お伺

いいたします。 

○議長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） １番元井議員

の、ただいまの起業人活性化の関係でございます

が、Ｚｉｐａｎｇからの派遣が来ていませんので、

総務省のほうには報告はしておりません。 

 支出もしておりません。Ｚｉｐａｎｇに対する起

業人は来ていませんので、支出はしていない状況に

なります。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） １番元井晴奈君。 

○１番（元井晴奈君） では、３月に予算、５６０

万円、この方についているやつは、執行していない

ということでしょうか。 

○議長（村上和子君） 企画商工観光課長、答弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） １番元井議員

の御質問ですが、現在、２人分、予定しておりまし

た。１名がＺｉｐａｎｇと、１名がニップスの田中

さんという方が来られているのですけれども、Ｚｉ

ｐａｎｇからの起業人については、４月からの支出

はしていないという状況になってございます。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 １番元井晴奈君。 

○１番（元井晴奈君） 次、４点目、事業の見直し

について、大きく舵を切り替えることも視野に入れ

てという御答弁いただきましたけれども、４点目

に、ＪＲ上富良野駅舎整備事業についてお伺いした

いのですけれども、今年度、２,０００万円の予算

がついていますが、このＪＲ上富良野駅舎の整備事

業の進捗状況というのは、現在、どのようになって

いるのでしょうか、お伺いします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番元井議員の御質問にお

答えいたします。 

 ＪＲの駅の改築、改装については、予算のときに

もたしか御説明したと思うのですが、映画の撮影が

決定しないと、それより先に駅をリフォームといい

ますか、直すことはないということで、今のところ

映画の制作発表はされていませんので、進捗状況と

いいますか、予算はとっていただきましたが、進捗

状況はないというふうな状況にあります。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） １番元井晴奈君。 

○１番（元井晴奈君） 今年度はやらない、できな

いということでよろしいのでしょうか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番元井議員の御質問にお

答えいたします。 

 制作発表が決まらないと、これはやりませんの

で、今時期ですと、残りはもう半年なので、最短で

決まったとしても、ＪＲ駅の改装は難しいのかなと

いうふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） １番元井晴奈君。 

○１番（元井晴奈君） ちなみに、この２,０００

万円の内訳で、映画制作の方による検証、デザイン

に５００万円、その次、設計に２００万円、そして

施工に１,３００万円でしたけれども、それは全く
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デザインとかも何も全く進んでいないということで

しょうか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番元井議員の御質問にお

答えいたします。 

 はい、進んでいないというより、進めていないと

言ったほうが適切かもしれませんが、制作発表がま

ずは第一だと、このように。 

○議長（村上和子君） １番元井晴奈君。 

○１番（元井晴奈君） このＪＲ上富良野駅舎整備

事業の２,０００万円、３月に認めるときに、予算

特別委員会で、議員みんなですごいもめたところな

のですよ。その予算特別委員会で、米沢議員が、映

画化がなかなか見えない、進まない中で、ＪＲ駅舎

整備もやらないという形になるのかという御質問を

しています。そして、地域活性化担当主幹の方が、

映画の進捗そのものと完全にリンクするものではな

く、仮に映画制作がずれ込んだとしても、ＪＲと協

議の中で、この整備事業は進んでいく予定ですと答

弁いただいているのですよ。映画制作が遅れると、

ＪＲ駅舎の整備は関係ないという説明だったのです

よ。全く整合性がとれませんけれども、説明願いま

す。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番元井議員の御質問にお

答えいたします。 

 予算特別委員会では、私が言ったのは、制作発表

がない限りは、駅舎の改築、改装はないというふう

に明言したと思っております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） １番元井晴奈君。 

○１番（元井晴奈君） これも会議録を見ていただ

ければはっきり分かることなのですけれども、我々

は、完全にリンクすることなく、映画が遅れてもや

りますよという説明を受けたのです。それで認めた

のですけれども、そのあたり、間違いだったという

ことですか。 

○議長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） １番元井議員

の御質問にお答えいたします。 

 当初、予算特別委員会のときに、主幹のほうか

ら、リンクするものではない予定ですというふうに

お答えしたのかなというふうに思っております。そ

の後、駅舎の改修についてはいろいろ議論をなされ

まして、その後、町のほうとしましては、映画の制

作が始まらない限り、このＪＲの整備のほうはやら

ないというか、計画しないということでお答えして

いたのかなというふうに考えております。現在は、

ＪＲのほうとは、粗々の協議はしていますけれど

も、実際に映画の制作は始まっておりませんので、

この駅舎の改修については、現在、進捗はしていな

いというような状況になっているところでございま

す。当初、予算特別委員会のほうでお話しした、予

定ということでお話しして、その後、議論されたと

きに、映画の制作が始まらないとスタートしないと

いうことで、町のほうとして答弁したのかなという

ふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 １番元井晴奈君。 

○１番（元井晴奈君） 全く整合性がとれていなく

て、非常に残念に思うのですけれども、本題のほう

に戻りますけれども、事業の見直しの点、大きく舵

を切り替えるというのは、具体的にどういうことな

のでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番元井議員の御質問にお

答えいたします。 

 先ほどもちょっと触れましたが、大きく舵を切る

というのは、まず、協定の見直しです。Ｚｉｐａｎ

ｇと今まで結んでいる協定を、相手方を選び直すと

いいますか、Ｚｉｐａｎｇは、先ほど言ったよう

に、排除するわけではありませんが、それ以外の選

択肢もいっぱいあるので、その中で、映画をつくれ

るところと協定を結ぶということと、先ほど、もう

１点は、企業版ふるさと納税の使い方といいます

か、今まではロケの上富良野での宿泊代とか飲食

は、ふるさと納税で寄附をいただいて、それを原資

に賄いますよというふうに、それ以外は制作会社が

資金調達してくださいよという内容でしたが、それ

では、今までのやり方でできなかったということ

で、これらのやり方も、大きく方針を、方向を転換

しなければならないと考えておりますので、ふるさ

と納税を、たしか数千万円は町で集めて、地元に使

う分に充てますよという条件をつけていたのです

が、その条件をなくして、我々も制作費全般につ

て、もっとＰＲして、もっともっと、限定的ではな

くて、上限を設けず、全部、地元で使う分も含め

て、映画にかかる制作費をできる限り企業版ふるさ

と納税で集めようというふうに、上限といいます

か、条件を撤廃して、企業版ふるさと納税を集めよ

うというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） １番元井晴奈君。 

○１番（元井晴奈君） Ｚｉｐａｎｇとの協定の見

直しについて、協定の有効期間、今年度いっぱいに

なっていたと思うのですけれども、映画制作はもう

間に合いませんよね。そのＺｉｐａｎｇとの協定は
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延長するのか、延期するのか、中止するのか、はた

また協定解除するのか、どのようにお考えでしょう

か、お伺いします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） 今、元井議員が言ったよう

な、いろいろな選択肢があると思います。相手先も

Ｚｉｐａｎｇとは限っておりませんので、今後、で

きる会社と協定を結んで、制作につなげていきたい

ということですので、今おっしゃられたことの選択

肢の中から、適切なものといいますか、今年度いっ

ぱいなのか、途中で話し合いによって協定をなくす

のか、いろいろ選択肢はあると思いますが、可能な

選択肢は全てといいますか、できる限り速やかに映

画制作できるように、もちろんＺｉｐａｎｇを排除

していませんので、延長ということも先ほど議員

おっしゃいましたが、それらも含めて、いろいろ今

後考えていきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） １番元井晴奈君。 

○１番（元井晴奈君） もう１回お聞きしたいので

すけれども、Ｚｉｐａｎｇとの協定について、延長

して、新たな違う映画制作できるところとまた協定

を組むのか、Ｚｉｐａｎｇとの協定をどうするのか

というお話だったのですけれども、御答弁願いま

す。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番元井議員の御質問にお

答えいたします。 

 解除するのかということについては、今後、Ｚｉ

ｐａｎｇとの協議ということになります。まだ決

まっていないといいますか、これからの話になりま

す。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） １番元井晴奈君。 

○１番（元井晴奈君） 町としては、協定解除の方

向性で進めていくという考えでしょうか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番元井議員の御質問にお

答えいたします。 

 先ほども、すみません、答弁させていただきまし

たが、Ｚｉｐａｎｇを最初から排除するわけではご

ざいませんので、条件をいろいろ変えたときに、で

きるかもしれませんので、その場合はＺｉｐａｎｇ

と協定を破棄ということはないと思います。あらゆ

る選択肢といいますか、を含めて、今後の話になり

ます。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） １番元井晴奈君。 

○１番（元井晴奈君） そのあらゆる選択肢を含め

て、舵の切り替えということなのですけれども、先

ほど最後の質問で、凍結の考えはない、その選択肢

の中に映画化凍結の考えはないという話でしたが、

今、資金調達とかの面で、コロナ禍、円安、物価高

騰、見通しが立たないこの時代に、映画化を進め

る、町長たちがＰＲして進めていくと言っていまし

たけれども、新たな策、何か具体的に考えているの

でしょうか、御答弁願います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番元井議員の御質問にお

答えいたします。 

 新たな策といいますか、先ほどの答弁の繰り返し

になりますが、大きく舵を切るというのが新たな策

といいますか、方策になります。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） １番元井晴奈君。 

○１番（元井晴奈君） 体制整備を進めるだとか、

資金を集めてやります、なるべく早い、近い将来、

いつまでにそれをする、映画化するという明確なビ

ジョンを示していただけないと、町民、企業、そし

て寄附してくださった方々、ここに傍聴に足を運ん

でくださった方々にも、全然納得しませんよ。映画

化、いつまでに実現するという強い思いがないと、

誰もついてきてくれないと思うのですけれども、い

つまでに映画化しますか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番元井議員の御質問にお

答えいたします。 

 なかなか相手がある話で、いつまでというのは申

し上げられないと思いますし、一方で、町民の方が

待って、待ってというのも、そういう状態にあると

いうのも理解しております。ただ、一刻も早くつく

りたい、映画化を実現したいという思いはありま

す。いつまでといいますか、だらだら１０年後、２

０年後という話ではもちろんありません。一刻も早

くつくりたい、映画化に結びつけたい。ただ、それ

がいつなのかというのは、なかなか明言するのは難

しい、このように思っております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） １番元井晴奈君。 

○１番（元井晴奈君） 一刻も早く、そんなぼやっ

としている答弁では、誰もついてきませんよ、も

う、町民も、寄附した方も。いつなのですか。何年

なのですか。何年以内ですか。そのビジョン、スケ

ジュールをお示ししていただかないと、町民も誰も

納得いきません。答弁願います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番元井議員の御質問にお

答えいたします。 
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 時期は明言できません。一刻も早くということで

す。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） １番元井晴奈君。 

○１番（元井晴奈君） これ、映画化、もうすごい

遅延しているのは明白なのですけれども、協力して

くれた町民、企業、寄附してくださった方々が、ど

ういう思いでいるのか分かりますか。映画制作の担

当者が辞めたり、お金が集まらなかったなどあるに

しても、町長には説明責任があると思います。年度

内に明確なスケジュール、方向性、決めていただい

て、映画化の住民説明会、意見懇談会の場を開いて

ください。明確なビジョン、説明ないと、我々も令

和５年の予算、認めることできないですよ。御答弁

願います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番元井議員の御質問にお

答えいたします。 

 本当に我々が自主映画をつくるのであれば、いつ

まだというのは明言できるかと思いますが、本当に

映画をつくってもらうといいますか、なかなかそう

いう業界でうまくタイミングがあったり、コロナと

いう外的要因もあって、なかなか難しい、相手のあ

る話で、本当に難しく、何度も繰り返しになります

が、いつまでという明言は避けさせていただきま

す。明言できないと思います。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） １番元井晴奈君。 

○１番（元井晴奈君） 住民に対しての説明会等の

お考えはどうなのでしょうか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番元井議員の御質問にお

答えいたします。 

 住民説明会というふうになるかどうかは別とし

て、制作発表、決まったり、何か動きがあれば、都

度、住民の方には、もちろん寄附された方にはお知

らせしていきます。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） １番元井晴奈君。 

○１番（元井晴奈君） そういった制作発表を待て

ども待てども、ないではないですか。今、その進捗

状況でもいいので、住民、寄附してくれた方々に説

明する場が必要ですよ、町長。今年度中に何かやっ

てください。答弁願います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番元井議員の御質問にお

答えいたします。 

 情報提供には努めてまいります。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） よろしいですか。 

 以上をもちまして、１番元井晴奈君の一般質問を

終了いたします。 

 ここで、暫時休憩といたします。 

 再開は、１１時２０分といたします。よろしくお

願いいたします。 

─────────────── 

午前１１時１０分 休憩 

午前１１時２０分 再開 

─────────────── 

○議長（村上和子君） 休憩前に引き続き、会議を

再開いたします。 

 次に、２番、髙松克年君の発言を許します。 

 どうぞ暑い方は上着をとっていただいて結構でご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

○３番（髙松克年君） さきに通告しています２項

目１０点について、町長に伺います。 

 １項目め、演習場にかかる諸問題の解決は。 

 １、平成２４年、演習場砲撃音による防音地域決

定時、関わった基地対策室（調整室）の記録は、

今、残っていないか、公開はできないか。 

 また、どのような過程で、倍本、東１２線北の線

引きとされたのか。説明会や地元の意見聴取もなく

決定され、町も決定を認め、それに従ったのか、経

過についてお伺いいたします。 

 ２点目、砲撃騒音測定のモニタリングポスト、東

１２線北２０号にあります、は、十分な管理がなさ

れると認識しているか、お伺いいたします。 

 ３点目、昨年度の砲撃騒音の実態について、昨年

は砲撃演習は８７日間となり、令和２年度より２５

日多くなっております。騒音基準の８１デシベルを

超える日数が３日となり、最高値は８４.１デシベ

ル、８３.１デシベル、８１.６デシベルとなってい

ます。令和２年度は、基準値の８１デシベル以上は

ありませんでした。砲撃騒音はレベルが上がってい

ます。この数値について、どのように見るか、考え

をお伺いします。 

 騒音は確実にレベルが上がってきています。砲撃

回数も１日１００回を超えた日数は２９日間、３３

％になります。最大は１日５０８回、４００回以上

は３日間で、多くの演習は７、８、９月に集中して

います。防音の地域指定が変わる騒音が含まれる状

況にあるというふうに思っています。 

 防衛施設庁は、Ａ指定、８１デシベル以上が３

回、Ｂ指定、４３デシベル以上が１回ありました。 

 ちなみに、８９デシベル以上になると、地域とし

ては退去地域となります。 

 Ａ指定とＢ指定の差は３デシベルですけれども、

音圧でいえば１.５倍の差があります。相当大きな
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差です。 

 モニタリングポストが指定地外に置かれているこ

とから、指定地の変更を求めるべきと考えるが、こ

れをどのように考えるか、お伺いします。 

 ５点目、演習場の防災、治水治山整備についてお

伺いします。 

 平成２８年、大水害によって、ベベルイ川南部土

砂流出防止工事は、完成後、直後に消えてしまいま

した。復旧工事も完成しようとしていますが、今年

度、演習場全体の防災のために、航空機を使用して

調査を行い、整備計画をつくるとの話が出ていまし

たが、実際にはどのようなことが計画されているの

か、計画は進んでいるのかをお伺いいたします。 

 ２項目め、鳥獣被害防止対応はいかに。 

 全国的に鳥獣被害は大きな問題となっています。 

 今年度、町は鳥獣被害防止計画を定めました。 

 農作物の鳥獣被害は、年度により多少の差がある

が、拡大の傾向にあります。野生鳥獣が食物として

農作物を選択することを習得している結果と考えら

れます。 

 令和２年、これらの農作物の上富良野での被害面

積は１００ヘクタールに及び、金額は３,１００万

円となっています。 

 現在は、作物外の貯蔵飼料、果菜類、ブドウな

ど、幅広く被害が拡大しています。 

 計画の個別の内容についてお伺いいたします。 

 １、被害の状況、令和２年度、それぞれの作物別

に被害の面積、金額が集計されていますが、どこが

どのような手法で集計された数値なのかをお伺いい

たします。 

 ２点目、鹿による被害を拡大させないためには、

生育頭数をどのように増加させないかにかかってい

ます。どのような数を捉え、対策をとることを考え

ているのかをお伺いいたします。 

 ３点目、アライグマに対しては、強力に捕獲を進

めなくてはならないが、駆除に対応できる人材が、

ピーク時には不足していると聞く。今後は、被害の

現場、農業者自らが捕獲に参加することが重要とな

ると思われるが、箱罠の法的な規制などはどのよう

になるのか、設置は認められるのか、許可は必要と

するかをお伺いいたします。 

 ４点目、鹿、熊の被害軽減のためには、森林と耕

地の間に大規模に金網柵が有効とされているが、国

の被害防止総合対策交付金などを使用して設置をで

きないか、お伺いいたします。 

 ５点目、熊の生息域の拡大が見られます。これは

各地でニュースにもなっています。 

 また、設置した箱罠の入口の扉を閉めるような行

動がとられる事例が見られると聞きます。猟友会の

御苦労に反する行為と思われます。保護と駆除が単

なる利害関係にあるとは思いたくはありませんが、

非常に難しい問題だと考えます。関係機関の共通理

解、認識が必要と思われますが、お伺いします。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ３番髙松議員の、演習場に

かかる諸問題の解決に関する５点の御質問にお答え

させていただきたいと思います。 

 まず１点目の、住宅防音区域の指定にかかる経過

等についての御質問ですが、指定区域の決定につい

ては、防衛省において、平成２３年に砲撃音を調査

し、音の学識者の意見をもとに素案が定められ、そ

の内容については、平成２４年に北海道防衛局より

町に対して情報提供を受け、町及び住民に対し説明

会と意見聴取があり、地域拡大を要望してきたとこ

ろであります。 

 その後、平成２４年に防音地域が決定、防衛局よ

り北海道へ通知があり、北海道がこれを公告いたし

ました。 

 防音地域の決定に関した資料については、住民説

明会に用いた資料と同様であります。 

 なお、平成２４年に住宅防音区域が指定されまし

たが、長年にわたり自衛隊と演習への深い理解と協

力をされてきた演習場周辺地域にあって、歴史的な

つながりの強い一体感のある協議会単位の地域が分

断されたことは、課題として受けとめているところ

であります。 

 このことにつきましては、町といたしましても、

毎年、防衛省へ、住宅防音区域の拡大や、砲撃音評

価値の見直しなどの要望活動を行っておりますの

で、御理解をいただきたいと存じます。 

 次に、２点目の、砲撃音測定モニタリングポスト

の管理については、北海道防衛局において、毎年、

機器の保守点検を行っており、年２回、現地確認を

実施しているところです。 

 なお、本年度、地域より通報があり、測定器周り

の樹木伐採を行ったことを北海道防衛局より連絡が

あったところです。 

 町におきましても、定期的に目視により測定環境

を確認していきますので、御理解をいただきたいと

存じます。 

 次に、３点目の、砲撃音の実態についてですが、

砲撃音については、訓練内容、また、訓練回数によ

り、測定結果に違いが生じます。 

 また、気象状況等により、音の伝わり方が変わる

性質があり、日々の状況によって、砲撃音の感じ方

も違ってくると推察いたします。 

 なお、砲撃回数や最大音については、令和３年以
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前にも、多くの砲撃音や大きな騒音を測定した年も

あることから、年々回数が多くなっているのではな

く、訓練の計画により、年度ごとに変動があるもの

と捉えております。 

 また、測定結果については、北海道防衛局より町

に、毎月１回、ホームページ上で配信されており、

その数値については、町より地区協議会に周知をし

ているところです。 

 次に、４点目の、モニタリングポストの設置位置

についてですが、現在、東中浄水場の敷地内に設置

しているところですが、令和２年度に地区協議会よ

り移設要望があったことから、北海道防衛局と調整

した中で、防衛省においても予算措置をしていただ

き、移設することで準備を進めていたところ、その

後、地区協議会において調整する中で、移設しても

地区指定の拡大につながることは難しいため、移設

については取り下げるとの申し出があったことか

ら、移設については取りやめた経緯にあります。 

 いずれにいたしましても、演習場における砲撃

音、騒音は全国的な課題でもありますことから、引

き続き関係団体と連携して、防衛省等に要望してま

いりますので、御理解賜りたいと存じます。 

 次に、５点目の、演習場の防災、治水治山整備に

ついての御質問にお答えいたします。 

 現在、実施中のベベルイ川南部土砂流出対策事業

は、平成２８年度に被災したベベルイ川本川の災害

復旧工事として、平成３０年度より整備を進めてお

り、令和５年度をもって完了の予定となっておりま

す。 

 また、整備計画についてでありますが、演習場全

体の土砂流出対策事業として、今年度より実施して

おり、内容は、河川や演習場全体の地形の把握を目

的とした航空レーザーによる測量を実施、目視によ

る各河川の施設点検の実施や評価、劣化要因などを

整理し、管理方法の検討を予定しております。令和

５年度までに、今年度の調査結果を踏まえた維持管

理計画を策定し、演習場内に点在する普通河川の適

正な維持管理を図ってまいりたいと考えております

ので、御理解を賜りたいと存じます。 

 次に、鳥獣被害防止対策についての５点の御質問

にお答えさせていただきます。 

 鳥獣による農林水産業に係る被害防止、農山漁村

地域の振興に寄与することを目的として、平成１９

年１２月に、鳥獣による農林水産等に係る被害防止

のための特別措置法が制定され、国が作成する被害

防止施策に関する基本方針を踏まえ、被害防止施策

を総合的、効率的に実施するため、平成２２年度に

第１次計画を策定し、令和４年度からの第５次計画

を策定したところです。 

 まず１点目の、作物別の被害面積、金額につきま

しては、ふらの農業協同組合において、農家の方か

ら被害面積、金額を自己申告していただき、集計し

たものとなります。 

 次に、２点目の、エゾシカの生育頭数の管理につ

きましては、北海道が制定する北海道エゾシカ管理

計画をもとに、北海道が設定した市町村捕獲プラン

目標数に基づき、ここ３か年の最大捕獲数である１

４５頭を捕獲目標としたところです。 

 被害防止策としましては、上富良野鳥獣被害防止

対策協議会より、希望する農家の方へ、鹿被害対策

用電牧柵整備事業を実施しているところです。 

 次に、３点目の、アライグマの捕獲従事者の確保

につきましては、従事者は原則として鳥獣の保護及

び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づくわ

な狩猟免許を有する者としており、猟友会在籍者で

免許所有者６名の方へ従事者証を交付しています。 

 ただし、防除を実施する主体ごとに技術講習会を

開催するなど、適切な捕獲と安全に関する知識及び

技術を確保できる場合には、免許非所有者も含むこ

とができるようになっていることから、昨年度、ア

ライグマによる被害が出ている事業所から要望があ

り、そこに従事する方８名へ講習を行い、従事者証

を交付したところです。 

 アライグマの捕獲については、捕獲効率の向上の

ため、農業者の方へ防除従事者登録について啓発活

動を行い、従事者数の増加を図ってまいります。 

 次に、４点目の、国の被害防止総合対策交付金に

よる大規模な柵の整備につきましては、平成２５年

度に有害鳥獣対策協議会から、鹿柵整備案を計画

し、説明会を実施したところですが、高額の事業費

による多額の費用負担や維持管理の点などから、地

権者、一部地域の理解が得られず、断念した経緯が

あり、電気牧柵の整備を行っていくこととしたとこ

ろです。 

 次に、５点目につきましては、本町においては、

市街地において熊が目撃されたという事例は発生し

ていないところですが、清富地区、日新地区、東中

倍本地区の山林との境界にある畑には、毎年、熊が

出没し、農作物の被害が発生しているところです。 

 現在も生息を確認している３地区においては、被

害の拡大防止のため、箱わなを設置しております

が、第三者に無断でわなを操作された事例は報告さ

れていないところであります。 

 今後もヒグマの駆除については、農作物被害に対

し、鳥獣被害防止計画に基づく捕獲を進めていきた

いと考えておりますので、御理解を賜りたいと存じ

ます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 
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 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） ２３年に防衛局より町に対

しての情報ということがあるのですけれども、その

中で、地域の人たちとの具体的な話し合いの結果、

この地域が決められたのか、それとも、防衛庁の、

上に書いてある学識者の意見による、もとのそのま

ま町は引き受けて、地域の人たちに説明会をなし、

これを決定したのか、このことについてお伺いした

いと思います。地域の説明会に、その地域の決定が

生きてきたのかというところを教えてください。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ３番髙松議員の御質問にお

答えいたします。 

 経緯については、先に素案が示されて、その後、

町及び住民に対して、防衛局のほうから説明会と意

見聴取がありました。その場で素案に対して地域拡

大を要望して、終わっております。 

 その後、防音地域が決定するわけなのですが、こ

ちらのほうは、防衛局が北海道のほうに通知をし

て、北海道が公告して、そこで完結するものであり

まして、結果的に素案がそのままといいますか、公

告されたのですが、一応素案がそのまま公告されま

したが、住民の意見というのは届かなかったのです

が、そこに説明会を開いてもらって、地元の意見を

しっかり述べたということは事実として、記録とし

て残っております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） それで、住民の意見は取り

入れられないままに決定され、それを町は、その決

定に従ったというような形になると思うのですけれ

ども、幾ら説明会を開いても、その辺についてはど

のようなそのときの取組をなされたのか、分かりま

すか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ３番髙松議員の御質問にお

答えいたします。 

 防衛局が北海道に通知して終わり、北海道に報告

して終わりなので、町がそれを認めたとか、そうい

う余地がないのです。そんな中で、意見交換会等で

も、対象地域の拡大を要望していましたので、その

地区が、防音の地区が決定した後も、毎年、防音地

域の拡大に向けては要望を継続しております。これ

は上富良野のみならず、演習場の砲撃音というの

は、ほかの演習場もありますので、北海道全体の基

地協議会、基地協で、北海道一丸となって、その区

域の拡大に向けて、ずっと要望を続けております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） そのときに、こちらからと

いうか、住民の人たちからも恐らく出ていたと思う

のですけれども、ほかの演習場とは、地勢的という

か、後ろに大きなつい立てというか、になるような

山を控えて、しかも谷あいの中にあるというような

ことというのは、どうだったのでしょう、伝わって

いたのだろうか、防衛に。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ３番髙松議員の御質問にお

答えします。 

 素案が定められたときは、ほかの演習場も、当

然、地形というのは違いますし、上富良野は後ろに

山があって、反射とかいろいろあって、違うという

のは、記録は残っておりませんが、音の学識者の意

見が当然入っていますので、そういうことは当然、

考慮されていたと推測しております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） そして、その決定資料の中

で、行政地図上でいう倍本、１２線北等、及び第一

安井牧場というのが書かれているのですけれども、

この行政上の地図上での位置関係というのは確認は

されているのでしょうか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ３番髙松議員の御質問にお

答えいたします。 

 その結果、指定された地域がどこかという地図上

の確認は、当然、今もできますし、当時もしていた

と思います。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） その中に、今でも、このい

わゆる第一安井牧場とかというのは生きているとい

うふうに捉えていいのでしょうか。 

 それと、この東１２線北という表示というのは、

どういうことを指すのでしょう。我々のところでい

えば、２０号とか、１９号とかいうような数字が入

ると思うのですけれども、これで行政上の地図の上

で決定されているというのはどういう意味合いを持

つのか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ３番髙松議員の御質問にお

答えいたします。 

 防音の地域が、あくまでもといいますか、局より

示されたのは、地図で示されて、十何線北とか、安

井というのは、行政の地図を見て、後から名前を説
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明としてつけたもので、実際に示されたのは地図、

防衛局から示されたのは図面です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） 我々、地域に住んでいる者

としては、１２線北というと、１３線があるとすれ

ば、それの半分までと、両方お互いに取り合ってと

いうふうに考えるのですけれども、それからいう

と、この表示の仕方というのは、１２線北側、号は

ないわけですから、それを境に、両方とれるという

ことなのですけれども、それは上端の２５０メー

ター、何というのですか、東と言えばいいのか、そ

ういうようなことでとって、その線引きをしたとき

にこの表示がされているのかどうかというのは、確

認はとれているのだろうか。 

○議長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） ただいま髙松議員の、

住宅防音地域の指定の問題ですけれども、基本的に

は、先ほど町長も述べましたように、地図上におい

て、実は線が引かれております。それについては、

平成２４年に、地区協議会の皆さんを対象に説明会

をさせていただきまして、地図をもって説明してい

るところです。ただ、表記的には、今、議員言われ

たような表示で指定されているというような現況に

なっているという状況でございますので、地区の方

については、その区域については理解しているもの

と思っています。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） 今言うように、言われてい

ることと、実際に地図上に引かれている線が、今言

うようなことの地番というか、言われている表示の

東１２線北というのに合致しているのかどうかとい

うのを確認とっているのだろうか。誰が確認してい

るのか。地域の住民の人たちも本当に確認している

のだろうか、その言われている地番というか、表示

されているところについて。指定されているところ

の人でも、本当に３０メーターぐらい違うだけで、

指定から外れていると言ったら語弊があるのかしれ

ないのですけれども、１２線から、片方は確かに３

０メーターぐらいのところ、それよりかえって演習

場に近いところが、改良工事がされていないという

家があるのですけれども、それ、それぞれの人た

ち、分かっているのだろうかと思って、今になって

みれば。 

○議長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） 髙松議員の御質問にお

答えいたします。 

 今、議員が発言されている東１２線北というよう

な表示につきましては、今の段階で、おられる人

が、具体的にどこかというような、そういうことは

別にいたしまして、先ほど説明したとおり、地図上

において、はっきり線を、この区域ですよというふ

うな地図を明示して、説明会を地区の方に行ってお

りますので、それは私どもは理解していると認識し

ております。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） そこが、町側のいう、地域

を分断させてしまっているという意味合いなのかど

うなのか。分断させているというのは、東中の地域

とか、日の出の地域とか、旭野地域とかということ

を分断させているというふうに認識したらいいの

か、その辺についてもお伺いしたいと思います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ３番髙松議員の御質問にお

答えいたします。 

 町は、北海道防衛局のほうに、住宅防音の線が、

倍本地区を、倍本というのは一つの昔から歴史ある

地区なのですが、それを１２線で線を引いたことに

よって分断されているということで、そういう線の

引き方は、当時はそうされましたけれども、それ以

来、毎年、先ほどの防音区域の拡大と一緒に併せ

て、本来、住民会として、歴史的には地縁がある団

体の真ん中に線を引くのはやめて、一体的に扱って

くれというふうに、要望は毎年させてもらっていま

す。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） そしてまた、不思議なこと

があるのですね。モニタリングポストのあるところ

が、以前は倍本というふうに表示されているのが、

いつか、どの時点で変わっているのか分からないの

ですけれども、今、東１２線北に変わっているので

す。その辺についてはどういうふうに捉えている

か。 

○議長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） ３番髙松議員の御質問

にお答えしたいと思います。 

 ちょっと今の時点では、前の経過、倍本というよ

うな表示といのは、ちょっと私どもの資料の中では

確認できていない状況でございます。それで、今の

状況は、東１２線北というようなところにモニタリ

ングポストがあるというふうに、記録上、残ってお

りますので、ちょっと過去のそこら辺の経過につい

ては、ちょっと承知していないところでございま
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す。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） それは防衛のほうから、今

言われた、町へももちろんのことなのだけれども、

地域へもわたされているというか、回されている、

騒音の月々の集計がありますよね。それの表示が変

わったのですよ、途中から。それで聞いているので

す。地番に関してから、それが変わっているが、な

ぜ防衛施設がそれを変えてきのかというのが分から

ないのです。それはどうしてでしょう。聞いていま

すか、そのことについて。 

○議長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） すみません、３番髙松

議員の御質問にお答えしたいと思いますが、そのよ

うな名称変更がいつになったとか、そういう部分に

ついては、私どもは聞いていないところでございま

す。 

○議長（村上和子君） ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） 理由も分からないというふ

うに捉えていいのですね。分かりました。 

○議長（村上和子君） ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） 続いて、今の状況として

は、この地域の問題としてですけれども、要望活動

なども行っているし、御理解をいただきたいという

ふうに御答弁いただきましたけども、要望活動がど

のように実を結んでいるか、それの結実というか、

それはやはり地域の拡大をどのようになさせたかに

かかってくる。さっき言ったような、本当に森の中

にある家だから、特定できていなかったというの

は、それは本当にそれこそ何で調べたのという話に

なるわけで、そういうことからしても、おかしなこ

とが現実の問題として起こっていることなのか考え

ても、しかも、砲撃音の拡大が体感されるような状

況の中で、協議会の中でも全体の中でも問題視され

る、もうそんなレベルにあるということは、先ほど

言ったとおりなのですね。ですから、その辺につい

てはどのように考えて、要望活動をしているのか。

そして、ここでどのように地域の人たちが理解すれ

ばいいのか、教えていただきたいと思うのですよ。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ３番髙松議員の御質問にお

答えいたします。 

 砲撃音は、先ほど私も述べさせていただきまし

た。年によって、訓練内容によってバラツキがあっ

て、そういうふうに身近に大きくなったり、感じる

年もあるかと思います。これらのことについては、

やはり防音の基準が８１デシベルというふうに決

まっておりまして、それを、これは上富良野だけで

はございません。道内の演習場も全てそれが適用さ

れて、８１デシベルというのは、なかなか砲撃の音

は気になると思います、住んでいる方は、８０デシ

ベルを上回らなくても、相当大きい音なのだろうか

と思いますが、それらを十分考慮して、基準を下げ

てほしいというのは、演習場を抱える自治体が加盟

する、北海道の基地対策協議会、全道上げて、防衛

局に、また、防衛省に訴えておりますが、なかなか

この基準が、基準を上富だけ下げるというわけでは

なくて、やはり全道、全国一遍に下がりますので、

なかなかこれは実を結んでいないという結果になり

ますが、諦めることなくといいますか、継続して、

またほかの関係団体と協力、情報交換をしながら、

粘り強く要請、要望を続けていきたいと、そのよう

に考えております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） ここで、暫時、昼食休憩と

いたします。 

 続きにつきましては、午後からとさせていただき

ます。 

 再開は１３時でございます。よろしくお願いいた

します。 

─────────────── 

午後 ０時０２分 休憩 

午後 １時００分 再開 

─────────────── 

○議長（村上和子君） 昼食休憩前に引き続き、一

般質問を再開いたします。 

 再質問ございますか。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） ２点目に入りたいのですけ

れども、砲撃音の測定モニタリングポストの管理に

ついてお伺いしたいのですけれども、防衛局は年２

回、現地確認をしていると。町においても、定期的

に目視で観測環境を確認していますと言いますけれ

ども、このモニタリングポストが１年半以上、曲

がっていたというか、歪んでいたのを確認している

のだろうか、これで。この間、ちょっとそれで、そ

のままであるから、どうなのだろうと思って電話を

かけたのですけれども、そのときに、向こうでも確

認していないという返事が返ってきたのですね。そ

ういうこともあって、これ、本当に曲がった状態

で、どこで我々は音を受けているかは知らないけれ

ども、例えば水平面を向いているのが曲がっていれ

ば、どっちかの面は、どういうふうにとっているか

は分からんけれども、受けている方向が違えば、音

の走るというか、行く方向というか、それらに向け

て、本当は水平にしていると思うのだけれども、そ
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れが十分に捉えられていたかどうかというのが疑問

なのですね。その辺についてお伺いしたいと思いま

す。 

○議長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） ただいま３番髙松議員

の、モニタリングポストの維持管理の関係の御質問

ですが、議員、今御発言のとおり、議員のほうか

ら、モニタリングポストの支柱が曲がっているとい

うことで御連絡いただきましたので、これについて

は、防衛局にすぐ連絡いたしまして、確認したとこ

ろ、曲がっていても、音の受けるには特に問題ない

ということでしたが、改めて近くに枝木がちょっと

生えていましたので、それについては、先月の末で

すか、伐採させていただいたところです。これから

も、町としても、ポストについては定期的に目視に

より点検を続けていきたいと思いますので、御理解

いただきたいと思います。 

○議長（村上和子君） ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） 地元の人たちもずっと見て

いて、いつ直るのかなと思っていたんだ、ぐらいの

ことで、余り気にしていなかったと言ったら語弊が

あるけれども、でもあれ、周りの木が、多分、暴風

というか、山から吹きおろしてくる風か何かでたた

かれてというか、周りの木がいおっていて、ちょっ

と分かるかどうか知らない、いおるという言い方を

するのですけれども、曲がって、そしてモニタリン

グを、多分、たたいたということなのだと思うので

す。そういうような状況にあるので、ぜひこれ、ま

た余り地元の人たちに、何もやらないんだ、あいつ

らと言われるようなことがないように、しっかり、

職員さんも１人抱えているわけですから、よろしく

お願いしたいと思います。返事はいいです。 

 次に、令和３年以前にも、多くの砲撃音や大きな

騒音を測定したことがあるというように町は認めて

いながら、残念ながらそれに対して、自分が質問し

ていることに、年々、回数が多くなっているのでは

ないというような言い切りをしているのですけれど

も、それについては、どういうふうに考えてこの言

葉を使っているのか、教えてほしいのですけれど

も。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ３番髙松議員の御質問にお

答えいたします。 

 問い（４）の、騒音は年々、確実にレベルが上

がっているというふうに、そうではないですよとい

うふうに、年によって、髙松議員おっしゃったよう

に、過去に大きい音もあったり、コロナのときは演

習が小さかったり、年によってばらばらですという

ふうに町は認識していますということで述べさせて

いただきました。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） 実際に測った数字の中で、

今までには記録をしたことがないような、先ほども

言いましたけれども、８４.１デシベル、これは地

域を特定するときにＢ指定に入るぐらいの騒音なわ

けですよ。そういうことがあるのに、そういうふう

に言い切っていいのかどうか。地元の人たちが聞い

たら、おい、とんでもない話でないかという話にな

ると思うのです。ですから、やはりそういう事実が

あるということは、この数字が示してくるわけで、

その数字を、町も持っていれば、地域の人たちも

持っているわけですから、見れば分かるわけです

よ。先ほども言ったように、砲撃が５００回とか、

１日に。５００回の砲撃というと、どのぐらいだと

思いますか。 

 町長も爆破処理とか師団の砲撃訓練を視察したこ

とがあるかと思うのですけれども、昨年、７月の１

０日、８月の２５日、これは相当大きな演習で、１

日に、７月の１０日は５０５回、そして８月の２５

日、これは僕らでもよく理解できないぐらいの、４

時から４時半ぐらいまでの間、本当に谷がうなると

いうのですか、ウォーンと音がして、音が出られな

いと言ったら語弊があるのかもしれないのですけれ

ども、何せ砲撃した煙ですら、あの周辺に漂って、

そして、しかもその砲撃の回数が１秒に１回という

のではないぐらいの砲撃をするというぐらいの音

だったのです。自分もあそこの家にいたのですけれ

ども、実際に家の中にいても息苦しくなるという

か、もちろん外へ出ることは可能だというふうには

自分でも考えなかったのですけれども、それが演習

が終わると、本当にそれこそそこから解放されたと

いうように、射爆に使った火薬の煙というのです

か、どういうふうに言えばいいのか分からないので

すけれども、それが本当に見事に立ち上がってい

く、そこの森から、うねうねと。不思議な光景に

あったのですけれども、そういうような大きな音の

中で、そのときはたしか７３.６デシベルぐらいの

記録だったのですけれども、そういうことが実際に

あるのですよ。その中で生活している人がいて、そ

れも上富の住民です。多分、みんな税金も納めてい

るし、固定資産税も納めているし、きちっとやっぱ

り町民としての責任は果たしていると思うのです。

そういう人たちに対して、どういうふうに考えてい

るか、お伺いしたいと思います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ３番髙松議員の御質問にお

答えいたします。 
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 先ほどの回答と重なる部分もあるかと思います

が、基準値の８０デシベルより大きい音が何回かあ

ると。では８１デシベルを下回ればいいのかと、町

はそういうふうには考えておりません。それを、そ

の中で生活している人たちの声として、やはり基準

値をもうちょっと下げてほしいという要望は、２４

年の防音区域の決定から、引き続き要望は行ってき

ているところであります。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） 次に、モニタリングポスト

の位置のことですけれども、地元の協議会のほうか

ら、予算的措置もしたのにも関わらず、取り下げが

あったということなのですけれども、これはどうい

うことなのでしょう。この文面の中で、防衛庁にお

いても予算措置をしていただき、移設することで準

備を進めていたところ、その後、協議会において調

整する中で、移設しても指定区域の拡大につながる

ことは難しいということで、諦めたというようなこ

となのだけれども、それはどういうことなのか、

ちょっと聞かせてほしいのですが。 

○議長（村上和子君） ＩＴ・組織機構担当課長、

答弁。 

○ＩＴ・組織機構担当課長（宮下正美君） ３番髙

松議員からありました、モニタリングポストの移設

の関係のお話でございますが、当時の経過、ちょっ

と私、担当しておりましたので、私のほうからその

経過を説明させていただきたいと思いますが、この

関係につきましては、恐らく髙松議員も、当時、

知っているかなというふうに、違う場でもお答えを

させていただきましたが、当時、それまでの中で、

いわゆるポストの位置、今あるところをぜひ移設を

して、変な話ですけれども、もう少し音のとれると

ころに動かしてほしいというのが、地元のところか

らずっと要望があったところでございます。今言っ

た、地域の拡大に向けた施策の中で、そういうこと

もできないのかというような御意見をいただいたと

いうところでございます。そちらにつきましては、

町のほうも受けまして、防衛局のほうとも相談をし

ながらやっていたところでございますが、移設をす

るとしても、かなりの費用がかかるので、局のほう

もそう簡単にはということでありましたが、毎年、

要望しておりましたので、平成２年の国の予算の中

で、移設をしてもいいよということで、予算づけを

していただいたところでございます。 

 ただ、移設するとなって、どこかに移設をしなけ

ればならないので、それまでどこに移設をするのか

ということも地区のほうと協議をさせていただきま

したが、なかなか民地、あそこは農地でございます

ので、どこかそのために土地を買ってとか、そう簡

単に動かせるものではないので、きちんとした場所

を決めて、そこに永久的に置くような形になるの

で、結果、候補地としましては、倍本会館のところ

がいいのではないかと、これはうちが決めるという

か、うちといいますか、町と協議会のほうで決め

て、土地も一応町有地なので、税金等も関係ないで

すし、距離的にも少しどうかなと思いましたけれど

も、ということで話を進めていて、予算もついたの

で、最終的にそちらのほうにでは移設をということ

で話をしていた中で、具体的に事業を始めるに当

たって、最終確認ということで、協議会さんのほう

にそのお話をして、そこでＯＫが出れば、地元のＯ

Ｋが出れば、事業を進めていただくということで、

うちから協議会さんのほうに最終確認をさせていた

だいたところでございますが、結果、その協議会の

中でどういうお話がされたというのは、ちょっと私

ども、結果しか分かりませんので、どういう皆さん

のやり取りがされたというところまではお聞きをし

ておりませんが、結果、協議会の協議の中で、今の

箇所から移った箇所も、なかなか交通の便とかが、

皆さん使ったり、いろいろなトラクターが通ったり

するような箇所なので、そういうこともどうかなと

いうようなお話もあったそうですけれども、あと、

距離的にも、私どもも、今あるところより近づいて

も、音が大きくなるのは当たり前なので、それだ

と、区域を拡大する理由にもなるのかなというよう

な懸念もしておりましたが、結果、移したとして

も、すぐエリアが大きくなるという保証もないとい

うようなことを種々検討されまして、結果として、

倍本会館のほうの移設については行わなくていいと

いうことで、うちのほうに返ってきましたので、そ

れを防衛局のほうに伝えたのですけれども、子ども

のお使いではありませんので、向こうは数千万円単

位のお金を、国の予算をとっていますので、口約束

では駄目ですということになりましたので、地域と

の協議の結果、移設については取り下げをしますと

いうことで、局のほうに答えを返して、その時点で

移設はなくなったということでお話をしまして、結

果、そのときに、地域の代表の方とも、当分の間

は、こういう結果になったので、もし移設をしたい

というふうな要望があっても、国のほうもすぐは動

けないということも御了解してくださいということ

で、地域のほうからそういう御意見をいただいたと

いうことで、今に至っているということなので、当

時、勝手に局が決めた、町が決めた、地域の誰かが

決めたということではなくて、手続をとりながら、

最終的には、当時、移設はしない、当面は今の箇所
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で騒音の測定をするということで、三者で確認をし

て、今に至っているということで、御理解いただき

たいと思います。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） ５点目ですけれども、演習

場の防災、治水治山の整備についてですけれども、

これも皆さん見て分かるとおり、あの中を中小河川

が流れていて、３本の大きな川が集水するような構

造になっているわけで、これが暴れると、下のそれ

ぞれの地域の人たちに大きな影響を及ぼしている現

状にあるわけです。ぜひ適正な管理ということをう

たっていますけれども、内部の中小河川の改修など

も含めて、ぜひ強力的に進めていただきたいという

ふうに思います。それは答弁要りません。 

 次に、２点目の、鳥獣害についてお伺いいたしま

す。 

 まず１点目の、作物別の被害の面積と金額なので

すけれども、自己申告に任せているような状況の中

で、果たしてこの１００ヘクタール、３,０００万

円が正しい数字なのかどうかというのを、ある一定

のやはり基準を持って調査しないと、正確な、例え

ば反収との見あいとか、そういうものが出てこない

のかなと思うので、ぜひ改めることができるのであ

れば改めてほしいなと思います。 

 これ、農業振興計画の中でも、維持の拡大に、課

題の中でも鳥獣害というのは６番目に挙がってい

て、また、生産性の向上に必要なことの７番目にも

鳥獣害の対策が必要だということが明記されていま

すから、ぜひこのことのルール化も考えてみたらど

うかというふうに思うのですけれども、どうでしょ

うか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ３番髙松議員の御質問にお

答えいたします。 

 現在の集計方法についての御質問かと思います。

先ほど答弁させてもらったとおり、農業協同組合が

農家の方から自己申告をいただいているところなの

ですが、今後につきましては、いろいろきっちり調

べた正確な数字が必要であれば、議員おっしゃるよ

うな調査の方法を変えたり、正確な数字を出す必要

があれば、そういうことも検討していかなければな

らないのかなというふうに考えております。野生の

動物の食害は、計画にも載っているとおりで、非常

に大きな問題ですので、鹿、アライグマにつきまし

て、猟友会を中心に頼んでいるところなのですが、

こちらのほうも、高齢化といいますか、なかなか問

題を抱えておりますので、ここら辺を併せて、電牧

策、猟友会、ここら辺も併せて、大きなといいます

か、広く対策を考えていかなければならないものと

認識しております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 以上をもちまして、３番髙

松克年君の一般質問を終了いたします。 

 次に、８番荒生博一君の発言を許します。 

○８番（荒生博一君） まず初めに、議場内にいる

皆様、ただいま御覧いただいている質問のページ、

１番目の行政組織と人事管理についての真ん中ほど

になりますが、（２）第６次総合計画では、という

行の３行目になりますが、「行財政改革」と本来書

かれていなければならない件ですが、「行財政制改

革」と、誤植を発見しましたので、まずこの場で、

訂正いただきますようお願い申し上げ、私は、さき

に通告しております２項目、６点について、１項目

めは斉藤町長に、２項目めは、斉藤町長及び鈴木教

育長にお伺いいたします。 

 まず１項目め、行政組織と人事管理についてお伺

いいたします。 

 地方公共団体を取り巻く状況は、団塊の世代が順

次退職し、職員数が大幅に減少していた時代から、

行政の合理化、能率化を図り、適正な定員管理に取

り組む中で、新しい行政課題に対応するための必要

な職員数の確保をしていかなければならない時代へ

と変化しております。 

 持続可能な行政サービス提供体制を構築するため

には、今後の少子高齢化の進行による生産年齢人口

の減少を踏まえると、限られた人材を最大限に活用

して、課題解決に取り組む必要性が年々高まってお

ります。 

 地方公共団体の人材育成基本方針は、人材確保、

人材育成、適正配置・処遇、職場環境の整備の四つ

の要素を体系的に位置づけております。 

 我が町では、平成１６年のスタッフ制導入以後、

今日まで、現体制を維持し続けておりますが、昨

今、中途で辞める職員や、心の病気などで退職する

職員が多くなっており、合理化が進む一方で、組織

体制そのものに綻びが生じているのではと懸念され

ます。 

 そこで、以下３点について、斉藤町長の見解をお

伺いいたします。 

 １点目、令和４年度町政執行方針では、地方創生

時代にふさわしい、住民自治と補完し合う、柔軟で

機能的な組織体制の構築と、職員一人ひとりが行政

の担い手として信頼される組織づくりを目指すとあ

りますが、実践状況をどのように分析しているの

か、お伺いいたします。 

 ２点目、第６次総合計画では、職員研修の充実や

人事評価制度の活用による人材の育成、行政組織・
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機構の再編、事務事業の見直し、職員数の適正化な

ど、行財政改革を継続して進めますとありますが、

これまで具体的にどのように進めてきたのか、お伺

いいたします。 

 ３点目、２０２３年度より定年延長が段階的に実

施され、２０３１年度以降は定年が６５歳になりま

す。各自治体では様々な準備がなされております

が、当町の準備状況はどのようになっているのか、

お伺いいたします。 

 次に、２項目め、通学路等の防犯カメラ設置につ

いてお伺いいたします。 

 警視庁のまとめによると、登下校中の事故で死亡

したり重症を負ったりした児童、小学生の数は、平

成２８年から令和２年までの５年間で９０８人に

上っております。登校中が２９４人、下校中が６１

４人と、下校中の事故が特に目立っております。こ

の数字は、死者、重傷者が出た事故だけの統計であ

り、軽傷やけががなかった事故、また、中学生以上

の子どもたちが含まれておらず、実際にはより多く

の児童・生徒が事故の当事者となっております。 

 また、昨今は、交通事故だけではなく、全国各地

で子どもを狙った凶悪犯罪が続発し、その多くは、

通学路、公園等の公共空間で発生しており、その前

兆ともいえる不審者による子どもに対する声掛けの

事案は、年々増加傾向にあります。 

 我が町においては、交通安全指導員、民間ボラン

ティア、ＰＴＡの方々により、学校周辺や通学路な

どで登下校時の見守り活動を行っていただいており

ますが、人的配置の苦労や時間的な制限があり、人

目の届かない場所や人通りの少ない通学路では、こ

れまでも声掛け事案などの発生の報告が後を絶たな

い現状であります。 

 防犯カメラは、人の目を補完し、地域住民や通行

人の安心感を高めるほか、犯人の検挙や不審者の特

定などに大変有効なツールであると考えます。 

 そこで、以下３点について、町長及び教育長に見

解をお伺いいたします。 

 １点目、昨年６月２８日に、千葉県八街市におい

て発生した小学生の交通死亡事故を受け、全国の小

学校の通学路の緊急一斉点検が行われたと聞き及ん

でおります。 

 当町での点検結果報告はどのようにまとめられた

のか、お伺いいたします。 

 また、町としての対策はどのようになされるの

か、お伺いいたします。 

 ２点目、地域における身近な安全確保について、

町は積極的な支援を行うべきと考えます。これまで

の間、学校やＰＴＡ、住民会や町内会等で、町に対

し、防犯カメラの設置の要望などがあったか、現状

をお伺いいたします。 

 ３点目、地域の防犯環境の整備は大変重要である

と考えます。これまでのように、街路灯、生活灯の

普及や、地域の見守り活動によって未然防止を図る

ということも一定の効果は期待できますが、通学路

の事件、事故が起こりやすい箇所については、防

犯カメラの設置により、児童・生徒の命を守る方策

として、積極的に進めていくべきと考えますが、町

長の見解をお伺いいたします。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ８番荒生議員の、行政組織

と人事管理に関する３点の御質問にお答えさせてい

ただきます。 

 まず１点目の、組織づくりに関する分析に関して

でありますが、一概に組織づくりの実践としても多

くの事項が関連するところであり、御質問の中で、

職員の中途退職等に関する指摘をされておりますの

で、正規職員数の確保に関してお答えさせていただ

きます。 

 ここ最近の状況では、令和２年４月１日現在では

１９６名（特別職３名を含み、派遣職員を除く）で

ありましたが、令和３年４月１日現在では１９３

名、令和４年４月１日現在では１８７名となってお

り、特に令和２年４月と令和４年４月を比較する

と、町長部局で５名、教育委員会部局で１名、ハイ

ツで２名、病院で１名と、合計９名の減となってお

ります。 

 なお、９名中、１名分については、今年度より北

海道への職員派遣に伴うものであり、また、町立病

院１名、ハイツ１名については、看護職であり、現

在、職員の募集を行っているところですが、応募状

況が芳しくなく、いまだ採用に至っていないところ

であります。 

 また、専門職以外の職員採用試験については、上

川町村会における共同試験により行っているところ

ですが、当初の２次試験受験者は、令和２年度採用

者試験で１０名、令和３年度採用者試験で４名、令

和４年度採用者試験では７名となっており、さらに

は、各年度において、内定後の辞退等により、採用

予定数に満たないことから、追加募集を行い、採用

者の確保を行っているところですが、ここ数年来の

傾向としまして、旭川近郊自治体への募集が集中し

ている状況となっております。 

 なお、自治体規模としての適正な職員数の確保に

ついてでありますが、全国全市町村を対象として、

類似団体別職員数の状況を見ると、当町と同じ区分

に属する町村数は５７団体あり、人口１万人当たり

職員数は、平均１０５.９２人、最小は６０.９９
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人、最多は３０１.９２人であり、当町は１０１.９

人で、少ないほうから２５番目、中位に位置づけら

れていることから、特に他の類似団体と比して、極

端に職員が不足している状況には至っていないと認

識しております。 

 次に、２点目の第６次総合計画に基づく行財政改

革に関する具体的な取組についてでありますが、既

に御承知のとおり、行財政改革の推進に関する取組

については、特定の取組を指すものではなく、ふだ

んの業務を含めたものとして取組を進めているとこ

ろであり、現状では、町政運営推進プランとしてま

とめており、議員の方々にもお知らせしているとこ

ろであります。 

 次に、３点目の、定年延長に伴う本町の準備状況

についてでありますが、地方公務員法の一部を改正

する法律により改正された改正地方公務員法は、雇

用と年金の連携を図り、職員が高齢期の生活に不安

を覚えることなく、職務に専念できる仕組みとし

て、一般職の定年年齢が６５歳に、令和５年４月１

日から令和１３年３月３１日までの間、２年に１歳

ずつ、段階的に引き上げられることに伴い、当該定

年を定めている本町の関係条例についても改正が必

要となりますので、第４回定例会において上程する

よう準備を進めているところであります。 

○議長（村上和子君） 町長、両方求められていま

すので、町長。 

○町長（斉藤 繁君） すみません。では、２点目

の（２）からについて、町長として、先に答えさせ

ていただきます。 

 ８番荒生議員の、通学路等の防犯カメラ設置に関

する３点の御質問のうち、教育委員会に関わる１点

目の通学路の点検に関してはまだこれからですが、

先に私のほうから、通学路等の防犯カメラ等に関す

る２点目以降の御質問にお答えさせていただきま

す。 

 ２点目の、防犯カメラ設置についての要望につい

てでありますが、住民会、町内会等での設置の要望

は、現段階ではございません。また、学校やＰＴＡ

からの要望もないものと、教育委員会から聞き及ん

でおります。 

 次に、３点目の、防犯カメラの設置についてであ

りますが、議員御指摘のとおり、地域の防犯環境の

整備は重要なものと考えております。 

 防犯対策については、上富良野町生活安全推進協

議会が、富良野警察署との連携により、地域防犯の

活動をとり進めております。また、通学時において

は、交通指導員の配置や、地域の皆様の御協力によ

ります見守り活動も行われております。 

 御質問の防犯カメラの設置について、現在、富良

野警察署との協議要請で、公共施設には設置してご

ざいますが、通学路などの公の場への設置は、個人

の生活の尊厳やプライバシーにも関わる部分であり

ますので、設置については、これまでどおり、富良

野警察署との連携を図り、検討を進めてまいります

ので、御理解賜りたいと存じます。 

○議長（村上和子君） 次に、教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ８番荒生議員の、通学路

等の防犯カメラ設置に関する御質問のうち、教育委

員会に関わる１点目の通学路の点検に関してお答え

させていただきます。 

 教育委員会では、平成２７年度に、道路管理者、

学校関係者、警察、生活安全推進協議会などで構成

する上富良野町通学路安全推進会議を設置し、定期

的な合同点検や交通安全対策の検討を行い、関係機

関等へ対策を要望するとともに、児童・生徒に対す

る交通安全指導を行ってきております。 

 議員御質問のとおり、令和３年７月に、文部科学

省より、通学路における合同点検の実施についての

通知を受け、同年９月１３日に、上富良野町通学路

安全推進会議を開催し、通学路における交通安全上

の危険箇所の把握と点検を行ったところでありま

す。 

 文部科学省等から示された通学路における合同点

検等実施要領に基づき、各学校が交通安全上の危険

箇所として把握した２０か所について、共通認識を

図りながら、うち５か所について合同点検を行い、

現状と対策を協議し、報告書にまとめたところであ

ります。 

 横断歩道の設置など、警察に要望する箇所と、啓

発看板の設置については、生活安全推進協議会に依

頼するとともに、児童・生徒に対する危険箇所の周

知と交通安全指導を図るよう、学校長に通知したと

ころであります。 

 なお、これらの情報の共有化を図るよう、資料等

はホームページに公開しておりますので、御理解を

賜りたいと存じます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） 私は２年前の９月にも、こ

の行政組織と人事管理について、同じ内容で質問さ

せていただいております。当時は前任の向山町長と

いうことで、斉藤町長就任後は、同じ内容になりま

すが、一部、内容を変えて質疑をさせていただきま

す。 

 また、今質疑に至った経緯に関しましては、第６

次総合計画の主要施策、行財政改革の推進の中の、

町民に期待される主な役割の欄に、町財政改革に対

する関心を高め、評価を行う機会等を活用し、意
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見、提言を行いましょうという、この役割に基づ

き、質問をさせていただきました。 

 では、まず中身に入りますが、質問の１点目、２

点目、共通する部分が多々ありますので、併せて３

点ほど、質問のほうをさせていただきます。 

 まず１点なのですけれども、（２）の６総での職

員研修の充実や人事評価制度の活用による人材の育

成、行政組織・機構の再編、事務事業の見直しなど

などとありますが、これまで具体的にどのように進

めてきたのかという問いに関しては、至ってシンプ

ルに、議員の皆様には既に配付済みの町政運営推進

プラン、こちらで具体的な内容はお示ししておりま

すということでしたが、これは平成３１年から令和

２年、３年と、この取組項目であります組織体制の

強化、サービス向上に向けた組織・機構の検証、見

直しという欄の、目指す姿は当然同じ姿で、３年

間、結構なのですが、取組内容というのは、ほとん

ど３年間、変わっておりません。また、前期、後期

に分けた進捗状況においても、内容はほぼ変わるこ

となく、私が聞きたいのは、要は組織体制の、組織

機構の見直しや検証というのが、この３年間、具体

的にどのような検討を行ってきたか、取組も含め

て、例えば現スタッフ制の見直しを課長会議等で

諮ったりとか、様々な取組内容が、本来、この進捗

状況の中に具体的な取組の内容が書かれていて、初

めて理解は得られるのかなということで考えていま

すけれども、何ら変わりないセンテンスでは、正直

なところ、何を取り組んでいるかというのは分かり

ません。ストレスチェックの実施や、本当に職員の

健診結果の検証というのも非常に大事なことですけ

れども、評価と検証の欄に至っては、３年間、毎

年、ＩＴ業務の分担について課題を挙げ、さらに職

員の健康管理については、高ストレス者が微増傾向

にあることから、声掛け等を行っているというの

は、３年間、ずっと声掛けをしています。 

 このような内容をもとに、やはり細部において、

組織・機構の見直しいうのは、この、要は発表され

たプランの評価ではなく、具体的に庁舎内でどのよ

うな検討がなされたのか、お伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ８番荒生議員の御質問にお

答えいたします。 

 具体的な組織・機構の見直し、そしてスタッフ制

のアンケート結果が出ましたので、それに基づい

て、スタッフ制の評価を含めて、組織・機構をどう

するかということについては、今年の春の組織の中

で、総務課のほうで専門課長を設置いたしまして、

ＩＴ、ＤＸも含めてなのですが、そこで素案をもむ

というか、検討して、まだ全課長、全庁的に検討の

段階にはまだ至っておりませんが、今年の４月から

はそういう形でスタートしております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） ただいまの御説明では、本

年４月から新たな課が設置され、専門課長というこ

とで、ＩＴ・組織機構担当課長、宮下課長が就かれ

たということで、先週の全員協議会の中でも、宮下

課長の仕事内容であるとか、どのようなことに着手

しているのかというのは、副町長からも御説明あり

ましたので、それに関しては、では改めて斉藤町長

の任期中に、これまでの間、スタッフ制を平成１６

年以降、進めてまいりましたが、これまでの間の総

括及び検証を行った上で、例えば従前の係制とかと

いうふうにまた戻るようなことも含めて、機構とし

て今後どうするかというあり方は、宮下課長を中心

に、今後、もんでいくという理解でよろしいでしょ

うか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ８番荒生議員の御質問にお

答えいたします。 

 宮下課長を中心に、これからもんでいくのです

が、私も以前、スタッフ制の反省といいますか、ス

タッフ制を今まで行ってきて、どうなのだというこ

とを、所感を述べさせてもらっております。昔のよ

うな課、係、大係制というのは、当時から比べて、

職員の定数も五、六十人減っていると思います。そ

んな中で、昔の大係制に戻すのはなかなか難しいだ

ろうと。一方で、スタッフ制におきましては、責任

の所在といいますか、人材育成において、なかなか

責任、昔は係長というポストがあったのですが、今

はいきなりというか、主幹まではそういうリーダー

的なポストがないわけで、スタッフ制を行っていく

上では、やはりそういう人材育成がなかなか課題に

なっているというふうに申し述べた記憶が、多分、

申し述べていると思います。それらを解決するよう

な、基本的には大係制には戻れないのだろうけれど

も、スタッフ制をうまくベースにといいますか、今

の体制をベースに、職員の人材育成をどう担ってい

くような組織がいいのかというのは、これからもん

で、全庁的な議論になるのだろうと、このように

思っております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） 先週の全員協議会でも、同

僚議員から、やはり欠員が生じている部署があるで

あるとか、全体的に、御答弁でも書かれていますけ

れども、令和４年２月の時点で、２年前よりも９
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名、職員数が減少しているということで、様々な部

署でいろいろな問題を抱えている中で、やっぱり適

正に人員が配置され、そしてその施設、施設ごと

が、潤沢に町民へのサービス向上に向けて進めるよ

うに、本当に人材は宝です。職員も宝です。残念な

がら今定例会でも、補正予算の中に、当初予定して

いた退職者数よりも人数が上回るということで、さ

らなる追加の補正等もしていますが、こういった情

報により、本当に我々議員も、この機構・体制、大

丈夫なのかなという中で、先週、議論を幾つかさせ

ていただきました。 

 その中で、やはり職員事情が切ないというのが明

確な答弁で表れましたが、現在、欠員が出たポジ

ションに関しては、いわゆる再任用職員であると

か、会計年度任用職員を一定期間だけあてがうこと

で、一人区分にはならずしても、その施設を回して

いかなければならないということで、当然ながら新

年度には、その欠員が出た部署には、新しい相応の

人材が配置されるということで理解しております

が、今回、協議の中で、課題が抽出、しっかりとさ

れました。 

 ちょっと今、課題を並べてみますけれども、冒

頭、申し上げたとおり、人員不足などから、まず欠

員が生じたりしている部署がある。 

 それから、行革による地方交付税を絞られた時代

に、採用を抑制した部分の年代の方々の極めて層の

薄い部分などを含めて、組織・機構が今の人員、少

なくて、しかも年齢層の偏った人員の中で、どのよ

うに機構をつくっていくというのを、本当に真剣に

考えなければならない時期にきているということで

した。 

 それから、そのような背景があり、年齢構造に本

当にいびつな部分が、構造上、生じてしまうという

ことで、本当に早期に、今考えなければならない切

羽詰まった状況であるというということも御答弁で

述べられております。 

 そういったことを総じて課題が出ましたので、や

はり大切なのは、今後、どのように機構を運営して

いくかというところに、解決策をどのように講じる

かというのが非常に難しい問題ではあると思います

けれども、こういった課題解決策の一つで、先ほど

町長も、大係制に戻すのではなく、スタッフ制をさ

らに進化させるような、新しいそういった制度、機

構をつくり上げていくということで御答弁をいただ

きましたので、本当に喫緊の課題だと、我々も心配

をしておりますので、申し上げますが、しっかりと

この先、宮下課長を中心に、組織をまとめ上げてい

ただくということで、力強い御答弁を願います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ８番荒生議員の御質問にお

答えいたします。 

 ほぼ荒生議員のおっしゃるとおりで、どちらかと

いうとエールを送ってもらったような感じでもあり

ますが、私のほうから答弁させていただきますと、

９名の減というのは、何も行政改革のために人件費

を削っているわけではなくて、本当に看護職等の専

門職もいますが、一般職も含めて、なかなか集まら

ないという現状があります。これは早急に、年齢構

造のいびつさもありますが、とりあえず一般職につ

いては、年に一度、町村会を通じた職員採用試験で

すので、その間は、やはりおっしゃられるとおり、

会計年度職員等を充てて、とりあえずといいますか

当面は、３月、年度いっぱいは乗り切って、４月に

向けて採用を頑張ってしていかなければならない、

応募してもらえるような町になって、新しい職員を

受け入れなければならないのかなと、このように

思っております。 

 専門職については、なかなか免許職員といいます

か、看護、介護職員については、随時募集しており

ますが、なかなかハローワーク等が防災無線では募

集、集まりませんので、こちらは随時、募集してお

りますので、新たなあっせん等、看護師等の専門職

を紹介する業者なども利用、背に腹はかえられない

状況というのはあると思いますので、こちらのほう

も活用しながら、できるだけ早く人材を確保してい

きたい、このように思っております。 

 一番最初にしなければならないのは、やはりマン

パワーが不足して、欠員が生じていますので、そこ

を埋めるということ、そして二次的に、やはり議員

おっしゃっているとおり、年齢構造がいびつになっ

ておりますので、かなり今の３０代の後半ぐらいの

ところ、ちょうど採用を控えていた時代の年齢層が

ありまして、そこがいないと、そこはちょうど次の

主幹ぐらいの年齢ですので、そこがいないと、やは

り組織としてかなり痛手でありますので、それを解

決するための方策も同時にしっかりと考えて、新し

い組織、どういうものが、体制がいいのかというの

はしっかり考えていきたいと、このように思ってお

ります。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） 御理解させていただきまし

た。 

 ３点目の定年延長に関しての進捗状況に関しまし

ては、鋭意、１２月定例会の条例改正に向けて作業

中ということで、特段の再質問はございませんが、

一歩先行的に、札幌とかそういった自治体は、早期
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に、対象年齢であろう職員に丁寧な説明も施してい

るといった情報も得ておりますので、今後、対象職

員の方々、これから２０３１年度に向けて、まだま

だ年数はありますけれども、段階的にということで

すので、条例改正も作業も終わり、その後、しっか

りと、来年に制度が移行するまでの間に、ぜひ職員

に対しての丁寧な説明を求め、さらに、先ほどの質

問に戻りますけれども、やっぱり役場組織そのもの

が、職員一人一人がやりがいを持って定年まで、で

きれば長く、この町の町民のサービスのために関

わっていただけるよう、人を育てていただくという

ことも重ねてお願い申し上げ、防犯カメラのほうに

質疑を移したいと思います。 

 まず、教育長のほうからお伺いいたしますが、御

答弁の中で、令和３年度の全国一斉点検結果報告に

関しては、ホームページからダウンロードしまし

て、２ページにわたる、この合同点検で５ポイント

抽出された、その場所においてのそれぞれの要望で

あるとか対策というのは、詳細がこちらに明記され

ておりますので、こちらの内容に関しては、特段、

お伺いはしないつもりではいるのですけれども、残

念ながら２枚目の下に、要望とか対策とかというの

はありながら、一方で、警察や道路管理者の情報か

ら、歩道や信号機の新設は実現困難な対策であるた

めとか、わりと対策とか要望の考え方、ネガティブ

なセンテンスが非常に多く目立ちます。もちろん、

今後、交通安全指導員の皆様の配置であるとか、注

意喚起の標識等、対策として講じるよう強く要望す

ると書いておりますので、引き続き町長も教育長も

関連になりますので、できないかもしれませんが、

例えばスクールゾーンの設定とかというのは、本当

に自治体レベルでできるということで伺っておりま

すので、そのように、合同点検結果の総括をした中

で、今後も諦めずに、強く要望活動を行っていただ

ければと思います。 

 そんな中で、記録を調べますと、本当に国も勝手

だなと思うのが、大きな事故があって、初めて全国

一斉点検ということで、遡りますと、前回の全国一

斉点検は平成３０年に、ある事故を受け、行われて

おります。間が３年、４年あきましたけれども、実

態として確認したいのですが、町独自で、毎年こう

いった通学路の点検作業というのは行っているので

しょうか、お伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ８番荒生議員の、通学路

の点検についての御質問にお答えさせていただきま

す。 

 今回、御質問にお答えしたとおり、うちの協議会

自体は２７年度に設立をしておりますが、この経過

につきましては、実は国のほうから、平成２４年以

降、登下校中における児童等への列に自動車が突っ

込むというような事故が多発しており、大変痛まし

い事故が発生しているという認識から、２４年の５

月には、文部省が一斉に通学路の交通安全の確保の

徹底について周知をしてございます。それを受け、

文科省、国交省、警察庁の３庁におきまして、全国

における地域における推進体制の構築を求めるとい

うことで通知され、道におきましても、学校教育局

からの通知におきまして、私ども教育委員会のほう

に、通学路の交通安全の確保に向けた着実な効果的

な取組の推進ということで、現在の推進協議会を設

置した経過がございます。 

 議員御質問のとおり、実は平成３０年にも一斉の

通知が起きたのは、皆様も御存じかと思いますが、

ブロック塀が倒壊し、それの下敷きになった痛まし

い事故が国内において発生しました。このときも、

３０年におきまして、町内における交通安全推進会

議の中で、ブロック塀の回している自宅が結構町内

にもありますので、その危険箇所について、全町的

に点検も行ってございます。 

 町の通学路安全推進会議につきましては、年１

回、開催をしておりましたが、実は新型コロナの感

染拡大を防ぐため、令和元年と２年度の２か年だけ

は開催には至ってございませんでしたが、それ以外

の平成２７年から令和３年度までは、既に６回の定

期点検を行ってきている状況でございます。 

 また、今年度につきましても、各関係機関と日程

を調整し、今年度に対する通学路の交通安全につき

ましては、昨年度までの要望等の確認もしながら、

なかなか信号機、交通安全のスクールゾーン等につ

きましては、なかなか、要望を出しておりますが、

その実現には至っておりませんが、やはり皆様と共

通認識を持ち、やっぱり地域の方とともに、町の交

通安全を守っていくことが私どもの使命というふう

に考えておりますので、この会議については継続し

ていく考えでおります。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） 確認のほうをさせていただ

きましたので、教育長には、１点目の質問で、答弁

は最後になると思いますが、今回、通学路等の防

犯カメラ設置についてということで質疑をさせてい

ただいております。教育長は、私の質問に対して、

防犯カメラ設置の必要性に関して、どのような認識

をお持ちか、確認させていただき、教育長に対して

の質疑は終えたいと思います。 

○議長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ８番荒生議員の、防犯カ
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メラの設置に対する教育長としての御答弁について

御質問受けましたので、私のほうからお答えさせて

いただきます。 

 既に防犯カメラ等の設置については、町長のほう

から御答弁申し上げておりますので、私も町長同様

の考え方ではございます。 

 ただ、町長のほうからも答弁されておりました

が、今、大変治安的には、防犯等については、やは

り私たちも危機感を持って、田舎なので大丈夫とい

うことはもうないと、町民の方にも、いつも玄関の

施錠、あと、車庫のシャッターとかも必ず閉めるよ

うにとか、生活安全のほうではかなり防犯等にも注

意されておりますので、私も子どもたちの防犯の対

策としては、やはり公共施設をはじめ学校内におい

ても、やはりそれについては危機管理を持って対応

しなければいけないとは考えておりますが、しか

し、通学路の防犯カメラとなりますと、これは地域

の課題共通にもなりますし、地域の住民の皆様の個

人情報にも関わることになりますので、それは慎重

審議の考え方が必要ではないかと考えております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 途中でございますが、ここ

で暫時休憩とさせていただきたいと思います。また

休憩後、続けさせていただきたいと思います。 

 それでは、暫時休憩といたします。 

 再開は２時１０分からでございます。よろしくお

願いいたします。 

─────────────── 

午後 ２時００分 休憩 

午後 ２時１０分 再開 

─────────────── 

○議長（村上和子君） 休憩前に引き続き、一般質

問を再開いたします。 

 ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） 防犯カメラ設置についての

要望についての御答弁の中に、先ほど教育長の御答

弁にもありましたけれども、やはり公の場での設置

に関しては、個人の生活の尊厳やプライバシーにも

関わるということでしたが、先行的に防犯カメラ設

置を行った自治体の代表自治体として、一つ、東京

の世田谷区の例を挙げると、住民の９割は、通学路

に対しての設置に関しては、ナーバスな意見はな

かったそうです。やはりほかの、以外の、例えば駅

とか、公の場への設置に関しては、やはりプライバ

シー問題とかということには非常に敏感で、そう

いった対応には苦慮したということでありますが、

統計的に、通学路だけは９割の方に御理解をいただ

いたということで、そういった実態があるというこ

とを御承知おきいただきたいのと、２０２０年か

ら、ココロアソビの防犯カメラサービスという事業

を展開している会社がございまして、これはソフト

ドリンクのカンパニーであるコカ・コーラさんやア

サヒ飲料さん、それから、伊藤園さんなどの自動販

売機に防犯カメラを内蔵することによって、設置者

はあくまでもランニングコストの電気代だけという

ことで、一定のラインを通して、自治体のシステム

にその映像がデータが保管されるような、そういっ

たサービスも、富山県ほか、様々な自治体で先行的

に進んでいるようです。初期投資とかランニングコ

ストとかということで、どうしてもイメージ、多額

になるということと、さきに申し上げたナーバスな

部分ということで、プライバシーの問題というのは

確かに重要なことでありますが、そういったことを

丸っきり取っ払えば、このように安易に設置ができ

るという可能性もあるということも聞き及んでいた

だき、今後、所轄の富良野警察署等々と生活安全推

進協議会の皆様と、もし設置の機運が高まるような

ことがあれば、様々なツールを用いて設置が可能で

すので、そういったこれまでの意見を含めて、最

後、町長、今申し上げたとおり、いろいろな形で防

犯カメラ、うちの役場の車にも全部ドライブレコー

ダーつきましたよね。車にはドラレコ、電柱には防

犯カメラではないですけれども、やっぱりもう世の

中がそのような動きになっています。 

 皆さん、御記憶に新しいでしょうが、先般、富山

県の２歳児の男の子が、風呂上がりに家を飛び出し

て、残念ながら結果的にああいうふうになりました

けれども、５００メートル離れた神社の防犯カメラ

が、唯一、彼の足跡をたどれるというところで、報

道にも出ていましたけれども、事故の発生後、やっ

ぱり頼りになるのは防犯カメラかドライブレコー

ダー、その映像に、捜査上、頼らざるを得ないとい

うことで、うちの町の人口規模とか生徒数とかとい

うことにおいて、田舎町だからということとは別

に、本当に声掛け事案も、今年になってから、う

ち、娘が小学生なのですけれども、２件、実際に起

こっています。たまたま吹上線の道路沿いで、ガー

ドマンの方がいたということで、連れ去りというこ

とには至らなかったのですけれども、これは事実と

して、ＰＴＡは承知しております。田舎だからない

とかということではなくて、事故は、また、こう

いった事件は、どこでも起こり得る可能性はありま

す。 

 そういったことも含めて、町長、最後に防犯カメ

ラ設置についての見解を述べて、質疑を終わらせて

いただきます。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 
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○町長（斉藤 繁君） ８番荒生議員の御質問にお

答えいたします。 

 防犯カメラが非常に有効であるというのは皆さん

御承知のとおりかと思います。なかなか防犯カメラ

を通学路、道路を真正面からというのはなかなか難

しくて、例えばコンビニなどは、店内を映してい

て、一部、道路が移っているとか、基本的には店内

の防犯なのですよね。あと、多分、先ほども議員が

おっしゃったとおり、世田谷区の成城モデルは、自

分の家を映しているのです。一部、道路は映ってい

るのですけれども、そういうふうに、なかなか真正

面から公道を映すと、プライバシーの侵害になるの

で、そういう補間するものが多ければ多いほどいい

のかなということで、議員御指摘のとおり、公用車

にはドライブレコーダーを設置しております。これ

も警察のほうから要請があって、もちろん事故の原

因究明というのもありますが、もう一つは防犯上

の、よくテレビなどでも、ドライブレコーダーに

映った何かというのはよく出ると思います。これら

を補間して、あともう一つ、公共の施設の駐車場な

ども防犯カメラで、それは可能ですので、道路では

ない、普通の本当の防犯上の、そういうもので通学

路などを補間していく方法はこれからも検討してい

かなければならないのかなというふうに考えており

ます。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） よろしいですか。 

○８番（荒生博一君） はい。 

○議長（村上和子君） 以上をもちまして、８番荒

生博一君の一般質問を終了いたします。 

 次に、７番米沢義英君の発言を許します。 

○７番（米沢義英君） さきに通告してあります点

について質問いたします。 

 １番目には、脱炭素社会の取組についてお伺いい

たします。 

 今、世界的にも、気候変動による脅威と被害は、

日本でも経験したことがない豪雨や暴風、猛暑な

ど、極めて深刻な事態になっております。町におい

ても、類似する現象が見られるという状況。 

 今、２０３０年までに、世界が、日本が、大気中

の二酸化炭素の排出量を減らす取組が、町において

も、地域省エネルギー、新エネルギーというビジョ

ンに基づいて取り組まれており、各自治体でも進め

られています。 

 町においても、脱炭素社会宣言をしましたが、二

酸化炭素削減の具体策が必ずしも明確ではないと考

えます。 

 今後の取組について、次の点についてお伺いいた

します。 

 １番目には、行政、産業、民生、家庭部門におい

て、再生エネルギーの活用や、省エネルギーの推進

とありますが、リフォーム、省エネ機器など、購入

時の支援策の強化や、また、時と場合においては、

住民参加と合意などが当然必要かと考えますが、こ

の点について、具体策についてお伺いいたします。 

 二つ目には、町において、脱炭素社会を進める上

で、どのような再生可能エネルギーの活用をしてい

るのか、伺います。 

 さらにまた、国や道の財政等援助と、専門的な支

援が必要不可欠と考えますが、今後の対応等につい

てお伺いいたします。 

 ３番目には、脱炭素化、再生エネルギーの推進

は、生活水準や経済の悪化や停滞ではなく、雇用、

産業、技術の創出と地域の活性化につながり、地域

経済の活性化につながるものと考えますが、この点

についての町長の見解を求めます。 

 次に、物価高騰から暮らしを守る政策についてお

伺いいたします。 

 今、急激な物価の高騰が町民の暮らしを直撃して

います。衣服、食料費や電気料金、建設資材、農業

資材など、多くのものの価格が値上がり傾向にあ

り、今後、この９月以降の食品だけ見ても、値上げ

が予定されているのは約８,０００品目に上るとさ

れています。 

 また、北海道新聞等、一部新聞報道等によれば、

物価高の負担試算では、年約１５万円増とありま

す。 

 今、賃金の改善が一部見られますが、まだまだ十

分とは言えません。 

 また、最近では、公的年金は減額で、負担増の限

界を超える状況にあります。 

 暮らしを守る支援策がどうしても必要と考えます

が、次の点についてお伺いいたします。 

 １番目には、近年、農業においては、水田活用交

付金の見直しや、農業用の肥料、資材などの高騰を

受け、この間、今後、国などの支援があると聞きま

すが、その内容について伺います。 

 また、農業者の厳しい状況を考えれば、町独自の

支援策についても必要と考えますが、この点につい

ての対応についてもお伺いいたします。 

 ２番目には、帝国データバンクの調査では、主要

食費、年内平均４％の値上げ、総務省統計調査で

は、食料品支出では５万６,０００円増加するとあ

り、収入の少ない世帯ほど影響を受けるとされてい

ます。生活における負担増は、もう既に限界を超え

るものと考えます。 

 この間、町においては、地方創生交付金などを活

用した支援策を講じてきましたが、支援制度の対象
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外となった人もいます。今、求められているのは、

踏み込んだ支援策がまだまだ必要だということでは

ないでしょうか。 

 一部自治体では、上下水道料の軽減や、現金給付

などを実施する自治体もあり、今後、町においても

具体策を検討すべきと考えますが、どのように対応

されるのか、この点についてお伺いいたします。 

 次に、中学校入学時における制服の購入費用負担

軽減について、教育長に答弁を求めます。 

 教育費の負担は、今、家計に大きな負担を求める

という状況になっています。３月定例会では、給食

費、修学旅行費など、保護者負担の現状について質

問した答弁に対しては、小学校で約７万７,０００

円、中学校で約１２万円となると述べております。

負担の重さを感じるものでした。義務教育は、これ

を無償とすると述べておりますが、現状では、大き

な隔たりがあると考えます。 

 教育費の負担は、とりわけ新入学時における負

担、学年が上がるごとに保護者負担も増える現状に

あり、入学時の制服や指定ジャージ購入における費

用は、男子で約６万７,０００円、女子で、セー

ラー服では５万５,０００円、それぞれ若干差があ

りますが、高額となっているのが状況であります。

さらに、ここに部活動などに関わる購入経費などを

合わせると、さらに負担が増える傾向にあることが

見受けられ、この点においても、町独自の無償化な

ど、軽減の対策を実施する必要があると考えます

が、この点についての教育長の見解を求めます。 

 次に、給食センターについてお伺いいたします。 

 給食センターが設置されて約四十数年、５０年近

くになろうとしています。設置基準を満たした施設

で、今、徹底した安全管理のもとで、調理などの衛

生管理はされていますが、施設の老朽化が進み、室

内に砂ぼこりや蜂が入る、あるいは給食に異物が混

入する、調理員の身分は会計年度の職員という状

況、また、床はドライ方式でないため、滑る、休憩

場所も狭く、密になる、空調が悪いため、調理員が

狭隘な中で汗だくの作業という状況で、今、床がド

ライ方式でないために、本当に滑って大変だとい

う、この劣悪な環境で作業をしなければならない状

況にあります。 

 次の点について伺います。 

 老朽化している給食センターの現状と、施設の維

持管理計画や、今後の対応について伺います。 

 ２番目に、調理員が作業中に起きたけがなどの件

数及び食品の異物の混入状況についてもお伺いいた

します。 

 以上、町長及び教育長に答弁を求めるものであり

ます。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番米沢議員の、脱炭素社

会の取組に関する３点の御質問にお答えさせていた

だきます。 

 まず１点目の、支援策の強化ついてであります

が、脱炭素社会実現の温室効果ガスの排出量と吸収

量を均衡にし、実質ゼロを目指す取組を行うため、

企業をはじめ家庭でも、自ら取組を行っていかなけ

ればなりません。その中で、排出量を減らす取組も

当然ながら吸収量を増やす取組と並行して実施すべ

きものと考えています。 

 企業及び家庭での排出量削減の取組を行った場合

についても、それについての支援策も、今後、必要

なものと考えております。 

 上富良野町をはじめとする北海道では、１年の半

分は暖房を使用することもあり、個々の対応では、

２０５０年までのカーボンニュートラル実現は難し

いものと考えますので、全体を見据えながら、議員

が御指摘の住居改修等の対策の支援も、今後、施策

の一つとして検討していかなければならないものと

考えております。 

 また、再生エネルギー等の導入時に、環境影響を

及ぼすなどの懸念がある場合は、周辺住民との合意

形成は必須であり、その対処につきましても、行政

として行っていかなければならないものと考えてお

りますので、御理解いただきたいと存じます。 

 次に、２点目の再生可能エネルギーの活用と財政

及び専門支援についてでありますが、まず、現段階

では、地中熱や太陽光などの既存の再生可能エネル

ギーについては積極的に活用、導入を図り、そのほ

かの再生可能エネルギーについても、可能な場合は

活用を図っていきたいと考えています。 

 また、国や道の支援策については、積極的に活用

していきたいものと考えており、必要に応じて町独

自の支援策も検討してまいりたいと考えています。 

 また、議員御指摘のとおり、我々は専門的知識を

有しておりませんので、必要に応じてアドバイスや

助言を求めるためにも、専門的知識や技術を有する

事業者等に支援を依頼することなども、今後、視野

に入れ、検討を行ってまいりますので、御理解いた

だきたいと存じます。 

 次に、３点目の地域経済の活性化についてであり

ますが、この点については、２点目の回答にもあり

ましたとおり、人材の確保や、新エネルギー、再生

可能エネルギーの利用により、技術の創出や雇用の

拡大につながる可能性もあるものと考えていますの

で、今後も積極的に推進してまいりたいと存じま

す。 

 物価高騰から暮らしを守る政策に関する２点の御
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質問にお答えさせていただきます。 

 まず１点目の、農業用の肥料、資材などの高騰に

対する国からの支援につきましては、本年度、国の

予備費において、肥料価格高騰対策事業が創設さ

れ、その実施要綱が示されたところです。 

 肥料価格の高騰による農業経営への影響緩和のた

め、化学肥料の低減に向けて取り組む農業者に対

し、令和４年６月から令和５年５月に購入した肥料

が対象となり、前年度から増加した肥料費につい

て、その７割を支援金として交付を受けるもので

す。 

 国が認定した道協議会が事業実施主体となり、農

協や肥料販売店などが取組実施者となり、農業者の

方の申請を取りまとめて申請します。 

 また、北海道においても、地方創生臨時交付金を

財源として、６月定例道議会において、化学肥料購

入支援金分として約２１億円の補正予算が可決さ

れ、化学肥料１トン当たり３,１２５円上限の助成

を行うとしているところであります。 

 町としましても、国及び道の支援策の詳細につい

て確認し、町独自の支援策について検討を行ってい

るところでございますので、御理解を賜りたいと存

じます。 

 次に、２点目の、町の支援制度の対象外となった

住民の方への支援策についてでありますが、さきの

第４回町議会臨時会において、コロナ禍における原

油価格・物価高騰等に直面する生活に困っている住

民の方々や事業者の負担を軽減する支援を実施する

ための独自支援策につきまして、様々な視点から検

討を重ね、具体的な対応について、国・道の支援策

等を考慮しつつ、一般会計補正予算を上程させてい

ただき、議決いただいたところであります。 

 原油価格・物価高騰等総合緊急対策事業、高齢者

世帯等生活支援事業、臨時福祉生活支援事業につき

ましては、議員御指摘のとおり、支給の対象者が限

定されたものとなっておりますが、物価高騰等に直

面する、真に生活に困っている方々へのきめ細やか

な事業となっていることと考えております。 

 また、キャッシュレス化推進事業による指定の電

子マネー使用に伴うポイントの付与、年末に向けた

プレミアムつき商品券発行事業につきましては、対

象を限定することなく、住民の方々、何らかの業を

営む個人または法人等を対象に実施することで、さ

らなる支援強化となることを期待しているところで

あります。 

 燃料にとどまらず、各種の生活必需品、食料品の

高騰が住民の皆様に大きな影響を与えていることは

十分認識しております。今後も具体的な対応につき

ましては、国・道の支援策等を注視しながら、可能

な限り必要な措置を講じてまいりたいと考えており

ますので、御理解いただきたいと存じます。 

○議長（村上和子君） 次に、教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ７番米沢議員の３項目め

と４項目めの御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、３項目めの中学校入学時における制服購入

費用の軽減に関する御質問にお答えさせていただき

ます。 

 義務教育に関しましては、法律に基づき、授業料

は無償になっており、義務教育教科書無償給与制度

に基づき、その使用する全教科の教科書も無償で配

布されているところであります。それ以外の学用品

などについては、無償の対象ではなく、それぞれ保

護者が負担することが基本となっているところであ

ります。 

 議員御質問の、制服、指定ジャージの購入費用で

ありますが、上富良野中学校の入学説明会で示され

ているものは、制服と指定ジャージ上下、夏に着用

するハーフパンツ、校章で、それらをそろえると、

男子では３万７,５５０円から、女子では４万８,０

７０円からとなっているところであります。これ以

外には、副教材、実習材料などの学校納付金が示さ

れております。 

 さきに申し上げましたとおり、義務教育に関わる

費用は、国が責任を持って負担する以外は、保護者

において対応いただくことが基本と考えるところで

ありますことから、無償化を図る考えは、現在、持

ち得ていないところであります。 

 なお、経済的理由により、就学が困難と認められ

る家庭に対しましては、就学援助制度に基づき、所

要の支給を行っておりますので、御理解を賜りたい

と存じます。 

 次に、４項目めの、給食センターに関する２点の

御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、上富良野町学校給食センターの運営であり

ますが、平成２１年４月より、富良野広域連合学校

給食共同調理場設置条例に基づき、設置、管理運営

しているところでありますので、私からは、管理者

であります富良野広域連合教育委員会事務局及び上

富良野学校給食センターに確認しました事項につい

てお答えさせていただきます。 

 議員御承知のとおり、上富良野学校給食センター

につきましては、昭和５４年１２月建設から４２年

が経過しており、現在、町内小中学校の児童・生

徒、教職員及び上富良野高校の希望者に対し、年間

１９０日、１日当たり約９４０食を供給している状

況にあります。 

 １点目の、施設の現状でありますが、建設から４

２年の建物でありますことから、躯体及び設備につ
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いては、老朽化が見られるところであり、その状況

に応じ、年次的に改修整備を進めながら、施設の機

能維持を図っているところであります。 

 維持管理計画と今後の対応でありますが、施設の

維持管理に必要な事項は、町の予算にも大きく関わ

りますことから、町総合計画実施計画に位置づけす

ることとしており、中長期的な維持管理に関する計

画は、現在のところ持ち得ておりませんが、富良野

広域連合第３次広域計画（平成３１年度から令和５

年度）が５年ごとに見直すこととなっておりますの

で、今後、次期の計画に向けて検討、協議がされる

ものと認識しております。 

 ２点目の、作業中に起きたけがの件数であります

が、令和４年度８月までには、労災補償保険の対象

になったものは２件であり、作業中の転倒と、包丁

による指の切創であり、また、給食の異物の混入状

況につきましては、ビニール破片など、４件の混入

が報告されております。 

 いずれにしましても、令和４年度富良野広域連合

行政執行方針に基づき、学校給食衛生管理基準を遵

守し、給食業務従事者の研修などを進める中、調理

業務における細心の注意を払い、安全で安心なおい

しい学校給食を安定的に供給するよう努めていくこ

とが重要と認識しておりますので、引き続き施設管

理運営者と情報共有を図ってまいりますので、御理

解を賜りたいと存じます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） 脱炭素社会の取組、この点

からまずお伺いしたいと思います。 

 町では、当然、２０３０年度、将来的には２０５

０年のゼロカーボンに向けた計画に基づいて取組が

現状では進められているということは認識しており

ます。 

 ただ、この計画等が、この間もパブリックコメン

ト等も行われて、住民の意見もいろいろ聞きながら

設置されたということも分かっております。 

 ただ、町の人たちのいろいろ聞きましたら、なか

なかその取組等がよく分からないのだというような

声も、全部ではありませんが、あります。 

 そういう意味では、きちっとした上富良野町でゼ

ロカーボンに向けた、脱炭素社会に向けた取組を、

現時点ではどのようにしているのかというところ

を、まず明確にしていく必要があると思いますが、

この点について、まずはお伺いしておきたいと思い

ます。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番米沢議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 現時点で、２０５０年までのカーボンニュートラ

ル、ゼロカーボンに向けての町の取組といたしまし

ては、まず一つは、従来から引き続いておりますＣ

Ｏ２の削減、これは省エネルギーなのですが、これ

によって炭素の排出量、二酸化炭素の排出量を減ら

すというのが従来から続いておりまして、これをま

ず継続していきます。 

 プラス、カーボンニュートラル、ゼロカーボンに

するために何が必要かというのは、まだ今後、まだ

決めておりません、何に取り組むかというのは。 

 ただ、取り組むに当たっては、今まで取り組んで

きた省エネルギーもそうなのですが、新たにカーボ

ンニュートラル、ゼロカーボンのために、これに取

り組みます、あれに取り組みますということは、必

ず住民の方に分かりやすいように、何でこれを取り

組むのだろうという目的が、将来の脱炭素、これを

目指しているのですというふうに結びつけて、しっ

かりと説明して、将来的には進んでいかなければな

らないと、このように思っております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） あわせてお伺いいたします

が、この地域エネルギーの計画を見ましたら、数々

のいろいろな、融雪だとか、太陽光だとか、新エネ

ルギーの可能性について明記されております。町の

具体的な新エネルギーや再生可能エネルギーの柱

は、どういう形でそれを中心にして、全般なのだろ

うと思ってこれを読んでおりますが、どういう形で

改めて推進していくのかということをお伺いいたし

ます。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番米沢議員の御質問にお

答えいたします。 

 再生可能エネルギーの柱といいますか、現在、町

で利用可能なといいますか、提供できる、皆さんが

利用できるようなものというのは、答弁させていた

だきました、太陽光発電と、あとは地中熱のヒート

ポンプ、これが今のところは柱となっております。

そのほか、太陽光を使って、ベースは太陽光だと思

いますが、それを蓄電池で電気をためるということ

も、今、技術的には可能ですので、それらについ

て、バッテリーでエネルギーをためるということ

は、まだ役場としてはやってはいませんが、太陽光

と地中熱だけですが、今のところは考えられるのは

それで、それ以外の、いろいろ将来可能な再生、脱

炭素のエネルギー源といいますか、水素とか、いろ

いろメディアを騒がせておりますが、なかなかこの

辺の技術というのは、市町村レベルではどうもなり
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ませんで、やっぱり国といいますか、大企業の技術

革新によるところが大きいので、それを待っている

段階で、現在では太陽光と、再生可能エネルギーと

してはヒートポンプ、あと、エネルギーとしてはそ

うですが、個人の家の断熱などを含めて、それを中

心に、柱としては、それが建てつけの柱になってい

るかと思っております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） そうしますと、この計画で

は、そういうものをさらに前へ進めるためには、ど

ういう排出量がどの産業の部門で多いのか、少ない

のかということが、当然、問われてきます。 

 この説明書では、家庭からの排出量というのは、

１３年度対比で、１７年度は、若干ですが減ってい

るという傾向、ほぼ変わらない状態という形になっ

ております。産業・業務と運輸を見ますと、部分的

には家庭から見れば少なくなっておりますが、合わ

せれば、当然、家庭よりも排出量が多いという状況

になっております。 

 このことを考えたときに、これを後押しできる、

やはり削減のために、何らかの財政支援が当然必要

になってくるのだというふうに思います。 

 ただ、私たち、見ますと、国の一定の、道の部分

だとか、公共施設に対する支援制度もありますが、

まだまだやっぱり足りないという状況があります。 

 そうしますと、当然、やはり町の人たちが、やっ

ぱり脱炭素ということで、削減や吸収のための施策

を展開しようとするのであれば、お願いしようとす

るのであれば、こういったところに対する啓蒙・啓

発も含めて、やっぱり体験型の、そういったやはり

削減の、体験型のそういった事業を進めるというこ

とも含めて必要になりますが、何よりも今、太陽光

など、あるいは新築の家を建てる場合に、断熱な

ど、いろいろ方法がありまして、それに対する支援

策というのがもっと充実させなければならないので

はないかと。そういう形の中で、やっぱり後押しで

きる政策を町がつくるということが、さらに、今も

しています、全くしていないということではありま

せんが、そういうものも含めて、やっぱり形づくっ

ていくということが大切だと思いますが、こういっ

た点で、町長は、もう一度確認いたしますが、リ

フォームだとかそういったところの、２０万円限度

だとか、いろいろありますが、やはりこういった具

体的なところを見直して、やはり後押し、前へ進め

るような政策が必要だと思いますが、この点につい

てお伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番米沢議員の御質問にお

答えいたします。 

 リフォームについて助成する、断熱効果アップに

ついて助成するというのは、現在、上限が２０万

円、確かそれがあるのですが、それは毎年、固定で

はなくて、毎年毎年、予算査定のときに、どういう

ものがいいのか、ほかにメニューはないのかという

のは調査、研究して計上しておりますし、今後もそ

れは続けていって、効果的な削減につながるように

取り組んでいきたいと、このように思っておりま

す。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） ぜひその点の、やっぱり改

善が必要だというふうに思いますので、ぜひ諸制度

を見直していただいて、再構築していただきたいと

いうふうに思っています。 

 とりわけ、地域の新エネ、再エネという形の中

で、やっぱり今、問われているのは、やっぱり地域

経済の活性化、あるいは人材確保だとか、やっぱり

新しい企業を創出して雇用を生み出すという、こう

いったものと一体的にならなければならないのです

が、なかなか厳しい環境は、実際、いろいろお話聞

いたらあります。ただ、いろいろな企業が努力しな

がら、そういったものチャレンジする、あるいは後

押しできるような、そういった政策も、町として対

策を講じなければならないというふうに思います

が、この点、再度確認いたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番米沢議員の御質問にお

答えいたします。 

 排出量を減らすといいますか、ゼロにするには、

吸収する分も含めて当然考えていかなければならな

いと思っております。新しい産業といいますか、技

術的な再生可能エネルギーに関する事業所などがダ

イレクトに来れば、それはそれですばらしいことな

のですが、それ以外にも、二酸化炭素を減らすため

に、森林の活用ですとか、農地、植物の育成とか栽

培の維持というのは、これも二酸化炭素を吸収する

上では非常に重要なことだと思っておりますし、産

業に結びつくものと考えておりますので、この辺も

含めて、十分に検討していきたいと、調査、研究し

ていきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） 町長はこの点について、イ

メージとしてどういうイメージで、この上富良野町
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で当てはめれば、どういった産業等が当てはまっ

て、育っていく可能性があるのかなというふうに、

どういうふうに思っておられるのか、この点、お伺

いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番米沢議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 やはりなかなか新技術というのは想像もつかない

のですが、やはり今、既存のものでというと、やっ

ぱり農村地帯ですので、農業、これを守っていく、

農地を守っていくというのは、まず一番最初にやっ

ぱりイメージとしてありますし、そのほか、一般の

町民の方々の取組としては、無駄をなくす、食品ロ

スをなくすとか、ごみの減量とか、プラごみを減ら

すとか、そういう町民の取組も、これは事業化とは

直接結びつかないかもしれませんが、そういった取

組、クリーンなまちづくりといいますか、そういう

ものがまず第一にはイメージとして頭に浮かんでき

ます。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） いろいろ考えなければなら

ない部分で、やっぱり自治体の想像の分野なのだと

思います。今、始まったばかりでありますが、た

だ、やはり同僚のいろいろな議員の方や、他のまち

の人に聞いても、ジオパークや農業と結びつけたク

リーンなイメージをもっと膨らませる必要があるの

でないかだとか、いろいろあります。そういった意

味では、未来を創造するという、ちょっと大きな話

になりますが、それは近い将来、身近な問題とし

て、やっぱりつくり上げていく、まちづくりの新し

い要素になって、今、この時代ですから、きている

部分があると思うのです。そういう意味で、きっち

りとした、やっぱり構想、そういうものをつくりな

がら進めていく必要があると思いますが、確認いた

します。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番米沢議員の御質問にお

答えいたします。 

 そのようなクリーンなイメージを持ちながらまち

づくりを進めていくというのは非常に重要なことだ

と思いますので、何らかの計画なり、何かの言葉に

していかなければならないのかなというふうに、ど

こにどういうふうに、ＣＯ２削減のほうにダイレク

トに入れていくのか、それとももっと総計などに一

言入れたらいいのかというのは、今後、検討、研究

して、そういうイメージをつくり出すような言葉と

して、皆さんにお知らせ、意識されるようなまちづ

くり、計画づくりといいますか、スローガンも含め

て、そういうのはどこかの時点で知恵を絞っていか

なければならないのかなというふうに思っておりま

す。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） ぜひこの分野の、町のやは

りつくるイメージをさらに膨らませていただいて、

計画を持ちながら進めていただきたいと思います。 

 次に、物価高騰に対する住民の暮らしをやっぱり

支えるという問題であります。 

 町長、御存じのように、連日、新聞やテレビ報道

等で、やはりこの９月以降、さらに食料品を含めた

多くのものが値上がりするという状況が報道される

という状況になっております。 

 とりわけ質問したい第１点目としては、農業用資

材の飼料や肥料の高騰の問題についてお伺いいたし

ます。 

 答弁でもありましたが、一定、国の支援策等とい

うのがあります。非常に農家の人に聞きましたら、

確かにこういった支援策があれば助かるという話も

あります。ただ、あわせて危惧されるのは、利益率

が下がってしまうのではないかと。 

 さらにもう１点は、減農薬といっても、やっぱり

いろいろと地力だとか、やっぱり価格だとか経営を

見た場合に、なかなか思うように、減農薬等には関

心を持っているし、この間も実施してきたと。た

だ、やっぱり機械的にいかない部分もあるというよ

うな話があります。 

 そこで、単刀直入に伺いますが、町長は、この農

業者の現状というのはどのようにお考えなのか、お

伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番米沢議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 農業者の現状についての御質問ですが、化学肥料

等、価格高騰の状況下でのことかと思います。非常

に化学肥料が高騰して、厳しい状況であるというの

は認識しております。議員おっしゃるとおり、経費

が増せば利益率が下がるというのは当然のことなの

ですが、それに対して、将来的にどうなるのかとい

う不安を抱えている方々も多いのではないかなとい

うふうに思っております。ただ、一時的なセーフ

ティーネットといいますか、緊急的なことは、私も

答弁させていただきました。国とあわせて、何か考

えていきたいと考えておりますが、何年も、５年、

１０年と、これが長く続くと、市町村で、地方自治

体でこれを維持するのは、なかなか本当に難しい、

非常に困難だと思います。この辺は、当然、国の農

政が動いてくれないと、地方は全然そういう財政力
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がございませんので、この辺はしっかりと機を捉え

て、適切に、関係機関と力を合わせて、国のほうに

はしっかりと要望はしていかなければならないもの

だと認識しております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） ここで、暫時休憩とさせて

いただきます。 

 再開は、３時１０分といたします。 

─────────────── 

午後 ３時０１分 休憩 

午後 ３時１０分 再開 

─────────────── 

○議長（村上和子君） 休憩前に引き続き、一般質

問を再開いたします。 

 ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） これは空知管内のちょっと

資料をいただいたのですが、２２年度対比で、２０

０袋ぐらいとして代金を精算したら、ほぼ３０万円

ぐらい値上がりしているという形になると。そのう

ち、この補助金が約２０万円ぐらい来るという形

で、そういう話をちょっと資料としていただきまし

た。 

 そういう意味で、支援策というのは、一定部分、

支援ということで、ありがたい話ですが、このほか

に、まだ価格変動などありますし、資材等の値上が

り等がありますので、やっぱりこういうことを考え

たときに、やはり基幹産業である上富良野町の農業

をしっかりと支えるという点でも、町独自の支援策

をこれに上乗せして行うということが絶対必要だと

思うのです。音更町では、作付面積、反当たり１,

０００円補助という形になっているという話も聞き

ました。当別町では、作付面積２０ヘクタール以上

は７万円、それ以下は５万円という形の対策を講じ

るという形の話を聞いております。 

 そういう意味では、町が独自で基金なども、国の

そういう、将来、いつ来るか分かりませんが、コロ

ナ対策の基金もあるかというふうに思いますが、併

せて上乗せして、何らかの早急な対策を私は講じる

べきだというふうに思いますが、町長の見解をお伺

いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番米沢議員の御質問にお

答えいたします。 

 町独自の施策については、どこかで答弁したと思

うのですが、担当に検討するようにというふうに指

示はしております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） ぜひ講じていただきたいと

いうふうに思います。 

 次にお伺いしたいのは、この間、町がコロナ対策

という形の交付金を使いながら、いろいろなプレミ

アム付き商品券等々、給付等、行ってきました。 

 それで、公平感はどうなのかということで、万遍

に何でもいくという社会はありませんけれども、少

しでもやっぱり負担を軽減できるような、支援でき

るような政策というのが非常に大事だというふうに

思います。 

 一部自治体では、前にも申し入れ等で行いました

が、上下水道料の基本額等の負担免除、軽減だと

か、こういうものを行いながら、町の生活している

人たちのやっぱり支援策を行うというのも必要です

し、いろいろ現金給付の方法もあるかと思います

が、例として挙げさせていただきましたが、こう

いったものをいろいろ工夫しながら、今、この物価

高で悩む、苦しんでいる人たちを支えるということ

が必要だと思いますが、確認いたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番米沢議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 この物価高において、町の支援策は数々打ってま

いりまして、その中で、やはり議員もおっしゃると

おり、所得の低い方が、やっぱり低所得者の方の負

担が、やっぱり限界を超えているのではないか。や

はり物価高に耐えられるところと耐えられないとこ

ろは必ず発生してきますので、やはり町としては、

万遍なく皆さんに現金を１０万円とか、国の施策が

ありましたが、そういうものより、やはりセーフ

ティーネットといいますか、もう限界を超えてい

る、年金などは増えないわけですから、そういう方

をまずセーフティーネットとして、物価高の中で、

守っていかなければならないというふうに私も考え

ておりまして、これらの切り口はいろいろ変えなが

ら、低所得、子育てとか、いろいろ切り口を変えな

がら、そして、あるいは経済対策の面もあるプレミ

アムつき商品券の発行などを含めて、いろいろあの

手この手で、町民の皆様の負担軽減、そして産業の

経済活性化につながるような手を講じてきました

し、今後も考えていきたい、調査、研究、検討して

まいりたいと、このように考えております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） ぜひその点、早急に構築し

ていただきたいというふうに思います。 

 次に、中学校の制服の購入等についてお伺いいた

します。 

 今、確かに義務教育という形で、教科書等は無償

の対象になっているかというふうに思います。しか



― 40 ―

し、その定義というのは、あくまでも行政側、国側

の考え方なのかなというふうに思いますし、一般的

には、確かに学校に関わるものでありながら、そう

いったものの軽減がされていない部分もあるわけで

すね。例えば修学旅行費だとか、教材費だとかとい

うのが、前回も質問させていただきましたが、７万

７,０００円、中学校で、平均ですから、若干、

出っ張り、引っ込みはあると思いますが、１２万円

という形になります。 

 そうした場合に、やはり保護者の方が共通して述

べられているのは、こういった部分に対しても、

やっぱり購入時の支援があったらいいねという声

が、実際、あります。これを杓子定規に、義務教育

の負担でないから、現在、考えていないというので

はなくて、そういう現在の、やっぱり生活模様を考

慮した中で、こういった問題も行政というのは考え

ていかなければならないというふうに思いますが、

この点、どのようにお考えですか。義務教育の対象

でないから、将来的にも、今後、変える必要はない

ということでしょうか。 

○議長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ７番米沢議員の、各義務

教育における就学に関わる教科書等、国が負担する

以外のものに関わる、学校に関わる経費の負担につ

いての御質問に対してお答えさせていただきます。 

 私も４月に就任して以来、学校、義務教育の中

で、無償とされるものと、無償とされないで、各家

庭において負担しなければいけないものについて、

今回、勉強させていただいたところでございます。 

 各入学時、あと、１学年ずつの就学時において、

本当にノート等、様々な子どもの成長に合わせたも

ので、年度、年度で購入しなければいけない経費と

いうのがあるということは認識をしております。 

 ただ、今、教育委員会の行政の中では、まず、国

が負担すべきもの、次に、各自治体で負担しなけれ

ばいけないものというふうな、まずルールの規定に

基づいて、私は教育長としての判断をまず一つ、

ルールとして持たなければいけないと考えておりま

す。 

 次に、今、議員、御発言のありました、保護者の

負担感は、これはどのような階層の方たちがその負

担感について述べていらっしゃるのか、私は直接お

伺いはしておりませんが、町の中で、きちっと就学

援助の規定と、特別教育支援に対する補助も制度を

構築しておりますので、本当に教育の中で、受ける

中での格差はあってはならないと私は判断しており

ますので、そういうところで、必要な御家庭には、

制度をもってきちっとした対応をすべきと考えてお

りますことを御理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） そうであるならば、当然、

行政に対しても、こういった部分の支援を求めるな

どしながら、枠を超えて、そういった支援策、負担

軽減策を唱えることも必要だというふうに思いま

す。確かに経済的理由で就学援助等はありますが、

今の社会というのは、この就学援助等もさることな

がら、普通の所得であったとしても、家族構成等に

よっては、本当に生活が大変な状況の世帯というの

が多くあります。総務省の調べでは、やはり所得の

少ない世帯ほど、その負担率というのは、税の負担

も含めて、教育費の負担も含めて、やはりあるとい

うのが実態でありますから、この点、教育委員会と

してぜひ検討する課題だと思いますが、答弁を求め

ます。 

○議長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ７番米沢議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 私も総務省の調査については認知しておりまし

て、やはり収入が少なければ所得も少なく、ただ、

教育に関わる経費につきましては、どの家庭も必要

な経費はかかるというふうに認知しておりますの

で、その割合が、やはり著しく高くなっていること

もお伺いはしております。ただ、生活困窮だからと

いって、何にお金をかけているのか、私が保健福祉

課長時代に経験した中身におきましては、携帯を複

数台持つなど、それぞれの家庭によってお金の使い

道は様々だというふうな生活実態も見えておりま

す。きちっと私ども町が持っているルールをもちま

して、きちっとした皆様に申請手続については十分

周知させていただきまして、教育的な格差が生じな

いような形での援助は今後も続けていきたいと考え

ています。 

 ただ、私が就任して勉強している中では、今、う

ちのある規程の中で、１.２という数字をもちまし

て、町は教育支援の就学援助等の制度についても考

えておりますが、これにつきましては、少し圏域、

あと、管内等の状況も少し勉強していかなければい

けないのかなというふうには、私個人で、今、認識

して、勉強していこうというふうに考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） 偏見でちょっと見ている部

分があるのではないかなと。確かにいろいろな御家

庭があります。だけれども、そういった家庭だけで

はなくて、いろいろな多様な社会の中で、多様な人

たちが生活しているということを踏まえれば、教育
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長としてのやっぱり判断を見誤らないでしていただ

きたいというふうに思いますので、ぜひ検討してい

ただきたいと思います。 

 次に、給食センターの問題についてお伺いいたし

ます。 

 確かにまだ支援が、基準に基づいて調理されて、

安全管理も徹底されております。それでもなおか

つ、やはり異物が混入する、あるいは蜂が入るだと

か、けがをするだとかというような状況になりま

す。この設置基準を当然満たした、安全管理の行き

届いた施設でありますが、現行の基準にしたら、恐

らくこれはもう少し幅がどんどん広くなっていくの

だと思うのです、調理だとか。上富良野というの

は、下処理だとか、やっぱりそういった部分も、何

回も何回も洗って、同じ器を使うだとか、そういう

ぎりぎりのところでやっているというのが現状です

から、そういったことも踏まえて、安全でおいしい

給食をつくる、異物の混入はあってはならないと。

幾ら安全管理を徹底していたとしても、あるのかも

しれませんが、あってはならない施設なのですね。

そういう意味で、今後の修繕計画、広域連合との関

係もありますから、どのように今後、この計画的な

修繕計画を持ちながらもたせるのか、あるいは改築

の方向なども考えていれば、この点、お伺いしたい

と思います。 

○議長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ７番米沢議員の、給食セ

ンターの整備についての御質問にお答えさせていた

だきます。 

 給食センターの設備につきましては、建築から４

２年ということで、大変年数も経過してございま

す。ただ、今、広域連合で運営していただいている

こともありますので、広域連合の計画に基づきまし

て、今現在、進めているところでありますし、ちょ

うど令和５年度が第３次計画の最終年度になりまし

て、そのときの計画の中では、今現在、３給食セン

ターで運営しておりますが、当初、広域連合が設置

したときには、１か所に将来はまとめるというよう

な方向で実は立ち上がってはいたようなのですが、

やはり昨今の食中毒問題、やはり１か所にすること

での課題があるということで、この第３次計画の中

で、今後、将来に向けて、それがどうあるべきなの

かを検討するというふうに、今、書かれております

ので、それも含め、５市町村の中で検討していくべ

き内容だと考えております。 

 ただ、上富良野町は自賄い方式で運営しておりま

すことと、ただいま議員から御発言いただきました

ように、私も就任してから、本当に事故報告がされ

ているということを確認しましたので、これにつき

ましては、現場におうかがいしまして、調理員、栄

養士、所長をはじめ、スタッフとともども、やはり

その動線も確認し、やはり何が今、ここの施設に必

要な整備なのかということも少しきちっと整理を

し、上富良野町としてのもとの整備の考え方につい

て、今現在、持ち合わせておりませんので、今後、

その整備についても協議に着手したいと考えており

ますので、御理解を賜りたいと存じます。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 以上をもちまして、７番米

沢義英君の一般質問を終了いたします。 

 次に、１１番小林啓太君の発言を許します。 

○１１番（小林啓太君） 私は、町長に対し、出産

と子育てに係る町の行政サービスについて、１項目

４点を質問したいと思います。 

 第２回定例会において、町の少子化対策は全世代

に関わる課題であり、子どもを産み育てやすい環境

づくりは町の最優先課題の一つであるということを

町長と確認しました。 

 子どもを産み育てやすい町に住んでいれば、安心

して出産に臨め、また、次の出産にも取り組む意欲

が持てるし、できればその町を離れたくないと思う

ようにもなる。その結果、実際に住んでいる住民の

評判が、上富良野に住みたいと思ってくれる方々を

増やしていくという好循環につながっていくと考え

ています。 

 その意味では、前向山町長から斉藤町長へと脈々

と続く定住対策こそ移住対策という町の考えは、こ

の分野に関しては私も全く同意するところでありま

す。 

 そこで、今回、町行政への満足度にも直結する、

定住対策としての出産と育児に係る町の行政サービ

スに関して、安心して出産ができる環境づくりと、

安心して子育てができる環境づくりという視点か

ら、以下４点について町長に対して質問し、町とし

ての考えをお伺いします。 

 １、上富良野町が行う出産と子育てに係る行政

サービスに関して、他市町村と比べて強みになり得

るアピールポイントを町長はどのように考えている

か、お伺いいたします。 

 ２、近年では、出産祝金など、出産のタイミング

で自治体から家庭に対して心遣いをする事例が散見

されます。出産祝い事業が出生力の向上にどれほど

の影響があるかは定かではありませんが、出産とい

う人生の一大イベント時に、自治体からこのような

心遣いがされることは、町と住民の絆を深める絶好

の機会となっているのではないかとも考えます。 

 また、経済的な負担の軽減という観点からも、第

二子以降の出産について、より大きな出産祝金を拠
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出する自治体も多く見られます。 

 一方で、情報社会である現代では、他の自治体が

様々なサービスを行っていることなどの情報にアク

セスすることは容易であり、何もないことが、逆に

町との絆を希薄に感じてしまう結果となっている現

状もあるのではないかと考えています。 

 そこで、現在、町として出産祝い事業は行われて

いないが、その現状に対しての町長の考えと、今

後、同様の事業などを新たに行っていく考えがある

か、お考えをお伺いいたします。 

 ３番、子どもを産み育てていく中で、町内に産婦

人科と小児科がなく、富良野の協会病院や旭川市内

の病院に通わざるを得ないという点に関しては、町

が継続的に抱える課題であると考えています。 

 道内の自治体で、同様に町内に産科医療機関がな

い町が、産婦人科までの交通費を補助する例なども

見られます。 

 そこで、この出産と育児に関わる医療機関の不在

という課題をどのように考えているか、また、その

課題に対して、公的なサポートをする考えがある

か、町長の考えをお伺いいたします。 

 四つ目、現在、町が策定した上富良野町子ども・

子育て支援事業計画第２期と、次世代育成支援対策

（令和２年～令和６年度）には、６月の定例会で質

疑を行った不妊治療期間についてなど、妊娠が確定

する前の妊活期に関する支援や取組についての計画

はありません。以前、お示ししたように、現状、多

くの夫婦が不妊治療に取り組んでおり、また、今

後、さらに取り組む夫婦の割合は増えていくとは予

想されています。 

 前回の答弁では、相談を受けた場合は対応すると

いう受け身の姿勢を確認しましたが、対応の方法も

含め、今後、妊娠前の家庭のサポートも計画に加え

ていくべきと考えますが、町長の所感をお伺いいた

します。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １１番小林議員の、出産と

子育てに係る町の行政サービスに関する４点の御質

問にお答えさせていただきます。 

 まず１点目の、出産と子育てに係る行政サービス

の強みとアピールポイントの御質問でございます

が、本町の子育て支援は、令和２年度から６年度ま

での５か年を期間とする第２期子ども・子育て支援

事業計画に基づき、妊娠期から小学校低学年までの

子育てステージ及び小学校高学年から高校までの子

育てステージごと、また、保健・医療福祉分野と、

教育・生活分野ごとに、保健福祉課をはじめ教育委

員会、小中学校、認定こども園、医療などの関係機

関が連携して、総体的に、妊娠期から出産、子育て

期まで、切れ目のない支援施策を講じて、子どもの

健やかな成長を支えており、他市町村と比較しても

引けを取ることがない取組と思っているところであ

ります。 

 また、保護者に対しましては、妊婦健康診査、乳

児家庭全戸訪問事業、各月齢での健康診断、療育支

援訪問事業など、あらゆる機会を通じて相談し、支

援を行うことにより、子育てに対する不安や負担を

和らげ、保護者としての成長を支援する取組を進め

ているところであります。 

 本町として取り組むべき課題は、子どもが健やか

に成長していく上で、支援を必要としている保護者

や子どもに対して、先ほど議員に御答弁したとお

り、適切な支援につながるように、各施策の熟度を

高めていくことが重要であり、継続していくこと

で、定住・移住や少子化対策にもつながっていくも

のと認識しているところであります。 

 次に、２点目の出産祝いの御質問にお答えいたし

ます。 

 議員御質問の、出産という人生一大イベント時

に、町として祝意を表すことについては同じ気持ち

ではありますが、人生のイベントは、結婚、出産、

入学などもあり、行政サービスの中で、それぞれの

節目にどのように表すかについては、多様な考え方

があるものと認識しております。 

 上川管内においては、お祝いの記念品や記念写

真、お祝金などを贈呈している市町村があります

が、１点目の御質問にお答えしたとおり、本町とい

たしましては、妊娠期から出産、子育て期まで、切

れ目のない行政サービスをしっかりと充実させてい

くこと、保護者にしっかりと寄り添って、信頼関係

を構築し、相談をしやすい環境をつくり、多様な課

題に対して、一緒になって取り組んでいくことが最

も必要で、重要な行政の責務であると認識している

ところであります。 

 本町で出産して、子育てして、また、生まれ育っ

て本当によかったと思っていただけるよう、今後に

おきましても、よりよい子育て支援を継続するとと

もに、子育て環境につきましても、町民の皆様から

幅広い御意見をお聞きする中で、充実してまいりま

す。 

 次に、３点目の、町内医療機関に産婦人科がない

課題と、公的なサポートについての御質問にお答え

いたします。 

 町村に病院がないことや、診療科が少ない課題

は、本町はもとより、全国的な課題であり、本町に

おきましても、解決が困難な大きな課題と認識して

おります。 

 この課題は、一自治体では解決できるものではな
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いことから、富良野圏域に唯一あります地域セン

ター病院、富良野協会病院の周産期母子医療セン

ターを維持していくために、富良野圏域の市町村と

して、地域センター病院周産期医療体制確保事業に

対する協定を締結し、各市町村の産婦人科外来を受

診した患者数に応じた負担をしておりますので、公

的なサポートを講じていると認識しております。 

 また、議員御指摘の、妊産婦に対する医療機関に

おける健康診査や出産に要した交通費の補助であり

ますが、分娩可能な医療機関から離れた地域に在住

する妊産婦が安心して出産できる環境づくりのため

の北海道の制度であり、条件の一つで、最も遠い家

屋から最も近い産婦人科まで、最短距離で２５キロ

を超えたものが補助対象であることから、本町にお

いては採択されないものとなっております。 

 本町の交通費の補助としましては、障害者で、町

外の障害者福祉サービスを行う施設及び保健所等に

おける社会復帰学級への通所に要する交通費、ま

た、富良野保健所より特定疾患医療受給者証、小児

慢性特定疾病医療受給者証、特定医療費（指定難

病）受給者証の交付を受けた者への交通費に対する

補助であり、いずれにいたしましても、社会生活に

必要または支障を来すために、町外の施設、医療機

関に通うための交通費に対するものであります。 

 妊産婦に対する交通費補助への考え方ですが、前

述した障害福祉のみならず、様々な疾病により通院

されている方もおり、また、公的なサポートとし

て、富良野協会病院の周産期母子医療センターを維

持するために、町民が産婦人科外来を受診した患者

数に応じた負担をしていることから、現時点で新た

な施策として検討する考えはないことを御理解いた

だきたいと存じます。 

 次に、４点目の、不妊期間を含めた妊娠前の家庭

のサポートを計画に加えてはという質問にお答えい

たします。 

 妊娠前の計画といたしましては、健康かみふらの

２１計画に基づき、健全な妊娠、出産、子育てがで

きる母体づくりと、生活習慣病予防のために、小学

校５年生と中学校２年生を対象としたかみふっ子健

診、二十歳からの若年者健診や子宮がん検診、子ど

も・子育て支援事業計画に基づき、次世代の親育て

のために、教育委員会と連携して、中学生のための

妊娠・出産・子育て講座など、町の妊娠前の施策と

して、学童期から将来を見据えた支援を行っている

ところであります。 

 結婚や妊娠に対しては、個々の多様な価値観や夫

婦の家族計画と深く関わっており、どのタイミング

で結婚、妊娠活動を始めようと考えるかについて

は、個人や夫婦の自由な意思決定に基づくものと考

えます。 

 さきの定例会で議員の質問にお答えしたとおり、

町といたしましては、御夫婦などから御相談がなけ

れば把握できず、また、町から町民に対して問い掛

けることが難しいものであり、気軽にオープンにで

きない、非常にデリケートな相談事であると考えま

すが、御相談の要望があれば、対応してまいりたい

と考えております。 

 議員御指摘の、不妊期間に特化した家庭への支援

につきましては、個々の人生設計でそれぞれの考え

がありますことから、町といたしまして、現時点で

は計画に加えることは難しいと考えておりますの

で、御理解賜りたいと存じます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 １１番小林啓太君。 

○１１番（小林啓太君） それでは、まず１点目に

関して再質問させていただきます。 

 さきに行われた厚生文教常任委員会の議員派遣結

果報告でも伝えられていたように、発達支援事業や

療育に係る事業などが、近隣市町村からも高い評価

を得ているという点に関しては、とても頼もしいこ

とであり、町長から御答弁いただいた内容も含め、

引き続き支援の手を必要としている方々にサービス

が行き届くことを期待するところであります。 

 この点に関しては、町に人を呼び込むためという

よりは、町民のニーズに丁寧に寄り添ってきたこと

に結果として、事業が着実に育ち、定着してきてい

るということなのかなと理解しています。 

 そこで、今回、あえて他市町村と比較された際に

と質問している意図としては、最近では、出産や子

育てに係る行政サービスの充実が、住む場所を選ぶ

際の意思決定に大きく影響していると考えているか

らです。 

 そこで、上富良野町が子育ての場としても選ばれ

る自治体になるためには、近隣自治体や、例えば自

衛隊駐屯地を有する類似町村の事例などを学び、現

状の町にはない、よりよいサービスや仕組みは積極

的に取り入れていくべきなのではと考えています。

これは、言い換えれば、町長という立場にあって

は、マーケティング的な視点も持って子育て政策の

立案に取り組むべきなのではないかということです

が、この点に関して、町長の所感をお伺いいたしま

す。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １１番小林議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 子育て支援が我が町のアピールポイントで、住民

のニーズから発展したものが、そういうニーズが

あって行ってきました。そういう歴史もあります。 
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 子育て世帯がどういう施策を選択してその町に住

むかというのは、非常に何が選ばれるかというのは

分かりませんし、出産祝金があるから住むかどうか

というのは、本当に聞いてみないと分からないとい

いますか、実際、分かりませんが、本当は、町長と

しては、今進めている子育て支援施策というのが、

非常に町民には、外から移住してきた町民の方に

も、安心して利用していただけるといいますか、支

持していただける施策であるというふうに思ってお

ります。 

 ただ、だからといって、もうほかのものが全く

入ってくる余地がないかというと、そうではなく、

やはり首長としては、ほかのまちでやっている施策

をいろいろ検討して、どれが移住・定住につながる

のかということは常に研究して、取り入れるか入れ

ないか、そこの辺の取捨選択は常に研究していかな

ければならないと、このように感じております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 １１番小林啓太君。 

○１１番（小林啓太君） ありがとうございます。 

 では、町長も実際に他の市町村の例などを日々研

究されているということですが、実際に町長がベン

チマークしている自治体や政策などは具体的にある

のか、お伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １１番小林議員の御質問に

お答えいたしたいと思います。 

 特にベンチマークとしている政策とかはないので

すが、近隣でいうと、移住が多いまちは、よくマス

コミとかでも載る、東川、東神楽もたまに載ります

が、東川がよく人口増でありますので、子育てに限

らず、子育ても含めてということになりますが、ど

ういう政策なのかというのは、近隣のまちとして

は、すごく東川のことが気になるといいますか、注

目しておりますし、東川だけではなく、中央部含め

て、北部も南部も、どこのまちも、どういうことを

やっているのかというのは、非常に上川管内、気に

なるところです。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） １１番小林啓太君。 

○１１番（小林啓太君） ありがとうございます。 

 僕もちょっと今回、この件に関して、東川や東神

楽の事例もお調べしたところなのですが、実際、我

が町には自衛隊員や関係者の方が多く住まれていま

す。 

 私は、よく自衛隊の方とお話をする際に、上富良

野町駐在は希望すれば継続することも可能なのか

と、興味本位でお伺いするのですが、これまで伺っ

てきた方のほとんどは、希望すればかなうというよ

うなことをお答えいただいていました。また、一

度、地元の上富良野を離れて勤務したことがあって

も、上富良野の駐屯地に戻ってきたいと希望して

戻ってきたというような方もいらっしゃいました。 

 このように、上富良野のまちの大部分を構成する

自衛隊員の方も、他地域よりも上富良野に住みたい

と感じてもらえれば、新たに配属される隊員の方々

にも、圏域の中で上富良野を選んでもらえるのでは

ないかと考えます。 

 そこで、隊員の御家族にとっても、出産や子育て

のしやすさは、上富良野を選択する大きな理由にな

ると考えますが、その点に関して、近隣の、この圏

域の、富良野や中富良野、また、美瑛などの場所と

比較して、やはり上富良野に住みたいと思ってもら

うことは、僕は非常に重要だと考えていますが、こ

の辺のことを研究して、さらにそこに、うちになく

て、そこにあるようなものを取り入れていくという

ような考えはないのか、お伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １１番小林議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 近隣市町村の施策については、非常に気になって

おりまして、出産祝金をあげているところ、あげて

いないところもありますし、それ以外にも、例えば

出産に関わる条件といいますか、美瑛に行くと、上

川中部ですので、将来、子どもが大きくなったら、

旭川に子どもが通いやすいとか、子育て以外の条件

もかなり違ってきますし、中富ですと、固定資産

が、宅地が安いとか、政策以外に条件がそれぞれ異

なりますので、その辺もあわせて、今のところ近隣

を見ている限り、どこかのまちが一人勝ちというの

は、そうは思っておりませんので、それぞれいいと

ころがあるのだなとは感じておりますが、その中で

も、やはり上富良野に多く住んでもらうためにはど

ういうものがいいのか、お金、予算の問題なのか、

それともアイデアが問題なのか、その辺は常に調

査、研究してまいりたいと思っております。 

○議長（村上和子君） １１番小林啓太君。 

○１１番（小林啓太君） 今の町長のお話でも、近

隣の状況であったり、何が子育て世代の方に選ばれ

る政策なのかは常に研究していきたいというような

お話でしたが、私の認識では、出産や子育てを担当

する保健福祉課内では、他の市町村と比較して、上

富良野の行政サービスを充実させていくことや、そ

れによって定住率や移住者を増やそうといったこと

について、議論を行っていくような機能というか、

それに対する強いインセンティブはないのかなと

思っています。かといって、移住促進事業を担当す



― 45 ―

る企画商工観光課で子育て政策に関して議論すると

いうわけでもないのかなと。ですので、このような

横断的な政策立案に関して、基本的には町長がキー

マンとなって進められるものだと思いますが、現

状、どのような体制で、この子育て支援等、こうい

う横断的な政策に関して充実を検討しているのか、

お伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １１番小林議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 子育てというのは、あくまでも表面上はといいま

すか、医療とか福祉、そっちの分野で、そういう物

事を違う方面から見ると、移住促進の面もあるとい

うことで、多面的な面があるということで、やっぱ

り主は保健福祉課なのですよね。やっぱり移住・定

住のツールとしても非常に有効だということで、ア

ピール面といいますか、そういう面は否定できない

と思います。大いにあると思います。そういうとこ

ろをどう酌み取っていくのかというのは、やはり横

断的な政策に関しては、やはり町長、私、もしくは

私と、政策決定、企画系統といいますか、総務、企

画などで、何々会議とか、そういう組織だって議論

する場は、正直、ございません。だからあくまでも

副町長とか、商工観光課長、総務課長の中で、予算

査定とかの中の雑談よりちょっとグレードの高いぐ

らいの、何かの政策協議ぐらいの位置づけなのかも

しれませんが、役場の中で横断的なそういう組織は

ありませんが、話し合う場面というのは、そういう

予算の査定とかの場面で話す場面はございます。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 １１番小林啓太君。 

○１１番（小林啓太君） ということは、今、現状

では、今、町長もおっしゃっていたように、これを

専門的に話し合うような政策会議のようなもので

あったりとか、協議会のようなものはなく、予算査

定の際などに、主に管理職の方々のみで話し合って

決めたり、ことを進めるというような御理解でよろ

しいでしょうか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １１番小林議員の御質問に

お答えいたします。 

 今のおっしゃるとおり、予算査定の場だけではあ

りませんが、移住・定住の会議の中でも、子育ても

あるよねとか、雑談程度なのかもしれませんが、専

門に扱う、子育てとか、その他の部分、子育てを移

住として捉えるような専門的な部署は、今のところ

組織としてはありません。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 少し質問の趣旨が違ってき

ているような感じがしますので、修正しながら、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

 １１番小林啓太君。 

○１１番（小林啓太君） かしこまりました。 

 続いては、では２点目の質問のほうに移らせてい

ただきます。 

 ２点目は、出産祝い事業等に関するお考えと、今

後、同様の新しい事業を行っていく考えはないのか

といった質問でしたが、町長の答弁の要旨をまとめ

ると、出産というイベントにのみ、特別に町として

の祝意を表することよりも、日々の切れ目のない行

政サービスを充実させていくことを優先したい、ま

た、新たな事業に関しては、町民からの幅広い意見

を聞く中で充実していきたいということだったかと

思うのですが、その理解でよろしかったでしょう

か。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １１番小林議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 ２番ですので、出産祝金に関しては、そうです、

今の御認識で構いません。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 １１番小林啓太君。 

○１１番（小林啓太君） それでは、まず第１に、

出産祝金などの事業は、祝意を表するという側面が

ある一方、先ほどもお話ししたように、その背景に

は、子どもを多く産んでくれる家庭に対する経済的

な支援という側面があり、むしろこちらのほうが大

きいのかなと考えています。心身のサポート、主に

上富良野が得意としている心身のサポートと、あと

は経済的なサポートは、優先順位を比較するもので

はなく、双方は並行して実現可能なものであるので

はと考えていますが、町長の考えをお伺いいたしま

す。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １１番小林議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 金額を明示せずに、経済的サポートとなるかなら

ないかという議論をするのはちょっと無理があるの

かなという感想があります。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 １１番小林啓太君。 

○１１番（小林啓太君） すみません、ちょっと金

額の明示というところはどういう意味か分からな

かったので、お伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 
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○町長（斉藤 繁君） 平たく言いますと、お祝い

金が幾らなのかということですね。お祝い金なの

で、幾ら、１０万円なのか１万円なのか、１０万円

だと経済的な支援が意味があるのかないのかとい

う、私は、お祝いですので、そういう経済的サポー

トの意味合いを持たすと、本来の、お祝いするわけ

ですから、それとはちょっと趣旨が、お祝い金をわ

たす事業については、金額、１０万円をわたして、

経済的なサポートの意味を持たすことは、ちょっと

どうなのかなという気がいたします。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 １１番小林啓太君。 

○１１番（小林啓太君） 恐らくこのお祝い金事業

を行っている自治体で、例えば第２子以降の方には

お祝い金を、例えば２０万円であったり、第３子

だったら１００万円のような拠出をしている自治体

の考えとしては、そもそも、多分、この少子化対策

というものに対して、子どもを産み育ててくれる意

思のある家庭に対して、ぜひ第２子、第３子を産ん

でいただいて、その際には経済的なサポートをしま

すよというような意味合いで、経済的なサポートの

側面が強いのではないかというような感じでした。

今の町長のお答えを聞くと、祝意を示すようなもの

はあってもいいかと思うが、経済的なサポートをす

るものであれば、それはちょっと考えの中にはない

というような御回答だったという理解でよろしいで

しょうか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １１番小林議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 祝意を表すのは、いろいろな場面で、敬老の日も

近いので、老人の方にも祝意は表しますし、お祝い

金をわたさなかったからといって祝意を表さなかっ

たということにはならないと思いますので、祝意は

どんなことでも、スポーツで入賞して、全道大会へ

行っても祝意は表したいと思いますので、祝意はそ

ういうものなのかなと、本来、そういうふうに考え

ております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 １１番小林啓太君。 

○１１番（小林啓太君） つまり、出産お祝い金の

事業ばかりになってしまいますが、この件に関し

て、斉藤町長に関しては、全く経済的な支援を含む

ようなインパクトでの祝い金を出すお考えがないと

いうのは、あくまで町の財政上の理由とかではな

く、町長の思想的な理由から、考えないということ

なのかなとちょっと理解したのですけれども、それ

でよろしかったでしょうか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １１番小林議員の御質問に

お答えいたします。 

 思想信条とまではどうなのか、言っていいのかど

うか分かりませんけれども、近年は、長寿のお祝い

金も廃止している流れ、それがいいとか悪いとかで

はなくて、私も金銭の多寡がいいとか悪いとか言っ

ているのではなくて、そういう流れにありますし、

祝意というのは、そういう予算を出すから祝意なの

だとか、全く関係ないと思っておりますので、長寿

の方にはお祝いいたしますし、例えば赤ちゃんが誕

生したら、それはおめでとうという気持ちは正直、

あります。それと、出産祝金を制度として設けるの

がいいのかどうかというのは、よく考えないと、祝

意があるから制度を設ける、制度がないから祝意が

ないのかと、それはちょっとリンクしないのかなと

いうふうに思っております。 

○議長（村上和子君） ここで、休憩とさせていた

だきます。 

 再開は、４時１０分でございます。 

 換気休憩でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

─────────────── 

午後 ４時００分 休憩 

午後 ４時１０分 再開 

─────────────── 

○議長（村上和子君） 休憩前に引き続き、一般質

問を再開いたします。 

 １１番小林啓太君。 

○１１番（小林啓太君） ちょっとこの出産祝い事

業に関して、ちょっと角度を変えてお伺いします。 

 富良野市で行われている出産祝金事業に関して

は、財源として、一部起債を起こし、また、一部を

ふるさと納税の寄附金を充てるなどの工夫が見てと

れます。 

 町長は、２０２０年に行われた町長選挙の立候補

の際に、御自身で、財政のキャリアが長く、有利な

財源等を町政に生かすといった旨のお話を、当時、

されていたことに、私はとても頼もしいなと感じた

ことをよく記憶しております。 

 富良野の例ではありませんが、このように有利な

財源を国や道から引っ張ってくる、もしくはふるさ

と納税の寄附額を、一部、このような事業に充てる

といったお考えはないのか、お伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １１番小林議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 財源をどうするか、そして、その財源を何に充て
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ていくのかというのは、特に出産祝金ありきで全て

決めているわけでありませんので、上富良野町とし

ては、子育ての施策を熟度を高めていくことが重要

であり、継続していくことで、定住・移住、少子化

対策にもつながっていくと認識しているところであ

りますので、そちらのほうに重きを置いているとい

うことで、御理解していただきたいと思っておりま

す。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 １１番小林啓太君。 

○１１番（小林啓太君） 町長は御答弁の中で、新

規事業に関しては、広く町民の声を聞く中で充実さ

せていくというお考えだと伺いました。 

 町長が就任されてからのこの間も、出産祝金事業

に関する一般質問も、私も多く目にしてきました

が、いまだ実現の可能性は示されておりません。理

由は、今、町長にいろいろ伺ったことだとは思うの

ですが、住民の負託を受けて、住民の声をお伝えす

る議員の声はなかなか届いていない印象があるので

すが、町民は声を誰にどのようにお伝えするのが有

効なのかをお伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １１番小林議員の御質問に

お答えいたします。 

 住民の声は届いております。それに政策的に優先

順位をつけるのが、当然、つけていかなければなり

ませんので、それが私の仕事だと思っております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） よろしいですか。再質問あ

りますか。 

 １１番小林啓太君。 

○１１番（小林啓太君） 今回のこの質問は、出産

祝金事業という言葉も使っていますが、それに係

る、同様に、新規の事業等を行う考えがないのかと

いう質問をさせていただいていると思いますが。

（発言する者あり） 

○議長（村上和子君） ちょっと趣旨が違います

ね。修正してください。 

○１１番（小林啓太君） 今後、同様の事業などを

新たに行っていく考えはあるのかということを通告

していますが、出産祝金事業に関すること以外は全

て通告外になるのか、お伺いいたします。 

（「暫時休憩」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 暫時休憩といたします。 

─────────────── 

午後 ４時１５分 休憩 

午後 ４時１９分 再開 

─────────────── 

○議長（村上和子君） 休憩を解きます。 

 小林議員、よろしいですか。 

 それでは、以上をもちまして、１１番小林啓太君

の一般質問を終了いたします。 

────────────────── 

◎散 会 宣 告             

○議長（村上和子君） 以上で、本日の日程は全部

終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午後 ４時１９分 散会 
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○議事日程（第２号） 

第 １ 会議録署名議員の指名について 

第 ２ 議案第 １号 令和４年度上富良野町一般会計補正予算（第４号） 

第 ３ 議案第 ２号 令和４年度上富良野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

第 ４ 議案第 ３号 令和４年度上富良野町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

第 ５ 議案第 ４号 令和４年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計補正予算（第３号） 

第 ６ 議案第 ５号 令和４年度上富良野町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

第 ７ 議案第 ６号 令和４年度上富良野町病院事業会計補正予算（第３号） 

第 ８ 議案第 ７号 令和３年度上富良野町水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

第 ９ 議案第 ８号 令和３年度上富良野町各会計歳入歳出決算の認定について 

第１０ 議案第 ９号 令和３年度上富良野町企業会計決算の認定について 

第１１ 議案第１０号 上富良野町議会議員及び上富良野町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する

条例の一部を改正する条例 

第１２ 議案第１１号 上富良野町職員の育児休業に関する条例の一部を改正する条例 

第１３ 議案第１２号 上富良野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例 

第１４ 議案第１３号 上富良野町手数料条例の一部を改正する条例 

第１５ 議案第１４号 富良野地区介護認定審査会規約の変更について 

第１６ 議案第１５号 財産の取得について（自治体情報セキュリティ強靭性整備（基幹ネットワーク機器

等更新）事業） 

第１７ 議案第１６号 教育長の任命について 

第１８ 議案第１７号 教育委員会委員の任命について 

第１９ 発議案第１号 議員派遣について 

第２０ 発議案第２号 国土強靭化に資する社会資本整備等に関する意見書について 

第２１ 選挙第 １号 富良野広域連合議会議員選挙について 

第２２ 閉会中の継続調査申し出について 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席議員（１３名） 

      １番  元 井 晴 奈 君      ２番  北 條 隆 男 君 

      ３番  髙 松 克 年 君      ４番  中 瀬   実 君 

      ６番  中 澤 良 隆 君      ７番  米 沢 義 英 君 

      ８番  荒 生 博 一 君      ９番  佐 藤 大 輔 君 

     １０番  今 村 辰 義 君     １１番  小 林 啓 太 君 

     １２番  小田島 久 尚 君     １３番  岡 本 康 裕 君 

     １４番  村 上 和 子 君 

─────────────────────────────────────────────── 

○欠席議員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

 町 長         斉 藤   繁 君     副 町 長         佐 藤 雅 喜 君 

 教 育 長         鈴 木 真 弓 君     代表監査委員         中 田 繁 利 君 

 農業委員会会長  井 村 昭 次 君     会 計 管 理 者         及 川 光 一 君 

 総 務 課 長         北 川 徳 幸 君     ＩＴ・組織機構担当課長  宮 下 正 美 君 

 企画商工観光課長         狩 野 寿 志 君     町民生活課長         山 内 智 晴 君 

 保健福祉課長         深 山   悟 君     保健福祉課健康づくり担当課長  星 野   章 君 

 農業振興課長兼農業委員会事務局長  大 谷 隆 樹 君     建設水道課長         菊 地   敏 君 

 教育振興課長         谷 口 裕 二 君     ラベンダーハイツ所長         鎌 田 理 恵 君 

 町立病院事務長  長 岡 圭 一 君 

─────────────────────────────────────────────── 
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○議会事務局出席職員 

 局 長         星 野 耕 司 君     次 長         飯 村 明 史 君 

 主 事         真 鍋 莉 奈 君 
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午前 ９時００分 開議  

（出席議員 １４名） 

────────────────── 

◎開 議 宣 告             

○議長（村上和子君） 御出席、まことに御苦労に

存じます。 

 ただいまの出席議員は１３名でございます。 

 これより、令和４年第３回上富良野町議会定例会

２日目を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 暑い方は、どうぞ上着をとっていただいて結構で

ございます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

────────────────── 

◎諸 般 の 報 告             

○議長（村上和子君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（星野耕司君） 御報告申し上げます。 

 さきに御案内しました議案第１５号財産の取得に

ついての議案は、本日、配付をしたところでありま

す。 

 なお、議案第１６号教育長の任命について、議案

第１７号教育委員会委員の任命についての議案につ

いては、後ほどお配りしますので、御了承願いま

す。 

 また、議会運営委員長、総務産建常任委員長及び

厚生文教常任委員長から、閉会中の継続調査として

別紙配付のとおり、申し出がありました。 

 以上であります。 

○議長（村上和子君） 以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（村上和子君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名についてを行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定に

より、議長において、 

     １３番 岡 本 康 裕 君 

      １番 元 井 晴 奈 君 

を指名いたします。 

────────────────── 

◎日程第２ 議案第１号 

○議長（村上和子君） 日程第２ 議案第１号令和

４年度上富良野町一般会計補正予算(第４号)を議題

といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（北川徳幸君） ただいま上程いただき

ました議案第１号令和４年度上富良野町一般会計補

正予算（第４号）につきまして、提案の要旨を御説

明申し上げます。 

 １点目は、本年度の普通交付税の確定、あわせ

て、関連する地方交付金及び臨時財政対策債の発行

額が確定したことから、それぞれ所要の補正をお願

いするものであります。 

 ２点目は、本年度の個人町民税について、課税客

体の確定に伴い、所要の補正をお願いするものであ

ります。 

 ３点目は、本年度備荒資金組合防災資機材譲渡事

業を活用しまして、吹上温泉保養センターのヒート

ポンプの部品更新を予定していましたが、現下の資

材等の調達などにより、今年度の実施が困難になっ

たことから本年度は中止し、来年度以降に実施する

こととしましたので、所要の補正と債務負担行為の

廃止をお願いするものであります。 

 ４点目は、前年度の障害者自立支援給付費等に係

る清算に伴い、国、道への返還金について、それぞ

れ所要の補正を行うものであります。 

 ５点目は、前年度も同様の内容で実施したところ

ですが、このたび、児童福祉施設における新型コロ

ナウイルス感染症対策事業について、国の要綱が示

されたことから、所要の補正を行うものでございま

す。 

 ６点目は、新子どもセンター整備に向けまして、

東児童館の遊具、フェンス等の撤去を行うものであ

ります。 

 また、新子どもセンター整備に係る実施設計委託

料の事業費が確定したことに伴いまして、減額補正

をお願いするとともに、地方債の限度額を変更する

ものであります。 

 ７点目は、道営４事業につきまして北海道と調整

した結果、事業費が変更となったため、事業費及び

特別賦課金について、所要の補正をお願いするとと

もに、このうち道営草地畜産整備事業については、

地方債の限度額を変更するものでございます。 

 ８点目につきましては、国の補助金を活用して、

現下の小麦の国際的な供給懸念や価格高騰により、

外国産麦から国産麦への切替えを推進するため、国

産小麦産地生産性向上性事業を実施するための補正

をお願いするものであります。 

 ９点目は、近年ＳＮＳによる情報発信が主流と

なっていることから、町民の方が自らインフルエン

サーとして情報発信するための基礎を学ぶため、人

材育成交流事業として、北海道振興協会の交付金を

活用しまして研修会を実施するための補正をお願い

するものであります。 
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 １０点目は、平成２５年度に策定した、橋梁長寿

命化修繕計画に基づき実施しています、本年度実施

の橋梁近接目視点検の事業費の確定及び橋梁寿命化

修繕工事の事業費変更による所要の補正を行うとと

もに、地方債の限度額を変更するものであります。 

 １１点目は、上富良野中学校及び社会教育総合セ

ンターにおいて、経年劣化等により設備の修繕が必

要なことから、所要の補正をお願いするものであり

ます。 

 以上を申し上げた内容を主な要素とするととも

に、他の既決予算についても、各事業における事業

費の確定及び執行見込みに伴い、所要の補正を行

い、財源調整を図った上で、不足する額につきまし

ては予備費を充当し、一般会計補正予算を調整した

ところであります。 

 それでは、以下、議案の説明につきましては、議

決項目の部分についてのみ説明をし、予算の事項別

明細書につきましては省略をさせていただきますの

で、御了承願いたいと思います。 

 議案第１号を御覧ください。 

 議案第１号令和４年度上富良野町一般会計補正予

算（第４号）。 

 令和４年度上富良野町の一般会計の補正予算（第

４号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ９００万９,０００円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ８３億１,６８８万円とす

る。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 債務負担行為の補正。 

 第２条、債務負担行為の補正は、「第２表 債務

負担行為補正」による。 

 地方債の補正。 

 第３条、地方債の変更は、「第３表 地方債補

正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

み申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 １款町税１,３００万円。 

 １０款地方特例交付金４０万３,０００円。 

 １１款地方交付税４,９６２万８,０００円。 

 １５款国庫支出金２８３万円。 

 １６款道支出金４８０万２,０００円。 

 １８款寄附金６７万円。 

 ２１款諸収入７６万円。 

 ２２款町債８,１１０万２,０００円の減。 

 歳入合計９００万９,０００円の減となっており

ます。 

 ２ページをお開きください。 

 ２、歳出。 

 ２款総務費１２５万６,０００円。 

 ３款民生費２,１９６万４,０００円。 

 ４款衛生費１１４万２,０００円。 

 ６款農林業費５２７万９,０００円。 

 ７款商工費６５万２,０００円。 

 ８款土木費７７万７,０００円の減。 

 ９款教育費２１１万６,０００円。 

 １１款給与費４１５万４,０００円。 

 １２款予備費４,４７９万５,０００円の減。 

 歳出合計９００万９,０００円の減となっており

ます。 

 ３ページをお開き願いたいと思います。 

 第２表、債務負担行為補正。 

 （１）廃止。 

 先ほど御説明したとおり、吹上温泉保養センター

のヒートポンプの部品更新につきまして、本年度、

事業を中止したことによりまして、債務負担行為の

廃止をするものであります。 

 第３表、地方債補正。 

 （１）変更。 

 地方債補正につきましては、先ほど御説明したと

おり、それぞれ限度額の変更をするものでありま

す。 

 まず１点目の新子どもセンター整備事業につきま

しては、実施設計費の事業費の確定に伴いまして限

度額を１０万円増額し、３,０００万円に変更をす

るものであります。 

 ２点目の道営草地畜産基盤整備事業については、

事業費の変更に伴いまして限度額を８０万円増額

し、４,５５０万円に変更するものであります。 

 ３点目の橋梁長寿命化修繕事業につきましても、

事業費の変更に伴いまして限度額を５０万増額し、

１,７８０万円に変更するものであります。 

 最後に、４点目の臨時財政対策債につきまして

は、発行額の確定に伴いまして限度額を８,２５０

万２,０００円減額し、４,７４９万８,０００円に

変更するものであります。 

 以上で、議案第１号令和４年度上富良野町一般会

計補正予算（第４号）の説明といたします。 

 御審議いただきまして、議決くださいますようお

願い申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって提案理由の説

明を終わります。 
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 これより質疑に入ります。 

 質疑ございますか。 

 ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） 町税の関係でお伺いいたし

ますが、増額要因等について、内容について、まず

お伺いしておきたいと思います。 

 それと、３７ページの長寿命化という形の中で、

橋梁の目視点検等という形で実施されてきました。

それに基づいて工事請負費等の修繕も計上されてお

りますが、今回の委託、目視点検等で、どういった

ものが修繕しなければならないのかだとか、そう

いったものが分かれば、併せてお伺いしたいと思っ

ております。 

 あわせて、この工事請負費の内容等はどういう請

負工事の内容になっているのか、この点お伺いして

おきたいと思っております。 

 あとは、この教育関係で３９ページなのですが、

教育振興費でギガスクールという形の中で、これに

関わった機器の購入という形になっているかと思い

ます。現在、どういったものが購入されて、どうい

う活用を現在されているのか、この点についてもお

伺いいたします。 

 恐らくこの間ＩＣＴという形の中で、学校で端末

なども、ＰＣ、パソコンも含めて購入して実践的に

活用されている部分もあるかと思いますが、この期

に来て、良い部分と、やはり課題だなという部分も

恐らくはっきり見えてきたのではないかと思います

ので、こういった現状が分かれば、お知らせいただ

きたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 町民生活課長、答弁。 

〇町民生活課長（山内智晴君） ７番米沢議員の歳

入補正の町税の補填についての御質問にお答えした

いと思います。 

 当初、予算の段階では新型コロナウイルスの影響

で、営業所得及び農業所得の落ち込みを見込んでお

りました。６月の町民税確定の段階で課税客体はほ

ぼ同じくらいだったのですが、その見込分がなかっ

たということで、その分の大体１,２００万プラス

確定分の町民税の額で１,３００万の増額補正とさ

せていただきました。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 建設水道課長、答弁。 

〇建設水道課長（菊地敏君） ７番米沢議員の御質

問にお答えいたします。 

 橋梁の長寿命化の補正内容についてでございます

が、予定しておりました橋の設計及び近接目視の委

託の入札残が４１２万５,０００円、それと工事費

請負の関係で、建設資材の高騰等により、実質工事

費、請負費、増額しております。それが３０５万

５,０００円となっております。トータル額で補正

額１０７万円の減額で、うち補助金が４７万円減

額、そのうち１台としてマイナス、減額が１１０万

円、過疎債が５０万円の増額となっております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 教育振興課長。 

〇教育振興課長（谷口裕二君） ７番米沢議員の教

育振興費に関わる御質問にお答えさせていただきま

す。 

 今年度の補正でお願いしている部分につきまして

は、今年度、上富良野中学校に大型提示装置という

ことで、７５型のテレビ８台の購入ということで、

今回、事業費が確定しましたので、その部分につい

ては減額をさせていただくということでございます

が、ＩＣＴ関係の整備のことということでございま

すので、昨年度は各小学校に同様、大型のテレビを

導入させていただきまして、この間それらの大型の

テレビ等を使いまして、授業の中においては、特に

図だとか絵だとか、そういった部分の教材等を反映

しながら授業等を進めているところでございまし

て、なおかつタブレット等もこの間、各児童生徒の

ほうに配備しているということで、このコロナ禍の

中においても、欠席等をする児童に対しましてはタ

ブレットを使って、それぞれ自宅で授業を受けられ

るという状況が続いてきているところでございま

す。 

 ただ、この間急速にＩＣＴ機器を整備していると

いうこともございますので、各教員等の授業改善と

いうことで、それぞれ対象となる教員の方々を含め

て、そういった検討会を設置してございますので、

そういう中でも研修をさらに高めまして、効果的な

授業に取組を進めているところでございます。 

○議長（村上和子君） よろしいですか。 

 ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） 目視点検等を、どういった

点検でどういったものを改善、修繕しなければなら

ないのかというところを再度確認しておきたいと思

います。 

 あと、個人町民税等においては、農業所得いろい

ろありますけれども、営業所得等ありますが、どう

いった業種でこの部分が伸びたのか、その点もお聞

きしておきたいと思います。 

○議長（村上和子君） 建設水道課長。 

○７番（米沢義英君） ７番米沢議員の御質問にお

答えします。 

 すみません、先ほどの私の答弁漏れかと思いま

す。 

 近接目視点検におきましては、３２橋におきまし
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て、実質橋の下だとかガードレールついている土台

だとか、橋の床版という橋面のひび割れ等々の目視

点検を行っております。 

 橋の工事につきましては、２６号、２７号橋の２

橋を行いまして、近接目視点検の結果、床版のひび

割れ、地覆だとか、面に対する補修内容としては、

橋面防水、舗装を１回めくって、その下のひび割れ

を修理、修繕したり、橋台橋脚におきますヘアク

ラック、将来的に剥離が出そうなところを、ガラス

素材の液状を注入いたします修繕工事の内容となっ

ております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） よろしいですか。 

 町民生活課長、答弁。 

〇町民生活課長（山内智晴君） 米沢議員の個人町

民税の営業所得、農業所得の関係の御質問にお答え

いたします。 

 当初、予算の段階では前年対比の落ち込みという

ことで、営業所得に関しましてはコロナウイルスの

休業での落ち込み、農業所得に関しましては干ばつ

等の落ち込みというのを、前年の所得に応じて、割

合で若干出させていただいた部分の補正でございま

した。その中で、結果的に減らなかったというとこ

ろでございますけれども、個人の計算書を一つ一つ

拾わないとならないのですが、我々、細かいところ

まで、所得というところでしか引継ぎを受けていな

いので、細かいところまではちょっと個々に分析し

ないと分からないので、申し訳ありません。補助金

等が入っている場合等も考えられます。ちょっとす

みません、その辺は私のほうでは把握し切れていま

せん。申し訳ございません。 

○議長（村上和子君） よろしいですか。ほかにご

ざいませんか。 

 ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬 実君） ちょっとお聞きしたいこと

があります。 

 今回、スクールバスの更新が予定されておりまし

て、当然入ってくるわけですけれども、このバスが

当初より安く入るということだと思いますけれど

も、このバスの、現在使われているバスはどういう

状態で処理をされるのか。下取りとか、そういった

ことで購入金額が決まるのか。 

 それと、役場の車両については、全ての車両にド

ライブレコーダーが設置をされているはずです。そ

の中で、今回購入されるバスの装備品の中に、ドラ

イブレコーダー、バックアイカメラ等々が装備品と

して書かれております。こちらは、せっかくつけた

ドライブレコーダーはどういうふうになるのか、そ

この辺を含めてお願いをいたします。 

○議長（村上和子君） 教育振興課長。 

〇教育振興課長（谷口裕二君） ４番中瀬議員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 今年度、スクールバスということで、江花線のマ

イクロバスの車両を更新させていただいているとこ

ろでございまして、その更新に当たりましては、現

有車両につきましては下取りということで、その分

を含めての購入契約となってきてございます。 

 また、更新するに当たりまして、新しい車両につ

いてはドライブレコーダーなどの装備品も併せての

購入ということになりますので、既存の車両につい

ているドライブレコーダー等につきましては、下取

りの中に含まさるということになっているところで

ございます。 

○議長（村上和子君） ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬 実君） 当然、車を買うときには、

我々もそうですけれども、下取りはいくらで取っ

て、本体価格はいくら、差引きいくらということに

なります。それが普通です。そのときに、まだドラ

イブレコーダーはつけて１年、２年しかたっており

ません。そんな中で、メーカーがつけてくるドライ

ブレコーダーの単価、そして現在、自分でつけると

したらいくらになるのか、その差額があるのかない

のか、そういったことは中で協議をしたというか、

交渉をされたのですか。 

○議長（村上和子君） 教育振興課長、答弁。 

〇教育振興課長（谷口裕二君） ４番中瀬議員の御

質問にお答えいたします。 

 今回の車両更新に当たりまして、下取り車両とし

ましては既存の車両ということで、そこに付随する

装備品等も含めての下取りということで設定をさせ

ていただいているところでございます。 

○議長（村上和子君） ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬 実君） 交渉されたかということ

は、基本的に、新しくつけるドライブレコーダーは

いくらで、それをはずしたらいくらになるのかとい

うことを、車を購入するときにきちんと交渉した結

果が、こういう差額あるから、今のやつをつけるよ

りもメーカーでつけるほうが安いからこうなりまし

たよという説明を求めているのです。 

○議長（村上和子君） 教育振興課長。 

〇教育振興課長（谷口裕二君） ４番中瀬議員の御

質問にお答えいたします。 

 今回の更新に当たりまして、ドライブレコーダー

の取扱いにつきましては、繰り返しになりますけれ

ども、既存の使っている車両についてはそこら辺も

含めての下取り査定ということで、今回の中に含め

て見積りをお願いをしております。 

 また、更新する新規車両につきましては、新しい
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ものを装備品ということになりますので、そこの

取ったはずしたとか、そういう部分の比較検討とい

うのは特にしているものではございません。あくま

で既存車両に含めての下取りということで、見積り

をお願いしたところでございます。 

○議長（村上和子君） ほかにございませんか。 

 ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） まず、２７ページの東児童

館の遊具ほか撤去の関係でお聞きをしたいと思いま

す。 

 これの内訳といいますか、どのようなものを予定

しているのか、また遊具は何機くらい撤去をして、

それは今度新しくなるところにはもう使えない状態

なのか、そこら辺の確認をいたしたいと思います。 

 それから、２９ページなのですが、町立病院の補

助の関係で、出資金９０万ありますが、これは看護

学校に行く生徒さんへの貸付けということでお伺い

をしていますが、９０万の内訳は９か月ということ

で聞いておりましたが、なぜ７月からの申請になっ

たのかなというのが若干疑問でありました。そし

て、当初４月から申し込まなかった理由って何だっ

たのかなというのと、要するに、そういう子供たち

への周知方法や何かがどのような形で行われている

かの確認をさせていただきたいと思います。 

 次に、３５ページの吹上温泉の保養センター、

ヒートポンプの部品の更新の関係で、一応、耐用年

数がきたら更新をしていくのだということはお聞き

をしていました。それで、客商売のところなので、

部品が調達できないから延びた、延びたということ

はいち早く準備をしていかなければお客さんに迷惑

がかかるのではないかなと思っているのですが、そ

こら辺の対応について問題ないのかどうか確認をさ

せていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 保健福祉課長、答弁。 

〇保健福祉課長（深山悟君） ６番中澤議員の御質

問にお答えいたします。 

 東児童館遊具の撤去の関係ということで、内訳

等々でございます。基本的に子どもセンター、東児

童館についても、移設ということになりますので、

使えるものは使うという形で進めていたところが現

状でございます。いろいろ設計とかやっていく中

で、最初安全点検等々したところ、もう使用不可と

いう判定が出まして、それで今回撤去という形にな

りました。撤去につきましては、来年早々と工事を

着工するに当たり、雪の積もり方等々もありますの

で、即来年度から工事を着工するために、今回補正

でお願いするものでございます。 

 内訳としましては、鉄棒、シーソー、ブランコと

いう形で、それを移設する予定でありましたけれど

も、種類がちょっとあって、鉄棒、シーソー、ブラ

ンコの３種類ということで、遊具点検したところ５

点が使用不可で、使用できるものは鉄棒のみでござ

いました。 

 今回、庭等々の関係とかフェンスの関係もありま

すので、使用不能となった遊具５点と菜園の周り囲

んでいるブロック、それとフェンスがありまして、

その分についても撤去ということで、遊具と菜園ブ

ロックとフェンスの撤去というもので今回お願いし

ているところでございます。 

 フェンスにつきましては、網々の緑色の部分につ

いては一旦撤去すると使用不可になりますので、廃

棄すると。あと白い、斜めから見たら動物とか見え

る立派なフェンスなのですけれども、これについて

は建設水道課と協議しまして、公園等々でまだまだ

使用ができるということで、旧衛生センターに一時

仮置きをして、そしてしかるべきときに新しく公園

等々で設置するような有効活用ということで、お願

いしているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） 町立病院事務長、答弁。 

〇町立病院事務長（長岡圭一君） ６番中澤議員の

御質問にお答えします。 

 町立病院への出資金の質問についてでありますけ

れども、議員おっしゃるとおり、こちらにつきまし

ては看護師の奨学金貸付けに関わる部分の９０万円

となってございまして、今回申請をいただいた生徒

さんが富良野看護学校の生徒さんで、７月に申請い

ただきまして、７月当月決定をして、こちらのほう

貸付けの認定をしています。 

 それで、貸付条例で決定の月からというような貸

付けの始まりがなっています。今年度につきまして

は、先ほどおっしゃったとおり９か月となっていま

して、９０万となってございます。 

 また、周知等につきましては、富良野看護学校に

つきましては、毎年６月ごろに就職説明会というこ

とで、我々町立病院のほうでも出向いて説明会に参

加している状況にあります。その就職説明会の折に

は、町立病院の説明をいたしました。奨学金も含め

て、資料等を富良野看護学校に持参しまして、そち

らのほうで生徒へ周知を依頼している状況にありま

すけれども、今回の生徒さんにつきましては７月に

申請ということで、９か月分の対応となってござい

ます。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 企画商工観光課長、答弁。 

〇企画商工観光課長（狩野寿志君） ６番中澤議員

の御質問にお答えいたします。 
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 その部品が来年度延びることによって、これはお

客様に対して御迷惑にならないかということでござ

いますが、今回地中熱の、７系統あるうちでもそれ

ぞれ調査をいたしまして、さほど温度が低くなると

かそういうのは特になく、来年度に事業を延ばして

も、来られるお客様に対しまして御迷惑にならない

ようにということで確認をいたしまして、今回事業

の変更といいますか、来年度に延ばしたいというこ

とでお願いをしているところでございます。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） まず東児童館の関係なので

すが、先ほどフェンスを撤去するというお話の中

で、四方をフェンスが囲まれていると思うのです

が、今のところはグラウンド側の撤去ということで

よろしかったでしょうかというのが、まず質問させ

てください。 

 それから、先ほどの病院の関係なのですけれど

も、今聞いたら、規則や何かでは申請のあった月か

らということでお聞きをしましたが、それは６月に

説明会に行っているということだったと思うのです

よね。もし事情が７月に変わって、やはり奨学金を

借りたいわということであればいいのですが、もし

その時期が、今言ったように３か月や何かの空白期

間があるのだったら、規則や何かの見直しをする考

えはないのかなというのが、お聞きしたいと思いま

す。 

 それと、ヒートポンプの関係ですけれども、分か

りました、一応は大丈夫だということなのですが、

要するにこのヒートポンプだけが暖房や何かの設備

なのかということも併せて確認させてください。 

○議長（村上和子君） 保健福祉課長、答弁。 

〇保健福祉課長（深山悟君） ６番中澤議員の御質

問にお答えいたします。 

 撤去するフェンスの位置ですけれども、位置的に

は建物から富良野側にフェンスが全部あるのですけ

れども、コの字のようにありまして、そこのフェン

ス全撤去という形で計画しているところでございま

す。 

 もう一つ、先ほどの質問の漏れがありましたので

お答えさせていただきますけれども、種類としては

シーソー、ブランコと言っておりましたけれども、

申し訳ございません、ジャングルジムが抜けており

ましたので補足させていただきたいと思います。内

訳としましては、遊具５点の撤去ということで、

シーソーとジャングルジム２点、あとロープ登りと

いうスイングボールみたいなやつがあるのですけれ

ども、それとブランコという形でございます。それ

が先ほどの答弁漏れということでございます。 

 今の御質問につきましては、建物から富良野側の

フェンス、コの字になっているのですけれども、そ

この全撤去ということで計画しているところでござ

います。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 病院事務長。 

〇町立病院事務長（長岡圭一君） ６番中澤議員の

御質問にお答えします。 

 今回の生徒さんにつきましては、先ほど言ったと

おり７月申請で、決定のときからということで条例

に記載されています。今回の生徒さんにつきまして

は、６月の就職説明会で初めて聞いたのかその辺は

確認していませんけれども、富良野看護学校に対し

ましては、うちから資料を持って行っておりますの

で、随時というか、新入生に対しても周知をお願い

している状況にあります。 

 あと、条例改正等、開始時期ですね、そちらにつ

いては今後それぞれの状況があると思いますので、

検討させていただきたいと思います。 

○議長（村上和子君） 企画商工観光課長、答弁。 

〇企画商工観光課長（狩野寿志君） ６番中澤議員

の御質問にお答えします。 

 今回の内容ということでではなくて、設備、地中

熱の系統ですけれども、暖房と給湯、両方ございま

して、７系統が来られているうちの１と３と４と７

と分かれていまして、それぞれ暖房と給湯というふ

うに分かれております。それぞれについて部品関係

の修理、取替え、それと併せまして電気関係、シー

ケンサーとかマグネットスイッチ等の取替え等も今

回のほうで見ていたところでございます。 

○議長（村上和子君） ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） 申し訳ありません、聞き方

が悪かったと思うのですけれども、白銀荘として、

給湯とか暖房や何かの設備の、今ヒートポンプの話

してたのですから、ヒートポンプだけなのですかと

いう確認だったのです。 

○議長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

〇企画商工観光課長（狩野寿志君） 失礼いたしま

した。中澤議員の御質問にお答えします。 

 お湯そのままかけ流しでやっておりますので、温

泉については全部天然でかけ流しのお湯でやってい

ます。洗うお湯、給湯のお湯、それについてはヒー

トポンプでやっております。給湯関係については地

中熱で、熱を起こしてお湯を作って洗い場に送って

いるという状況になっています。 

 何かあったときの有事の際につきましては、１,

０００リットルの灯油タンクありますので、一晩く

らいは何とか、何かあったときの予備のために、タ

ンクも用意はしてございます。 
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 以上です。 

○議長（村上和子君） ほかにございませんか。 

 ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） ２５ページになります。民

生費の中の社会福祉総務費一般管理費ということ

で、今般１００万円の増額の補正になった内容に関

しましては、新型コロナウイルスの陽性者への支援

ということで伺っております。令和４年度当初予算

の議決後に不足が生じたということなのですが、当

初予算の見込みのまず人数は何名ぐらいを予定し

て、その後感染者増により不足が生じて、追加の補

正額に対しては、さらに何名の対応が可能なのか、

お伺いさせていただきます。 

 また、実際に支援を受けた方に話を聞いたことが

ありまして、非常に物資の内容というのは充実感が

あり、大変助かったということでお聞きしています

が、内容等々は国が、基準があって、例えばその品

目に関して、お子さんのいる家庭とか様々な要件が

あると思うのですけれども、そのような物資の支給

基準というのはどのようになっているのか確認させ

ていただきます。 

○議長（村上和子君） 保健福祉課長、答弁。 

〇保健福祉課長（深山悟君） ８番荒生議員のコロ

ナ感染の関係の自宅療養者支援につきましての御質

問にお答えをいたします。 

 今回、一般財源で１００万円をお願いしていると

いうことでございます。その前はどうだったのかと

いうことでございまして、その前につきましてはコ

ロナの創生交付金につきまして、総務費に消耗品と

して計上していたお金、こちらを使わせていただい

て、実際の物資の購入とか配布につきましては、保

健福祉課で担当させていただいたということでござ

います。 

 そこの消耗品が、コロナのマスクとか消毒液と

か、そういったもろもろという部分で、急遽北海道

のほうで、保健所のほうで陽性患者に配布した物資

が、配送業者等々の都合で１週間以上かかるという

形がありましたので、本町におきましてもそこのタ

イムラグという、３日、５日とかそういった部分、

何も来ないという状態をお聞きしまして、町の施策

として実施させていただいたところでございます。 

 本年の２月の２１日から開始していまして、一応

年度締めとしましては、令和３年度におきましては

１０世帯、３０人という実績でございます。直近で

ございますと、８月末、これは４月から８月なので

すけれども、そちらでは１０３世帯、３０９人とい

う形で、実績で配布させていただいているところで

ございます。合計しまして、制度開始からは１１３

世帯、３３９人の方々の自宅療養の支援をさせてい

ただいているということでございます。 

 内容につきましては、基本的には、一つの基準と

しましては、主食であるお米とか麺類、あと主菜で

ありますお魚とかお肉、レトルトとかの缶詰でござ

います。副菜としましては野菜ジュースとかキノコ

とかふりかけとか、そういったものを用意していま

す。果物ではゼリー、保管しなければいけないもの

ですからゼリーという形でございます。間食としま

してはチョコレートとかスポーツドリンク。日用品

としましてはティッシュ、トイレットペーパーとか

ごみ袋。乳幼児もいらっしゃいますのでビスケット

とか粉ミルクというのを、これを基本としていると

ころでございます。 

 ただ、これを一律要請のあった方々に支給すると

いうことではなくて、受付で細かく、本当に必要な

ものは何ですかということはありまして、米あるか

ら米はいらないとか、おむつが全然足りないからお

むつ余分にくれとか、そういったニーズに合わせま

して、一つ一つヒアリングをして、本当にこの、道

から来るものとか、実際には外出できるようになる

期間の見込みで、ニーズに合わせて配布していると

いうことでございます。基本的には、先ほど申し上

げました品目については、単価としましては４,５

００円ぐらい、単価。その前後で動いているという

のが実態でございます。 

 今回の１００万円の見積りにつきましては、これ

はあくまでも実績数値の推計なのですけれども、今

まで月平均１２０ほどの感染者に対しまして、月平

均では１７世帯、人数にしまして５６人分、あと物

資の関係の経費としまして１４万７,０００円ほど

という形を、これは平均値で基本としていましたの

で、今回議決後の今年度令和４年度末まで、なかな

か収束しませんので、そういったもので計算したと

ころ１００万ちょっと出るということだったのです

けれども、補正では今の月１４万７,０００円ほど

という部分で、１００万円という形で見積りを取ら

させていただいているところでございます。 

 ただ、今、国でも濃厚接触者等々の外出の関係が

緩和されている状態がありますので、申出のときに

いろいろヒアリングをしながら、実際に、本当に必

要な方々の、真に支援できるような体制で、受付窓

口で体制をとっているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） ほかございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 討論なしと認めます。 

 これから議案第１号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１号令和４年度上富良野町一般会

計補正予算(第４号)は、原案のとおり可決されまし

た。 

────────────────── 

◎日程第３ 議案第２号 

○議長（村上和子君） 日程第３ 議案第２号令和

４年度上富良野町後期高齢者医療特別会計補正予算

(第２号）を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（山内智晴君） ただいま上程いた

だきました議案第２号令和４年度上富良野町後期高

齢者医療特別会計補正予算(第２号）につきまし

て、提案の要旨を御説明申し上げます。 

 １点目は、令和３年度広域連合市町村負担金の確

定及び清算により、所要の補正をするものでありま

す。 

 ２点目は、令和３年度広域連合負担金の確定及び

清算等に伴う特別会計への繰入金について、所要の

補正をするものであります。 

 ３点目は、被保険者証発送に関わる総務費の不足

によりまして、所要の補正をお願いするものであり

ます。 

 以下、議案の朗読をもって説明にかえさせていた

だきます。 

 なお、議決項目の部分について説明し、予算の事

項別明細書につきましては省略させていただきます

ので、御了承願います。 

 議案第２号を御覧ください。 

 議案第２号令和４年度上富良野町後期高齢者医療

特別会計補正予算（第２号）。 

 令和４年度上富良野町の後期高齢者医療特別会計

の補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

５１万９,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ１億８,１９４万円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 １表につきましては、款ごとの名称と補正額のみ

申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ３款繰入金５１万９,０００円の減。 

 歳入合計は５１万９,０００円の減であります。 

 ２、歳出。 

 １款総務費５万円。 

 ２、広域連合納付金５６万９,０００円の減。 

 歳出合計は５１万９,０００円の減であります。 

 以上で、議案第２号令和４年度上富良野町後期高

齢者医療特別会計補正予算（第２号）の説明といた

します。 

 御審議いただきまして、御議決いただきますよう

よろしくお願いします。 

○議長（村上和子君） これをもって提案理由の説

明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 御質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 討論なしと認めます。 

 これから議案第２号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第２号令和４年度上富良野町後期高

齢者医療特別会計補正予算(第２号）は、原案のと

おり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第４ 議案第３号 

○議長（村上和子君） 日程第４ 議案第３号令和

４年度上富良野町介護保険特別会計補正予算(第２

号)を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（深山悟君） ただいま上程いただ

きました議案第３号令和４年度上富良野町介護保険

特別会計補正予算（第２号）につきまして、提案の

要旨を御説明申し上げます。 

 １点目は、介護保険報酬改定に伴うシステム改修

事業について、歳入歳出に所要額を補正するもので

ございます。 

 ２点目は、令和３年度介護保険サービス給付費等



― 59 ―

の実績報告に伴い、北海道及び社会保険診療報酬支

払基金から概算で交付を受けております、介護給付

費負担金を返還するものでございます。 

 ３点目は、令和３年度地域支援事業の実績報告に

伴い、社会保険診療報酬支払基金から概算で交付さ

れております、地域支援事業交付金を返還するもの

でございます。 

 なお、収支の差額につきましては、予備費から

１,４５５万４,０００円を計上し、対応するもので

ございます。 

 以下、議案を朗読し説明といたします。 

 なお、議案説明に際しまして、議決項目のみ説明

させていただき、予算の事項別明細書につきまして

は省略させていただきますので、御了承願います。 

 議案第３号令和４年度上富良野町介護保険特別会

計補正予算（第２号）。 

 令和４年度上富良野町の介護保険特別会計の補正

予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

５２万８,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ１１億７,１５１万７,０００円

とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの補正額のみ申し

上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ３款国庫支出金２６万４,０００円。 

 ７款繰入金２６万４,０００円。 

 歳入合計５２万８,０００円。 

 ２、歳出。 

 １款総務費５２万８,０００円。 

 ６款諸支出金１,４５５万４,０００円。 

 ７款予備費１,４５５万４,０００円の減。 

 歳出合計５２万８,０００円。 

 以上、議案第３号令和４年度上富良野町介護保険

特別会計補正予算（第２号）の御説明といたしま

す。 

 御審議いただき、御議決いただきますようお願い

申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって提案理由の説

明を終わります。 

 これから質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 討論なしと認めます。 

 これから議案第３号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第３号令和４年度上富良野町介護保

険特別会計補正予算(第２号）は、原案のとおり可

決されました。 

────────────────── 

◎日程第５ 議案第４号 

○議長（村上和子君） 日程第５ 議案第４号令和

４年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計補

正予算(第３号）を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 ラベンダーハイツ所長。 

○ラベンダーハイツ所長（鎌田理恵君） ただいま

上程いただきました議案第４号令和４年度上富良野

町ラベンダーハイツ事業特別会計補正予算（第３

号）につきまして、提案の要旨を御説明申し上げま

す。 

 １点目は、寄付採納１４万円について、一般会計

から繰入れを行うとともに、介護用備品購入を図る

よう所要の補正を行うものです。 

 ２点目は、職員であります栄養士が１０月末に退

職することに伴い、施設栄養士業務を委託するよう

所要の補正を行うものです。 

 ３点目は、現在欠員となっている看護師の採用を

迅速に進めるために、看護師募集業務を委託するよ

う所要の補正を行うものです。 

 ４点目は、購入予定であります介護ロボットに係

る通信環境整備費について、一体的に導入を進め、

設置及び運用の効率化を図ることを目的に、サービ

ス事業費への組替えのために、所要の補正を行うも

のであります。 

 それでは、以下、議案の説明につきましては議決

項目の部分のみ説明をし、予算の事項別明細書につ

きましては省略させていただきますので、御了承願

います。 

 議案第４号を御覧ください。 

 議案第４号令和４年度上富良野町ラベンダーハイ

ツ事業特別会計補正予算（第３号）。 

 令和４年度上富良野町のラベンダーハイツ事業特

別会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところ

による。 
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 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１４万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ３億４,３９９万８,０００円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区別及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

み申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ７款繰入金１４万円。 

 歳入合計１４万円。 

 ２、歳出。 

 １款総務費２１３万６,０００円。 

 ２、サービス事業費２５３万８,０００円。 

 ３、施設整備費２３９万８,０００円の減。 

 ６款予備費２１３万６,０００円の減。 

 歳出合計１４万円。 

 以上で、議案第４号令和４年度上富良野町ラベン

ダーハイツ事業特別会計補正予算（第３号）の説明

といたします。 

 御審議いただきまして、御議決賜りますようお願

い申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって提案理由の説

明を終わります。 

 これから質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 討論なしと認めます。 

 これから議案第４号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第４号令和４年度上富良野町ラベン

ダーハイツ事業特別会計補正予算(第３号）は、原

案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第６ 議案第５号 

○議長（村上和子君） 日程第６ 議案第５号令和

４年度上富良野町公共下水道事業特別会計補正予算

（第２号）を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（菊地敏君） ただいま上程いただ

きました議案第５号令和４年度上富良野町公共下水

道事業特別会計補正予算（第２号）の補正の要旨を

御説明申し上げます。 

 令和３年度社会資本整備事業交付金の事業費確定

に伴い、その交付金の返還金が生じたことから所要

の額の補正をお願いするものであります。 

 それでは、以下、議案の説明につきましては議決

項目の部分についてのみ説明をし、２ページ以降の

予算事項別明細書につきましては省略をさせていた

だきますので、御了承ください。 

 議案第５号を御覧ください。 

 議案第５号令和４年度上富良野町公共下水道事業

特別会計補正予算（第２号）。 

 令和４年度上富良野町の公共下水道事業特別会計

の補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

８０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ６億７５万７,０００円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページを御覧ください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

み申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ４款繰入金１項繰入金、補正額８０万円。 

 歳入合計、補正額８０万円。 

 ２、歳出。 

 １款下水道事業費２項事業費、補正額８０万円。 

 歳出合計８０万円。 

 以上で、議案第５号令和４年度上富良野町公共下

水道事業特別会計補正予算（第２号）の説明といた

します。 

 御審議いただきまして、議決いただけますようお

願い申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって提案理由の説

明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なしでございますので、質

疑を終了いたします。 

 これから討論を行います。 
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 討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 討論なしと認めます。 

 これから議案第５号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第５号令和４年度上富良野町公共下

水道事業特別会計補正予算（第２号）は、原案のと

おり可決されました。 

○議長（村上和子君） それでは、ここで換気を入

れる休憩をさせていただきます。 

 再開は１０時１５分といたします。よろしくお願

いいたします。 

─────────────── 

午前１０時０５分 休憩 

午前１０時１５分 再開 

─────────────── 

○議長（村上和子君） 休憩前に引き続き、会議を

再開いたします。 

────────────────── 

◎日程第７ 議案第６号 

○議長（村上和子君） 日程第７ 議案第６号令和

４年度上富良野町病院事業会計補正予算（第３号）

を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 町立病院事務長。 

○町立病院事務長（長岡圭一君） ただいま上程い

ただきました議案第６号令和４年度上富良野町病院

事業会計補正予算（第３号）につきまして、提案の

要旨を御説明させていただきます。 

 補正の概要ですが、看護師奨学金につきまして、

この７月に申請があったことから、看護職員等養成

奨学金貸付条例に基づきまして貸付けの決定をさせ

ていただいたことから、今年度分の貸付分の増額補

正をお願いするものであります。 

 以下、議案を朗読し説明とさせていただきます。 

 議案第６号令和４年度上富良野町病院事業会計補

正予算（第３号）。 

 総則。 

 第１条、令和４年度上富良野町の病院事業会計の

補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 資本的収入及び支出。 

 第２条、予算第４条に定めた資本的収入及び支出

の予定額を次のとおり補正する。 

 補正予定額のみ申し上げます。 

 収入。 

 第１款資本的収入９０万円。 

 第１項出資金９０万円。 

 支出。 

 第１款資本的支出９０万円。 

 第３項奨学資金貸付金９０万円。 

 次ページ以降につきましては、説明を省略させて

いただきます。 

 以上、議案第６号令和４年度上富良野町病院事業

会計補正予算（第３号）の御説明とさせていただき

ます。 

 御審議いただきまして、御議決賜りますようよろ

しくお願い申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって提案理由の説

明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） これをもって質疑を終了い

たします。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 討論なしと認めます。 

 これから議案第６号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第６号令和４年度上富良野町病院事

業会計補正予算（第３号）は、原案のとおり可決さ

れました。 

────────────────── 

◎日程第８ 議案第７号 

○議長（村上和子君） 日程第８ 議案第７号令和

３年度上富良野町水道事業会計未処分利益剰余金の

処分についてを議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（菊地敏君） ただいま上程いただ

きました議案第７号令和３年度上富良野町水道事業

会計未処分利益剰余金の処分について、御説明申し

上げます。 

 本件は、地方公営企業法第３２条第２項の規定に

基づき、利益剰余金の処分について議会の議決をい

ただくものであります。 

 未処分利益剰余金の処分につきましては、後ほど

上程いたします議案第９号に添付しております、令

和３年度水道事業会計決算報告書の４ページ上段の

剰余金計算書及び同じく４ページ下段の剰余金処分

計算書を御参照ください。 

 それでは、以下、議案を朗読し説明させていただ
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きます。 

 議案第７号令和３年度上富良野町水道事業会計未

処分利益剰余金の処分について。 

 令和３年度上富良野町水道事業会計未処分利益剰

余金を次により処分するため、地方公営企業法第３

２条第２項の規定により、議会の議決を求める。 

 記。 

 令和３年度上富良野町水道事業会計未処分利益剰

余金４,２２０万６,８３５円のうち、２,０００万

円を建設改良積立金に積立て、残余を繰り越すもの

とする。 

 以上で、議案第７号令和３年度上富良野町水道事

業会計未処分利益剰余金の処分についての説明とい

たします。 

 御審議いただきまして、議決いただけますようお

願い申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって提案理由の説

明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 討論なしと認めます。 

 これから議案第７号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第７号令和３年度上富良野町水道事

業会計未処分利益剰余金の処分については、原案の

とおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第 ９ 議案第８号 

◎日程第１０ 議案第９号 

○議長（村上和子君） 日程第９ 議案第８号令和

３年度上富良野町各会計歳入歳出決算の認定につい

て、日程第１０ 議案第９号令和３年度上富良野町

企業会計決算の認定についてを一括して議題といた

します。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 初めに、一般会計及び特別会計決算の認定につい

て、説明を求めます。 

 会計管理者。 

○会計管理者（及川光一君） ただいま上程いただ

きました議案第８号令和３年度上富良野町各会計歳

入歳出決算の認定についての提案理由について御説

明申し上げます。 

 地方自治法第２３３条第３項の規定によります、

各会計別の決算書並びに同法第２３３条第５項の規

定によります、決算における主要な施策の成果報告

書、さらに監査委員の審査に付し、その結果を記載

してあります審査意見書などを併せて御覧いただき

たいと思います。 

 初めに、議案条文を朗読させていただき、その

後、決算書により説明させていただきます。 

 議案第８号令和３年度上富良野町各会計歳入歳出

決算の認定について。 

 地方自治法第２３３条第３項の規定により令和３

年度上富良野町一般会計、上富良野町国民健康保険

特別会計、上富良野町後期高齢者医療特別会計、上

富良野町介護保険特別会計、上富良野町ラベンダー

ハイツ事業特別会計、上富良野町簡易水道事業特別

会計及び上富良野町公共下水道事業特別会計の歳入

歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて、議会の認

定に付する。 

 令和４年９月１４日提出。 

 上富良野町長、斉藤繁。 

 それでは、厚い冊子の決算書を御覧いただきたい

と思います。 

 決算書の２ページ及び３ページをお開きお願いし

ます。 

 令和３年度の各会計別収支総括表を記載しており

ます。この表において、一般会計及び六つの特別会

計の決算の状況を御説明申し上げます。 

 まず、総括表の下段、合計の欄を御覧ください。 

 一般会計及び六つの特別会計を合わせまして、予

算額で１２７億６,４７１万３,０００円、調定額で

１２７億３,６５６万８,９０５円、収入済額で１２

６億１,０８８万１,６６７円、不納欠損額で４９万

７,５４３円、収入未済額で１億２,５１８万９,６

９５円、支出済額で１１９億９,６９７万６,６２５

円、差引残額は６億１,３９０万５,０４２円となっ

たところであります。 

 なお、総括表の右欄を御覧いただきたいと思いま

す。ここには収入の調定と予算対比、支出の予算対

比を記載しております。 

 まず、調定額に対する収入済額の割合は、調定対

比で９９.０１％、予算額に対する収入済額の割合

は、予算対比で９８.７９％、予算額に対する支出

済額の割合は、支出予算対比で９３.９９％になっ

たところであります。 

 次に、不納欠損の欄、Ｄ欄を御覧ください。 

 一般会計では、地方税法等の規定に基づき、該当

する町税の滞納繰越分で１９万２,４２５円を不納

欠損処分したものであります。 
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 国民健康保険特別会計におきましては、保険税滞

納繰越分で２９万１,８００円を欠損処分したもの

であります。 

 後期高齢者医療特別会計におきましては、保険料

滞納繰越分で１,３００円を欠損処分したものであ

ります。 

 公共下水道事業特別会計におきましては、下水道

使用料で１万２,０１８円を欠損処分したものであ

ります。 

 介護保険特別会計、ラベンダーハイツ事業特別会

計及び簡易水道事業特別会計に不納欠損額はありま

せんでした。 

 次に、収入未済額の欄、Ｅ欄を御覧ください。 

 一般会計におきましては１億１,９８５万５,３４

６円。その内訳として、この表では詳細まで記載し

ておりませんが、町税として、個人町民税、固定資

産税、軽自動車税で１,５７１万９,４６１円。町税

以外で、使用料及び手数料の町営住宅使用料で１７

８万４,４３０円。国庫支出金において、総務費、

民生費、農林業費、教育費の国庫補助金で８,２３

３万５,４５５円。道支出金において、農林業費補

助金で５５４万円。財産収入において、その他町有

建物貸付料で７万円。諸収入におきまして、延滞金

の６,０００円。町債におきましては、農林業債で

１,４４０万円であります。 

 なお、国庫支出金、道支出金及び町債を合わせて

１億２２７万５,４５５円につきましては、令和３

年度会計から令和４年度会計への繰越明許費の収入

未済額になるところであります。 

 次に、国民健康保険特別会計におきましては、被

保険者の保険税分４５６万５,６４０円が収入未済

額であります。 

 次に、介護保険特別会計におきましては、第１号

被保険者の介護保険料分７万５,４００円が収入未

済額であります。 

 次に、簡易水道事業特別会計におきましては、水

道使用料分の８,０９９円が収入未済額でありま

す。 

 次に、公共下水道事業特別会計におきましては、

下水道使用料分の６８万５,２１０円が収入未済額

であります。 

 後期高齢者医療特別会計及びラベンダーハイツ事

業特別会計に収入未済額はありませんでした。 

 なお、別冊で、決算書より少し薄目の冊子になり

ますが、表紙に令和３年度各会計主要施策の成果報

告書、各会計歳入歳出決算書に関わる付属調書と記

載しています冊子、そちらの冊子の７９ページから

８４ページに収納内訳書、収入未納調書、欠損処分

調書を掲載しておりますので、後ほど御覧いただき

たいと思います。 

 次に、総括表の３ページに記載しています差引残

額の欄、Ｇ欄について御説明いたします。 

 また、決算書の２ページ、３ページに記載してい

ます差引残額、Ｇ欄についてであります。 

 一般会計には、翌年度会計へ繰り越すべき財源と

して、繰越明許費繰越額がありますので、その額を

差し引いたものが実質収支額になります。 

 一般会計で御説明いたします。 

 ７ページをお開き願いたいと思います。 

 ７ページには、一般会計の実質収支に関する調

書、ここでは、単位を千円単位で表しております。 

 歳入総額が９２億２,８２５万５,０００円、歳出

総額が８７億６,７０９万６,０００円、歳入から歳

出を引きまして、差引残額４億６,１１５万９,００

０円が令和４年度へ繰り越す額となります。繰越明

許費繰越額が７４０万円ありますので、令和３年度

単年度としての実質収支額は、４億５,３７５万９,

０００円となります。 

 以下、六つの特別会計につきましても、一般会計

と同様に、実質収支に関する調書及び事項別明細書

をそれぞれ決算書に記載してございますので、後ほ

ど御覧いただきたいと思います。 

 参考までに、決算書に記載しています各会計それ

ぞれの実質収支に関する調書及び歳入歳出事項別明

細書につきましては、地方自治法施行令第１６６条

第２項に基づきます説明資料としての取り扱いにな

るところでございます。 

 次に、財産関係について御説明をいたしますの

で、決算書の３３７ページの財産に関する調書を御

覧ください。 

 １枚めくりまして、３３９ページには公有財産、

土地と建物調書になります。 

 ここの表の区分ですが、表頭に土地と建物を、表

側に行政財産、普通財産を表しています。令和３年

度におきましては、土地及び建物の増減、移動はあ

りませんでした。 

 次に、３４０ページの有価証券及び出資による権

利につきましても、前年度と同額で増減はありませ

んでした。 

 次に、３４１ページの物品になりますが、車両の

保有状況を示しております。令和３年度におきまし

ては、マイクロバス２台、ラベンダーハイツのリフ

ト付バス、教育委員会の清富線のスクールバスの更

新及び重車両１台、建設機械として小型ロータリー

の更新をしております。 

 また、令和３年度におきましては、特殊車両とし

て乗用芝刈機５台を車両の保有状況に加え、全体の

車両保有台数を８２台としたところであります。 
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 次に、３４２ページと３４３ページを御覧いただ

きたいと思います。 

 基金につきましては、一般会計、特別会計合わせ

て１４の基金と、一番下段になりますが、北海道備

荒資金組合基金を保有しております。 

 合計欄の３３億１,８３９万６,３１５円が令和４

年５月３１日現在の基金保有額になり、令和３年度

中においては６億５,７５７万４,３９４円の増加で

ありました。 

 北海道備荒資金組合基金につきましては、年度中

の増加額が１７５万８,２００円で、年度末現在額

は２億１,８８６万７,８４８円でありました。 

 以上が、財産に関する状況でございます。 

 以上で、概要を申し上げまして、令和３年度各会

計歳入歳出決算認定についての説明とさせていただ

きます。 

 御審議を賜り、御承認くださいますようよろしく

お願い申し上げます。 

○議長（村上和子君） 次に、企業会計決算の認定

について説明を求めます。 

 町立病院事務長。 

〇町立病院事務長（長岡圭一君） 続きまして、議

案第９号令和３年度上富良野町企業会計決算の認定

の件について、議案の朗読をもって説明とさせてい

ただきます。 

 議案第９号令和３年度上富良野町企業会計決算の

認定について。 

 地方公営企業法第３０条第４項の規定により、令

和３年度上富良野町病院事業会計及び上富良野町水

道事業会計の決算を、別紙、監査委員の意見をつけ

て議会の認定に付する。 

 では初めに、病院事業会計の決算の概要につきま

して御説明させていただきます。 

 令和３年度病院事業会計決算報告書の７ページを

お開き願います。 

 令和３年度上富良野町病院事業報告書。 

 以下、１、概要。 

 （１）総括事項の概要を御説明させていただきま

す。 

 令和３年度の上富良野町立病院の運営は、公的医

療機関としての使命である町民の福祉向上と健康管

理に寄与すべく、診療体制の充実に努めてまいりま

した。 

 また、住民に身近な医療機関として、救急医療、

急性期・回復期医療、感染症対策、予防医療を担っ

てまいりました。 

 また、併設の介護医療院につきましては、医療

ニーズの高い高齢者の増加が見込まれることなどの

理由から、昨年６月１日から４床増床し、合計３２

床にて運営しています。 

 今後においても、住民の医療と介護のニーズの把

握に努めながら、他の医療機関との連携を強化し、

安全で安心な医療の提供と質の高い高齢者福祉の充

実を図り、御利用される方々からより深く信頼され

るよう努めてまいります。 

 病院改築整備事業につきましては、令和２年度に

策定いたしました基本計に基づきまして、基本設計

及び測量調査、地質調査を実施してまいりました。

引き続き令和７年度の竣工に向けまして着実に進め

てまいります。 

 次に、アの患者数と利用者数の状況であります

が、入院、入所者数は、一般病床６,５４２人、介

護保険施設９,６３５人となりまして、合計１万６,

１７７人となりました。 

 外来患者数につきましては２万１,１７０人で、

入院、入所者数と外来患者数の合計は３万７,３０

５人、前年対比３０１人の増となってございます。 

 次に、イの収益的収支についてですが、病院事業

の収益総額は８億８,８００万１,６１４円、費用総

額につきましては９億２,１１７万８,７８９円とな

り、この結果、収益的収支は３,３１７万７,１７５

円の当年度純損失となりました。 

 なお、収益的収支につきましては、１７ページ以

降の収益費用明細書との整合を図るため、消費税を

含まない数字となってございます。 

 次に、８ページ目をお開きください。 

 ウの資本的収入についてでありますが、収入支出

総額はそれぞれ７,６０５万１,２５４円で、収入内

訳は、町からの出資金と、医療機器整備などのため

の国庫補助金、病院改築整備のための企業債で、支

出の内訳につきましては、医師住宅の企業債の償還

金と建設改良費で、回診用エックス線装置、検査顕

微鏡更新などの医療機械の整備、また、病院改築整

備基本設計及び測量調査、地質調査等を実施してま

いりました。 

 続きまして、（２）経営指標に関する事項につき

ましてですが、経営の健全性を示す経常収支比率

は、医業収益の増加により、前年度比５.２ポイン

ト増の９６.４％となってございますが、健全経営

の水準とされています１００％には達しておりませ

ん。 

 修正医業収益比率にあっては、前年度比６.１ポ

イント増の５８.２％と改善したものの、依然とし

て低い水準であり、収支構造の見直しが求められて

います。 

 一方、有形固定資産減価償却率には、前年度比

２.４ポイントの増、７６.２％と、現在の経営状況

を踏まえた計画的な施設整備、設備の廃棄に取り組
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んでまいります。 

 しかしながら、令和７年６月開院に向けた病院の

改築整備など、大型投資も控えていることなどか

ら、引き続き計画的な施設及び設備の更新に努めて

まいります。 

 続きまして、決算額を申し上げます。戻っていた

だきまして、１ページ、２ページをお開き願いま

す。 

 令和３年度上富良野町病院事業決算報告書。 

 以下、款ごとの決算額のみ申し上げます。 

 （１）収益的収入及び支出。 

 収入。 

 第１款病院事業収益８億９,５９７万８,３６３

円。 

 支出。 

 第１款病院事業費用９億３,５９１万１,０２３

円。 

 （２）資本的収入及び支出。 

 収入。 

 第１款資本的収入７,６０５万１,２５４円。 

 支出。 

 第１款資本的支出７,６０５万１,２５４円。 

 ３ページ以降の各種財務諸表につきましては、御

高覧いただいているものとして、説明を省略させて

いただきます。 

 以上、令和３年度上富良野町病院事業会計決算の

概要につきまして、御説明とさせていただきます。 

 御審議を賜りまして、御認定くださいますようよ

ろしくお願いします。 

○議長（村上和子君） 次に、建設水道課長。 

〇建設水道課長（菊地敏君） 続きまして、令和３

年度水道事業会計決算の概要について御説明申し上

げます。 

 令和３年度水道事業会計決算報告書を御覧くださ

い。 

 ７ページをお開きください。 

 令和３年度上富良野町水道事業報告書。 

 １、概況。 

 （１）総括事項の概要を御説明申し上げます。 

 本事業は、町民が健康な生活を持続していくため

に必要とされる安全で安心な水道水の安定供給を開

始して以来、４９年が経過してまいりました。 

 当年度の決算状況については、収益的収支におい

て、収入１億５,６７２万２,７２７円、支出１億

３,１４０万５,６７５円であり、純利益２,５３１

万７,０５２円で決算することができました。 

 なお、収益的収支については、１３ページ以降の

費用明細書との整合を図るため、消費税を含まない

数値となっておりますので、御承知ください。 

 次に、資本的収支では、収入１億４,５８０万９,

０００円、支出２億１,２６９万７,０６０円で、不

足する額６,６８８万８,０６０円については、過年

度分損益勘定留保資金３,８４５万８,８０５円、当

年度分損益勘定留保資金２,８４２万９,２５５円で

補てんし、事業の推進を図ってまいりました。 

 本年度の収支も黒字決算となりましたが、町内人

口の推移と、節水意識の高まりや飲料水嗜好の多様

化が進み、使用水量は減少傾向にありますが、受益

者負担の原則を堅持するとともに、コンビニ納入な

ど納入方法の利便性を図り、公営企業として健全な

経営に努め、漏水対策や老朽管の更新等維持管理に

万全を期し、安全で良質な水道水の安定供給に努め

てまいります。 

 次に、決算額を申し上げます。 

 戻っていただきまして、１ページ、２ページをお

開き願います。 

 令和３年度上富良野町水道事業決算報告書。 

 以下、款ごとの決算額のみを申し上げます。 

 （１）収益的収入及び支出。 

 収入。 

 第１款水道事業収益１億７,２３８万５,６１３

円。 

 支出。 

 第１款水道事業費用１億３,４３８万４,８８５

円。 

 （２）資本的収入及び支出。 

 収入。 

 第１款資本的収入１億４,５８０万９,０００円。 

 支出。 

 第１款資本的支出２億１,２６９万７,０６０円。 

 さきに概況報告でもお示ししましたが、表下に記

載のとおり、資本的収入額が資本的支出額に対し不

足する額６,６８８万８,０６０円については、過年

度分損益勘定留保資金３,８４５万８,８０５円、当

年度分損益勘定留保資金２,８４２万９,２５５円で

補てんしております。 

 ３ページ以降の各種財務諸表などにつきまして

は、御高覧いただいているものとしまして、説明を

省略させていただきます。 

 なお、監査委員の審査に付し、その結果を記載し

てあります意見審査書などを併せて御高覧いただき

たいと思います。 

 以上で、令和３年度水道事業会計決算の概要につ

いての説明とさせていただきます。 

 御審議いただきまして、御認定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって、提案理由の

説明を終ります。 
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 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっています、議案第８号令和３

年度上富良野町各会計歳入歳出決算の認定につい

て、議案第９号令和３年度上富良野町企業会計決算

の認定については、なお十分な審議を要するので、

議長及び議員のうちから選任された監査委員を除く

１１名の委員をもって構成する決算特別委員会を設

置し、地方自治法第９８条第１項の検査権を委任の

上、議会閉会中の継続審査とすることにいたしたい

と思います。 

 これに、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、１１名の委員をもって構成する

決算特別委員会を設置し、地方自治法第９８条第１

項の検査権を委任の上、議会閉会中の継続審査とす

ることに決定いたしました。 

────────────────── 

◎日程第１１ 議案第１０号 

○議長（村上和子君） 日程第１１ 議案第１０号

上富良野町議会議員及び上富良野町町長の選挙にお

ける選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正

する条例を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（北川徳幸君） ただいま上程いただき

ました議案第１０号上富良野町町議会議員及び上富

良野町長の選挙における選挙運動の公費負担に関す

る条例の一部を改正する条例につきまして、提案の

要旨を御説明申し上げます。 

 本条例改正につきましては、このたび公職選挙法

施行令が一部改正されたことに伴いまして、最近に

おける物価変動等に鑑み、選挙における選挙運動に

関し、選挙運動用移動車の使用及び選挙運動用ビラ

等の作成の公営に要する経費に係る限度額の引き上

げるよう、当該必要事項を定めるため本条例を改正

するものでございます。 

 以下、議案の朗読しまして説明にかえさせていた

だきます。 

 議案第１０号上富良野町議会議員及び上富良野町

長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例

の一部を改正する条例。 

 上富良野町議会議員及び上富良野町長の選挙にお

ける選挙運動の公費負担に関する条例。 

 令和３年上富良野町条例第１０号の一部を次のよ

うに改正する。 

 第４条第２号ア中、「１万５,８００」円を「１

万６,１００円」に改め、同号イ中、「７,５６０

円」を「７,７００円」に改める。 

 第８条中、「７円５１銭」を「７円７３銭」に改

める。 

 第１１条中、「５２５円６銭」を「５４１円３１

銭」に、「３１万５００円」を「３１万６,２５０

円」に改める。 

 附則。 

 施行期日。 

 この条例は交付の日から施行する。 

 経過措置。 

 この条例による改正後、上富良野町議会議員及び

上富良野町長の選挙における選挙運動の公費負担に

関する条例の規定は、この条例の施行日以後、その

期日に告示される選挙から適用し、同日前までにそ

の期日を告示された選挙については、なお従前の例

による。 

 以上で、議案第１０号上富良野町議会議員及び上

富良野町長の選挙における選挙運動の公費負担に関

する条例の一部を改正する条例の説明といたしま

す。 

 御審議いただきまして、御議決くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって提案理由の説

明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 討論なしと認めます。 

 これから議案第１０号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１０号上富良野町議会議員及び上

富良野町町長の選挙における選挙運動の公費負担に

関する条例の一部を改正する条例は、原案のとおり

可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１２ 議案第１１号 

○議長（村上和子君） 日程第１２ 議案第１１号

上富良野町職員の育児休業等に関する条例の一部を

改正する条例を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（北川徳幸君） ただいま上程いただき

ました議案第１１号上富良野町職員の育児休業等に
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関する条例の一部を改正する条例につきまして、提

案の要旨を御説明申し上げます。 

 本条例改正につきましては、このたび国におきま

して、妊娠、出産、育児等々、仕事の両立支援を図

る観点から、育児休業、部分休業の取得要件を緩和

するため並びに育児休業を取得しやすい勤務環境を

整備するため、人事院規則等が改正され、令和４年

１０月１日から施行されることになったため、当町

においても国の措置との権衡を図るため、当該条例

について所要の改正をするものでございます。 

 議案第１１号を御覧いただきたいと思います。 

 議案第１１号上富良野町職員の育児休業等に関す

る条例の一部を改正する条例。 

 上富良野町職員の育児休業等に関する条例。 

 平成４年上富良野町条例第７号の一部を次のよう

に改正する。 

 以下、条文の朗読を省略いたしまして、条に沿っ

てその概要のみを御説明申し上げます。 

 第１条につきましては、地方公務員の育児休業等

に関する法律において、条例で準用する条項を追加

するものであります。 

 第２条及び第２条の２につきましては、任期付地

方公務員法に規定する一般職の非常勤職員が、子の

１歳到達日を超えて引き続き在職することが見込ま

れ、勤務日数が一定以上の場合、育児休業を取得す

ることができることとなったことから、育児休業を

することができる対象職員を規定するものでござい

ます。 

 次のページをお開き願いたいと思います。 

 第２条の３につきましては、育児休業期間につい

て定めるものであり、現職といたしまして１歳ま

で、夫婦共に育児休業をしている場合は１歳２か月

まで、継続的な勤務のため特に必要と認められる場

合は１歳６か月までとする内容を規定したものでご

ざいます。 

 次のページを御覧いただきたいと思います。 

 第２条の４から第３条の２については、非常勤職

員の育児休業をすることができる期間に当たっての

必要な諸要件について定めたものでございます。 

 さらに次のページを御覧いただきたいと思いま

す。 

 第９条から第１６条につきましては、地方公務員

の育児休業等に関する法律に基づきまして、非常勤

職員を除く一般職が育児短時間勤務をすることにお

ける諸要件、勤務形態及び手続を定めるものでござ

います。 

 さらに次のページを御覧いただきたいと思いま

す。 

 第１７条から第２０条につきましては、非常勤職

員が部分休業をすることができる規定を追加したも

のでございます。 

 次のページを御覧いただきたいと思います。 

 第２１条については、条例の施行に関して必要な

事項は規則に委ねるとするものであります。 

 附則としまして、この条例は令和４年１０月１日

から施行し、またこの条例の施行日前に育児休業計

画書を提出した職員については、従前の例とするも

のでございます。 

 以上で、議案第１１号上富良野町職員の育児休業

等に関する条例の一部を改正する条例の説明といた

します。 

 御審議いただきまして、議決くださいますようお

願い申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって提案理由の説

明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 討論なしと認めます。 

 これから議案第１１号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１１号上富良野町職員の育児休業

等に関する条例の一部を改正する条例は、原案のと

おり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１３ 議案第１２号 

○議長（村上和子君） 日程第１３ 議案第１２号

上富良野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例を議題といたしま

す。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（北川徳幸君） ただいま上程いただき

ました議案第１２号上富良野町会計年度任用職員の

給与及び費用弁償の一部を改正する条例につきまし

て、提案の要旨を御説明申し上げます。 

 本条例改正につきましては、当該条例における会

計年度任用職員の給与につきましては、職員の給料

表を準用しまして条例を定めているところでありま

す。 

 また、会計年度任用職員を含む地方公務員につき



― 68 ―

ましては、地方公務員法によりまして、最低賃金の

規定は職員に適用しないと定められているところで

すが、一方、同法に情勢適応の原則、均衡の原則及

び条例主義によりまして、妥当な水準が確保されて

いることが記載されているところでございます。 

 このようなことが地方公務員法で規定されている

ところですが、このたび、令和４年１０月から最低

賃金法に規定されている地域別最低賃金、北海道最

低賃金の額が８８９円から９２０円に改定されるこ

とになったことによりまして、本町のパートタイム

会計年度任用職員の給与について、現行の給料表の

１級１号給から４号給までの一般行政職及び介護職

におきまして、時間単価が改定後の北海道の最低賃

金を下回ることとなったことから、北海道最低賃金

を下回る場合においては地域別最低賃金額以上の額

になるよう規則で定めるため、当該条例を改正する

ものでございます。 

 以下、議案を朗読して説明にかえさせていただき

ます。 

 議案第１２号上富良野町会計年度任用職員の給与

及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。 

 上富良野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償

に関する条例。 

 令和元年上富良野町条例第４号の一部を次のよう

に改正する。 

 第３０条を第３１条とし、第２９条の次に次の１

条を加える。 

 地域別最低賃金額を下回る会計年度任用職員の給

与の特例。 

 第３０条、給与の支払いを受ける会計年度任用職

員のうち、当該会計年度任用職員に係る勤務１時間

当たりの額（フルタイム会計年度任用職員にあって

は第１４条第１項の規定により算出した額、パート

タイム会計年度任用職員にあっては第２４条第１項

各号の規定により算出した額をいう。以下この条に

おいて同じ）が最低賃金法（昭和３４年法律第１３

７号）に規定する地域別最低賃金額（北海道に適用

されるものをいう。以下この条において同じ）を下

回る場合は、勤務１時間当たりの額が地域最低賃金

額以上の額になるよう、規則で定める額を当該会計

年度任用職員の給料額、または報酬額とする。 

 附則。 

 この条例は令和４年１０月１日から施行する。 

 以上、上富良野町会計年度任用職員の給与及び費

用弁償の一部を改正する条例について、その要旨に

ついて御説明させていただきました。 

 御審議いただきまして、議決くださいますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって提案理由の説

明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 討論なしと認めます。 

 これから議案第１２号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１２号上富良野町会計年度任用職

員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１４ 議案第１３号 

○議長（村上和子君） 日程第１４ 議案第１３号

上富良野町手数料条例の一部を改正する条例を議題

といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

〇建設水道課長（菊地敏君） ただいま上程いただ

きました議案第１３号上富良野町手数料条例の一部

を改正する条例につきまして、提案の要旨を御説明

申し上げます。 

 現在、我が国の住宅市場は量的に充足している一

方で、耐震性、省エネルギー性能が十分でない住宅

ストックが多く存在している現状にあります。 

 こうした住宅について、建て替えやリフォームに

より質を向上させるとともに、適切に維持、保全

し、将来世代に受け継ぐことのできるストックとし

て有効活用していくことは、住居取得に関わる負担

の軽減や、地球環境への負荷を低減させる観点から

重要であり、長期優良住宅の認定促進等による住宅

の質の向上に加え、既存住宅を安心して購入できる

環境をさらに整備し、既存住宅流通市場を活性化す

るための住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備

のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等

の一部改正する法律が、令和３年５月２８日に交付

されました。それに伴う長期優良住宅の普及の促進

に関する法律の改正により創設された、長期優良住

宅維持保全計画認定制度の認定事務に必要な手数料

を新設するものであります。 

 改正内容といたしましては、１点目は、その構造

及び設備が法で規定する長期使用構造等に該当する

と認められる良質な既存住宅において、長期優良住
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宅として維持保全を行う長期優良住宅維持保全計画

の認定制度が創設されたことから、認定事務に関わ

る長期優良住宅維持保全計画認定申請手数料を新設

するものです。 

 ２点目は、認定された長期優良住宅維持保全計画

に変更する際の審査事務に関わる、長期優良住宅維

持保全計画変更認定申請手数料を新設するもので

す。 

 ３点目は、認定された長期優良住宅保全計画にお

いて、当該認定に基づく地位を承継する際の審査事

務に関わる、長期優良住宅建築等計画等認定地位承

継書に申請手数料を新設するものです。 

 それでは、以下、議案の朗読と別表の改正部分に

ついてのみ、概要のみを御説明申し上げます。 

 議案第１３号を御覧ください。 

 議案第１３号上富良野町手数料条例の一部を改正

する。 

 上富良野町手数料条例（平成１２年上富良野町条

例第２号）の一部を次のように改正する。 

 別表中４７の項におきましては、良質な既存住宅

の認定に必要な計画である、長期優良住宅維持保全

計画の審査手数料の項目を追加するものです。 

 別表中４８の項におきましては、認定された計画

の内容を変更する際の審査手数料の項目を追加する

ものです。 

 別表中５０の項におきましては、認定された計画

の地位の承継を承認する際の審査手数料の項目を追

加するものです。 

 以上、概要説明といたします。 

 附則。 

 この条例は令和４年１０月１日から施行する。 

 以上で、議案第１３号上富良野町手数料条例の一

部を改正する条例の説明といたします。 

 御審議いただきまして、御議決いただけますよう

お願い申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって提案理由の説

明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 討論なしと認めます。 

 これから議案第１３号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 賛成多数であります。 

 よって、議案第１３号上富良野町手数料条例の一

部を改正する条例は、原案のとおり可決されまし

た。 

────────────────── 

◎日程第１５ 議案第１４号 

○議長（村上和子君） 日程第１５ 議案第１４号

富良野地区介護認定審査会規約の変更についてを議

題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（深山悟君） ただいま上程いただ

きました議案第１４号富良野地区介護認定審査会規

約の変更について提案の要旨を御説明申し上げま

す。 

 令和４年９月２６日に富良野市役所庁舎が新築移

転することに伴い、富良野地区介護認定審査会を所

管している富良野市保健福祉部高齢者福祉課の執務

場所が、保健センターから市役所に変更となるた

め、富良野地区介護認定審査会規約の当該条文の一

部を変更するものでございます。 

 なお、この変更につきましては、地方自治法に基

づき、当該審査会を構成する市町村議会での議決が

必要となりますことから本議案を提出するものでご

ざいます。 

 以下、議案を朗読し御説明といたします。 

 議案第１４号を御覧ください。 

 議案第１４号富良野地区介護認定審査会規約の変

更について。 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２

条の７の規定により、富良野地区介護認定審査会規

約を次のとおり変更する。 

 富良野地区介護認定審査会規約の一部を変更する

規約。 

 富良野地区介護認定審査会規約（平成１１年６月

２５日議決）の一部を次のように変更する。 

 第３条中「弥生町１番３号富良野市保健センター

内」を「弥生町１番１号富良野市役所内」に改め

る。 

 附則。 

 この規約は令和４年９月２６日から施行する。 

 以上で、議案第１４号富良野地区介護認定審査会

規約の変更についての御説明といたします。 

 御審議いただき、御議決いただきますようよろし

くお願い申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって提案理由の説

明を終わります。 

 これから議案第１４号について質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（村上和子君） 質疑がなければ、質疑を終

了いたします。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 討論なしと認めます。 

 これから議案第１４号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１４号富良野地区介護認定審査会

規約の変更については、原案のとおり可決されまし

た。 

────────────────── 

◎日程第１６ 議案第１５号 

○議長（村上和子君） 日程第１６ 議案第１５号

財産の取得について（自治体情報セキュリティ強靱

性整備（基幹ネットワーク機器等更新）事業）を議

題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 ＩＴ・組織機構担当課長。 

○ＩＴ・組織機構担当課長（宮下正美君） ただい

ま上程いただきました議案第１５号財産の取得につ

いて（自治体情報セキュリティ強靱性整備（基幹

ネットワーク機器等更新）事業）につきまして、提

案の要旨を御説明申し上げます。 

 本件は、平成２８年度において国から示された新

たな自治体情報セキュリティ対策の抜本的強化対策

の一環として実施した、自治体情報システム強靭性

向上整備事業により構築しました機器等の一部につ

いて、経年劣化及び提供ベンダーによるサポート終

了等の状況を踏まえ、引き続き当該システムを安定

的に運用するために必要なネットワーク機器につい

て、今回、整備更新を図るものであります。 

 購入に当たりましては、当該機器等の購入可能な

４者を指名し、９月１２日入札の結果、株式会社ゆ

あさが９００万円で落札し、契約金額は消費税を加

算した本議案の９９０万円となっております。 

 参考までに、２番札はリコージャパン株式会社、

９２８万４,０００円でありました。 

 以下、議案の朗読をもって説明とさせていただき

ます。 

 議案第１５号を御覧ください。 

 議案第１５号財産の取得について。 

 自治体情報セキュリティ強靭性整備（基幹ネット

ワーク機器等更新）に関する財産を次により取得す

るため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

または処分に関する条例第３条の規定により、議会

の議決を求める。 

 記。 

 １、取得の目的。自治体情報セキュリティ強靭性

整備（基幹ネットワーク機器等更新）事業。 

 ２、取得の方法。指名競争入札による。 

 ３、取得金額。９９０万円。 

 ４、取得の相手方。富良野市幸町２番１８号。株

式会社ゆあさ、代表取締役湯浅篤。 

 ５、納期。令和５年３月３１日。 

 以上で、議案第１５号財産の取得について（自治

体情報セキュリティ強靱性整備（基幹ネットワーク

機器等更新）事業）の説明といたします。 

 御審議いただき、議決いただきますようお願い申

し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって提案理由の説

明を終わります。 

 これから議案第１５号について質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 討論なしと認めます。 

 これから議案第１５号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１５号財産の取得について（自治

体情報セキュリティ強靱性整備（基幹ネットワーク

機器等更新）事業）は、原案のとおり可決されまし

た。 

 ここで暫時休憩といたします。 

 再開は１１時４０分といたします。 

─────────────── 

午前１１時１９分 休憩 

午前１１時４０分 再開 

─────────────── 

○議長（村上和子君） 休憩に引き続き、会議を再

開いたします。 

────────────────── 

◎日程第１７ 議案第１６号 

○議長（村上和子君） 日程第１７ 議案第１６号

教育長の任命についてを議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 町長斉藤繁君。 

○町長（斉藤繁君） ただいま上程いただきました

議案第１６号教育長の任命について、提案理由を説
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明させていただきます。 

 現在、教育長残任期間を務めていただいておりま

す鈴木真弓教育長におきましては、９月の末で任期

満了を迎えます。 

 鈴木氏におきましては、人格、見識ともに優れた

方であり、教育長として適任者であることから、こ

れまでの経験を本町の教育行政に生かしていただき

たく、議会の同意をお願いするものであります。 

 なお、鈴木氏の経歴等につきましては別添配布さ

せていただいておりますので、御高覧賜り、参考と

していただければと存じます。 

 以下、議案を朗読して御提案させていただきま

す。 

 議案第１６号教育長の任命について。 

 上富良野町教育委員会教育長に次の者を任命した

いので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

（昭和３１年法律第１６２号）第４条第１項の規定

により、議会の同意を求める。 

 記。 

 住所、上富良野町■■■■■■■■■。 

 氏名、鈴木真弓。■■■■■■■■■■生まれ。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） これをもって提案理由の説

明を終わります。 

 本件は、先例により質疑を省略し、これより討論

を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 討論なしと認めます。 

 これより議案第１６号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり任命に同意する方は御起立

願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１６号教育長の任命については、

原案のとおり任命について同意することに決定いた

しました。 

────────────────── 

◎日程第１８ 議案第１７号 

○議長（村上和子君） 日程第１８ 議案第１７号

教育委員会委員の任命についてを議題といたしま

す。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 町長斉藤繁君。 

○町長（斉藤繁君） ただいま上程いただきました

議案第１７号教育委員会委員の任命について、提案

の理由を御説明させていただきます。 

 現在１期目を務めていただいております久保麻子

氏が、９月末の任期をもって満了されます。 

 ここに、久保氏を再任命いたしたく、御提案させ

ていただくものであります。 

 久保麻子氏につきましては、人格、見識ともに優

れた方であり、教育委員として適任者であることか

ら、これまでの御経験を本町の教育行政に生かして

いただきたく、議会の同意をお願いするものであり

ます。 

 なお、久保氏の経歴等につきましては別添配布さ

せていただいておりますので、御高覧賜り、参考と

していただければと存じます。 

 以下、議案を朗読して御提案させていただきま

す。 

 議案第１７号教育委員会委員の任命について。 

 上富良野町教育委員会委員に次の者を任命したい

ので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

４条第２項の規定により、議会の同意を求める。 

 記。 

 住所、■■■■■■■■■。 

 氏名、久保麻子。■■■■■■■■生まれ。 

○議長（村上和子君） これをもって提案理由の説

明を終わります。 

 本件は、先例により質疑を省略し、これより討論

を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 討論なしと認めます。 

 これより議案第１７号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり任命に同意する方は御起立

願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１７号教育委員会委員の任命につ

いては、原案のとおり任命について同意することに

決定いたしました。 

────────────────── 

◎日程第１９ 発議案第１号 

○議長（村上和子君） 日程第１９ 発議案第１号

議員派遣についてを議題といたします。 

 提出者から、趣旨説明を求めます。 

 ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） ただいま上程されました発

議案第１号議員派遣について、朗読をもって説明を

申し上げます。 

 発議案第１号議員派遣について。 

 上記議案を次のとおり、会議規則第１４条第２項

の規定により提出します。 

 令和４年９月１５日提出、上富良野町議会議長、

村上和子様。 

 提出者、上富良野町議会議員、中澤良隆。 
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 賛成者、上富良野町議会議員、荒生博一、上富良

野町議会議員、佐藤大輔。 

 議員派遣について。 

 次のとおり、地方自治法第１００条第１３項及び

会議規則第１２９条の規定により議員を派遣する。 

 記。 

 １、町内行政調査。 

 （１）目的、町内の公共施設及び財政援助を行っ

た施設の現況を視察し、今後の議会活動に資するた

め。 

 （２）派遣場所、上富良野町。 

 （３）期間、議決の日以降において１日以内とす

る。 

 （４）派遣議員、全議員１３名。 

 ２、上川町村議会議長会主催の議員研修会。 

 （１）目的、分権時代に対応した議会議員の資質

向上に資するため。 

 （２）派遣場所、旭川市。 

 （３）期間、令和４年１０月２６日、１日間。 

 （４）派遣議員、全議員１３名。 

 以上であります。 

○議長（村上和子君） これをもって趣旨説明を終

わります。 

 これより質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 討論なしと認めます。 

 これから発議案第１号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、発議案第１号議員派遣については、原案

のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第２０ 発議案第２号 

○議長（村上和子君） 日程第２０ 発議案第２号

国土強靱化に資する社会資本整備等に関する意見に

ついてを議題といたします。 

 提出者から、趣旨説明を求めます。 

 ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） ただいま上程いただきまし

た発議案第２号国土強靱化に資する社会資本整備等

に関する意見についての趣旨を御説明申し上げま

す。 

 本件は、令和４年８月２９日に北海道町村議会議

長会から、当該意見書の採択と提出の要望書を受理

し、意見書議決を要請されたことから、議会運営委

員会において、所管である総務産建常任委員会に付

託され、９月６日の委員会で慎重審議いたしまし

た。 

 委員会においては、近年頻発する豪雨、暴風雪、

地震などの自然災害などにより発生する交通障害、

多発する交通事故、道路施設の老朽化、そして今後

一斉に更新期を迎える橋梁などの公共施設の老朽

化、除排雪費用の増大など、様々な課題を抱えてい

る中、地方財政は以前として厳しい状況であること

から、国と地方の適切な役割分担の下、道路整備、

管理において必要な予算を、安定的かつ継続的に確

保することが重要であること、また、国土の根幹を

なす主要幹線道路から、住民に最も密着した市町村

道に至る道路網の計画的、体系的整備の必要性や、

新型コロナウイルス収束後の物流、観光をはじめと

する経済活動の復興における道路の重要性などを踏

まえ、より一層の道路整備の推進や管理の充実、強

化が求められることから、採択すべきものとして議

会運営委員会、全員協議会での審議を経て、意見書

を提出することに決定いたしました。 

 それでは、以下、発議案については本文を朗読

し、意見書については記以降の要望項目の朗読によ

り説明といたします。 

 発議案第２号国土強靱化に資する社会資本整備等

に関する意見について。 

 上記議案を、別記のとおり会議規則第１４条第２

項の規定により提出します。 

 令和４年９月１４日、提出。 

 上富良野町議会議長、村上和子様。 

 提出者、荒生博一。 

 賛成者、佐藤大輔。 

 では、記以降を朗読いたします。 

 一つ、国土強靭化に資する社会資本の整備、管理

が長期安定的に進められるよう、公共事業関係予算

の所要額を確保するとともに、地域の実態に鑑み予

算を重点配分すること。 

 一つ、防災、減災、国土強靭化のための５か年加

速対策を計画的に進めるために必要な予算、財源を

確保するとともに、継続的、安定的に国土強靭化の

取組を進めることが重要であることから、５か年加

速対策後も予算、財源を通常予算とは別枠で確保

し、継続的に取り組むこと。 

 一つ、新広域道路交通計画に基づき、高規格道路

については、着手済み区間の早期開通、未着手区間

の早期着手及び暫定２車線区間の４車線化といった

機能強化を図ること。また、高規格道路と並行する
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国道とのダブルネットワークの構築や道路の防災対

策、無電柱化などによるリダンダンシー、冗長性の

確保を図ること。 

 一つ、橋梁、トンネル、舗装等の老朽化対策を推

進するため、点検、診断、補修などのメンテナンス

サイクルを確立し、予防保全を含む戦略的な維持管

理、更新事業を行うための技術的支援の拡充を図る

こと。 

 一つ、地域の安全な暮らしや経済活動を支える基

盤づくりのため、通学路の交通安全対策などの道路

整備や、除排雪を含む年間を通じた維持管理の充実

が図られるよう、必要な予算を確保すること。 

 一つ、維持管理に活用可能な交付金制度を創設す

るとともに、公共施設の長寿命化について、全ての

管理施設の点検や診断、補修、更新が交付対象とな

るよう採択要件を緩和するなど、地方負担の軽減を

図ること。 

 一つ、冬期における円滑な交通確保のため、除排

雪に必要な予算を確保するとともに、老朽化が進行

している除雪機械等の計画的な更新、増強が可能と

なるよう財政支援を強化すること。 

 一つ、日本海溝、千島海溝地震に備え、避難施

設、避難路などの整備について、必要な予算の確

保、地方負担を軽減する財政支援の充実強化を図る

こと。 

 一つ、堤防整備、ダム建設、再生などの対策をよ

り一層加速するため、粘り強い堤防の整備に関する

交付金制度の拡充や準用河川改修の事業要件緩和、

小規模河川改修に対応した財政、技術支援制度の創

設など、流域治水の取組に必要な財政支援をさらに

強化すること。 

 一つ、災害発生時の迅速かつ円滑な復旧のため、

北海道開発局及び開発建設部の人員体制の充実、強

化を図ること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を

提出する。 

 令和４年９月１５日。 

 北海道空知郡上富良野町議会議長、村上和子。 

 提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大

臣、財務大臣、総務大臣、国土交通大臣、国土強靱

化担当大臣。 

 以上で、発議案第２号国土強靱化に資する社会資

本整備等に関する意見についての趣旨説明といたし

ます。 

 御審議いただきまして、御議決くださいますよう

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって趣旨説明を終

わります。 

 これより質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 討論なしと認めます。 

 これから発議案第２号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、発議案第２号国土強靱化に資する社会資

本整備等に関する意見については、原案のとおり可

決されました。 

────────────────── 

◎日程第２１ 選挙第１号 

○議長（村上和子君） 日程第２１ 選挙第１号富

良野広域連合議会議員の選挙を行います。 

 選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８

条第２項の規定により、指名推選により行いたいと

思います。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なしと認めます。 

 選挙の方法は、指名推薦により行うことに決定い

たしました。 

 お諮りします。 

 被選挙人の指名の方法については、議長において

指名することにいたしたいと思います。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 御異議なしと認めます。 

 よって、議長において指名することに決定いたし

ました。 

 それでは、富良野広域連合議会議員に岡本康裕君

を指名いたします。 

 お諮りいたします。 

ただいま指名いたしました岡本康裕君を富良野広域

連合議会議員の当選人と決定することに御異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 御異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名しました岡本康裕君が富良

野広域連合議会議員に当選されました。 

 ただいま当選されました岡本康裕君が議場におら

れますので、本席から会議規則第３３条第２項の規

定により告知をいたします。 

 富良野広域連合議会議員選挙について、富良野広
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域連合規約第８条により、富良野広域連合議会議員

の選挙の結果、当選人岡本康裕君が富良野広域連合

議会議員に当選されました。 

────────────────── 

◎日程第２２ 閉会中の継続調査 

     申し出について 

○議長（村上和子君） 日程第２２ 閉会中の継続

調査申し出についてを議題といたします。 

 議会運営委員長並びに各常任委員長から、会議規

則第５７条の規定により、各委員会において、別紙

配付の閉会中の継続調査の申し出があります。 

 お諮りいたします。 

 各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調

査とすることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 御異議なしと認めます。 

 よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中

の継続調査とすることに決定いたしました。 

────────────────── 

◎閉 会 宣 告             

○議長（村上和子君） 以上をもって、本定例会に

付議された案件の審議は、全て終了いたしました。 

 これにて、令和４年第３回上富良野町議会定例会

を閉会といたします。 

午後 １２時００分 閉会 
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   上記会議の経過は、議会事務局の調製したものであるが、その内容の 

 

  正確なることを証するため、ここに署名する。 

 

 

     令和４年９月１５日 

 

 

    上富良野町議会議長  村  上  和  子 
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        署 名 議 員         元  井  晴  奈 
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